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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　証券会社により運用・管理されて顧客の注文に基づき有価証券の売買に関する処理を実
行するコンピュータにより構成された証券会社サーバと、前記顧客と前記証券会社とを仲
介する仲介業者により運用・管理されて仲介に関する処理を実行するために前記顧客が操
作する顧客端末装置および前記証券会社サーバとそれぞれネットワークで接続されたコン
ピュータにより構成された仲介業者サーバとを備え、
　前記仲介業者サーバは、
　前記顧客が前記有価証券の売買注文のための銘柄情報および売買数量データを含むか、
またはこれらの銘柄情報および売買数量データに加えて顧客口座識別情報を含む売買指示
情報を入力するための売買指示入力画面の表示用情報を、前記ネットワークを介して前記
顧客端末装置に送信する処理を実行する入力画面送信手段と、
　この入力画面送信手段による送信処理を実行して前記顧客端末装置に画面表示された前
記売買指示入力画面を用いて前記顧客により入力された前記売買指示情報を、前記顧客端
末装置から前記ネットワークを介して受信する処理を実行する売買指示情報受信手段と、
　この売買指示情報受信手段により受信した前記売買指示情報に基づき、前記銘柄情報お
よび前記売買数量データを含むか、これらの前記銘柄情報および前記売買数量データに加
えて仲介業者口座識別情報を含むか、前記銘柄情報、前記売買数量データ、および前記顧
客口座識別情報を含むか、またはこれらの前記銘柄情報、前記売買数量データ、および前
記顧客口座識別情報に加えて仲介業者口座識別情報を含む売買取次情報を作成してこの売
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買取次情報を前記ネットワークを介して前記証券会社サーバに送信する処理を実行する売
買取次情報送信手段と、
　顧客口座入出金処理手段とを含んで構成され、
　前記証券会社サーバは、
　前記売買取次情報送信手段により前記仲介業者サーバから前記ネットワークを介して送
信されてくる前記売買取次情報に含まれる前記銘柄情報および前記売買数量データを、証
券取引所システムまたは他の売買取引システムへ送信することにより前記有価証券の売買
処理を実行する売買処理手段と、
　仲介業者口座入出金処理手段と、
　前記売買処理手段による売買処理を実行して約定した取引についての前記売買数量デー
タと約定単価とを乗じて得られる確定した売付代金データ若しくは買付代金データを含む
か、またはこれらの確定した売付代金データ若しくは買付代金データに加えて前記売買取
次情報に含まれる前記顧客口座識別情報を含む売買結果情報を、前記ネットワークを介し
て前記仲介業者サーバに送信する処理を実行する売買結果情報送信手段とを含んで構成さ
れ、
　前記仲介業者サーバの前記顧客口座入出金処理手段は、
　売り注文の場合には、前記顧客端末装置から前記ネットワークを介して送信されてくる
前記売買指示情報若しくは前記証券会社サーバから前記ネットワークを介して送信されて
くる前記売買結果情報に含まれる前記顧客口座識別情報、または前記顧客により予め指定
されて前記仲介業者サーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座
識別情報をキーとして、前記仲介業者に開設された前記顧客の口座のデータ管理用の前記
顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座の残高データに前記売買結果情報に
含まれる前記売付代金データの少なくとも一部の金額データを加算することによる前記顧
客口座データベースへの前記売付代金データの少なくとも一部の金額データの入金処理を
含む決済処理、または前記仲介業者以外の業者のシステムに前記顧客口座識別情報および
前記売付代金データの少なくとも一部の金額データを送信することによる前記仲介業者以
外の業者に開設された前記顧客の口座のデータ管理用の前記顧客口座データベースへの前
記売付代金データの少なくとも一部の金額データのネットワークを介した送金処理を含む
決済処理のうちの少なくとも一方の決済処理を実行し、
　買い注文の場合には、前記顧客端末装置から前記ネットワークを介して送信されてくる
前記売買指示情報若しくは前記証券会社サーバから前記ネットワークを介して送信されて
くる前記売買結果情報に含まれる前記顧客口座識別情報、または前記顧客により予め指定
されて前記仲介業者サーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座
識別情報をキーとして、前記仲介業者に開設された前記顧客の口座のデータ管理用の前記
顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座の残高データから前記売買結果情報
に含まれる前記買付代金データの少なくとも一部の金額データを減算することによる前記
顧客口座データベースからの前記買付代金データの少なくとも一部の金額データの出金処
理を含む決済処理を実行する構成とされ、
　前記証券会社サーバの前記仲介業者口座入出金処理手段は、
　売り注文の場合には、前記仲介業者サーバから前記ネットワークを介して送信されてく
る前記売買取次情報に含まれる前記仲介業者口座識別情報、または前記仲介業者により予
め指定されて前記証券会社サーバに接続された仲介業者指定口座記憶手段に記憶されてい
る仲介業者口座識別情報をキーとして、前記証券会社に開設された前記仲介業者の口座の
データ管理用の仲介業者口座データベースを検索し、該当する仲介業者の口座の残高デー
タに前記売付代金データを加算することによる前記仲介業者口座データベースへの前記売
付代金データの入金処理を含む決済処理、前記仲介業者サーバに前記仲介業者口座識別情
報および前記売付代金データを送信することによる前記仲介業者に開設された前記仲介業
者の口座のデータ管理用の前記仲介業者口座データベースへの前記売付代金データのネッ
トワークを介した送金処理を含む決済処理、または前記仲介業者以外の業者のシステムに
前記仲介業者口座識別情報および前記売付代金データを送信することによる前記仲介業者
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以外の業者に開設された前記仲介業者の口座のデータ管理用の前記仲介業者口座データベ
ースへの前記売付代金データのネットワークを介した送金処理を含む決済処理のうちの少
なくとも一つの決済処理を実行し、
　買い注文の場合には、前記仲介業者サーバから前記ネットワークを介して送信されてく
る前記売買取次情報に含まれる前記仲介業者口座識別情報、または前記仲介業者により予
め指定されて前記証券会社サーバに接続された仲介業者指定口座記憶手段に記憶されてい
る仲介業者口座識別情報をキーとして、前記証券会社に開設された前記仲介業者の口座の
データ管理用の前記仲介業者口座データベースを検索し、該当する仲介業者の口座の残高
データから前記買付代金データを減算することによる前記仲介業者口座データベースから
の前記買付代金データの出金処理を含む決済処理を実行する構成とされている
　ことを特徴とする有価証券売買取引システム。
【請求項２】
　前記証券会社サーバは、
　前記仲介業者サーバの前記顧客口座入出金処理手段による決済処理を補完する処理を実
行する顧客口座入出金補完処理手段を備え、
　この顧客口座入出金補完処理手段は、
　確定した前記売付代金データ若しくは前記買付代金データのうち前記仲介業者サーバの
前記顧客口座入出金処理手段により決済処理が行われない分に相当する補完分の金額デー
タについて、
　売り注文の場合には、前記仲介業者サーバから前記ネットワークを介して送信されてく
る前記売買取次情報に含まれる前記顧客口座識別情報、または前記顧客により予め指定さ
れて前記証券会社サーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座識
別情報をキーとして、前記証券会社に開設された前記顧客の口座のデータ管理用の前記顧
客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座の残高データに前記売付代金データの
うちの前記補完分の金額データを加算することによる前記顧客口座データベースへの前記
売付代金データのうちの前記補完分の金額データの入金処理を含む決済処理を実行し、
　買い注文の場合には、前記仲介業者サーバから前記ネットワークを介して送信されてく
る前記売買取次情報に含まれる前記顧客口座識別情報、または前記顧客により予め指定さ
れて前記証券会社サーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座識
別情報をキーとして、前記証券会社に開設された前記顧客の口座のデータ管理用の前記顧
客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座の残高データから前記買付代金データ
のうちの前記補完分の金額データを減算することによる前記顧客口座データベースからの
前記買付代金データのうちの前記補完分の金額データの出金処理を含む決済処理を実行す
る構成とされている
　ことを特徴とする請求項１に記載の有価証券売買取引システム。
【請求項３】
　前記仲介業者サーバは、
　前記顧客の少なくとも一つの口座の残高データを前記顧客口座データベースから取得す
る処理を実行する口座残高データ取得手段と、
　この口座残高データ取得手段により取得した前記顧客の口座の残高データが、前記売買
指示情報受信手段により受信した前記売買指示情報に含まれる買い注文の場合の前記売買
数量データを用いて算出される前記顧客による買い注文に応じることができる許容額デー
タ以上か否かを判断する処理を実行する残高チェック処理手段とを備え、
　前記仲介業者サーバには、前記仲介業者または前記証券会社に開設された前記顧客の口
座を識別するための顧客口座識別情報を各顧客毎に記憶する顧客口座識別情報記憶手段が
接続され、
　前記口座残高データ取得手段は、
　前記顧客口座識別情報記憶手段から該当する顧客の口座を識別するための顧客口座識別
情報を取得し、この顧客口座識別情報をキーとして、前記仲介業者に開設された前記顧客
の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の前記顧客口座データベースを検索することに
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より前記顧客口座データベースから該当する顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データ
を取得する処理、または前記証券会社に開設された前記顧客の一つ若しくは複数の口座の
データ管理用の前記顧客口座データベースから前記証券会社サーバおよび前記ネットワー
クを介して前記顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを取得する処理のうちの少な
くとも一つの処理を実行する構成とされ、
　前記証券会社サーバおよび前記ネットワークを介して前記顧客の一つ若しくは複数の口
座の残高データを取得する処理は、
　前記顧客口座識別情報記憶手段から該当する顧客の口座を識別するための顧客口座識別
情報を取得し、この顧客口座識別情報を前記証券会社サーバに送信することにより、前記
証券会社に開設された前記顧客の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の前記顧客口座
データベースに対する前記証券会社サーバによる検索処理を経て抽出された該当する顧客
の一つ若しくは複数の口座の残高データを、前記証券会社サーバから前記ネットワークを
介して受信する処理と、
　前記顧客口座識別情報記憶手段から該当する顧客の口座を識別するための顧客口座識別
情報を取得し、この顧客口座識別情報をキーとして、前記証券会社に開設された前記顧客
の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の前記顧客口座データベースを複写して形成さ
れて前記仲介業者サーバに接続された複写顧客口座データベースを検索することにより前
記複写顧客口座データベースから該当する顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを
取得する処理とのうちのいずれか一方の処理である
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の有価証券売買取引システム。
【請求項４】
　前記仲介業者サーバの前記口座残高データ取得手段は、
　前記仲介業者サーバに接続された前記顧客口座識別情報記憶手段に、前記買付代金デー
タの出金処理を含む決済処理用の口座となり得る前記顧客の複数の口座をそれぞれ識別す
るための複数の顧客口座識別情報が記憶されている場合には、これらの複数の顧客口座識
別情報を用いて前記複数の口座の残高データをこれらの各口座のデータ管理用の前記顧客
口座データベースから取得する処理を実行する構成とされ、
　前記仲介業者サーバの前記残高チェック処理手段は、
　前記売買指示情報受信手段により受信した前記売買指示情報に、前記顧客により前記買
付代金データの出金処理を含む決済処理用の口座として選択された複数の口座についての
複数の顧客口座識別情報が含まれている場合には、これらの複数の顧客口座識別情報の各
口座の残高データの合計額データが、前記顧客による買い注文に応じることができる前記
許容額データ以上か否かを判断する処理を実行する構成とされている
　ことを特徴とする請求項３に記載の有価証券売買取引システム。
【請求項５】
　前記仲介業者サーバには、
　成行注文が行われた場合の値幅制限の基準値データとなる前日の株価の終値データまた
は気配値データを記憶する基準値記憶手段が接続され、
　前記仲介業者サーバの前記売買指示情報受信手段により受信する前記売買指示情報には
、成行・指値の別を示すデータ、および指値注文の場合の指値データが含まれ、
　前記仲介業者サーバの前記残高チェック処理手段は、
　前記売買指示情報受信手段により受信した前記売買指示情報に含まれる成行・指値の別
を示すデータが指値注文の場合には、前記売買指示情報に含まれる買い注文の場合の前記
売買数量データと前記指値データとを乗じて試算された買付代金データ並びにこの試算さ
れた買付代金データに応じた委託手数料データおよび消費税データを合計した必要金額デ
ータを、即時決済取引の場合の前記許容額データとして用いるか、前記必要金額データに
一定割合を乗じた金額データを、普通取引の場合の前記許容額データとして用い、
　前記売買指示情報受信手段により受信した前記売買指示情報に含まれる成行・指値の別
を示すデータが成行注文の場合には、前記基準値記憶手段に記憶された前記基準値データ
を取得し、基準値データと制限値幅データとの対応関係を記憶する制限値幅テーブルを参
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照して、前記基準値記憶手段から取得した前記基準値データに対応する制限値幅データを
取得し、前記基準値データに前記制限値幅データを加算して買付単価の上限値データを算
出し、算出した前記買付単価の上限値データに、前記売買指示情報に含まれる買い注文の
場合の前記売買数量データを乗じて買付代金データの変動額の最大値データを算出し、算
出した最大値データ並びにこの最大値データに応じた委託手数料データおよび消費税デー
タを合計した金額データを、即時決済取引の場合の前記許容額データとして用いるか、前
記買付代金データの変動額の最大値データ並びにこの最大値データに応じた委託手数料デ
ータおよび消費税データを合計した金額データに一定割合を乗じた金額データを、普通取
引の場合の前記許容額データとして用いる処理を実行する構成とされている
　ことを特徴とする請求項３または４に記載の有価証券売買取引システム。
【請求項６】
　前記仲介業者サーバは、
　前記残高チェック処理手段による処理で前記顧客の口座の残高データが前記許容額デー
タ以上であると判断された場合に、前記顧客の口座の残高データのうち少なくとも前記許
容額データに相当する分について前記顧客の自由使用を禁止するか、または前記証券会社
サーバの前記売買結果情報送信手段により前記ネットワークを介して送信されてきた前記
売買結果情報に含まれる確定した前記買付代金データを用いて算出される修正した修正許
容額データに相当する分について前記顧客の自由使用を禁止するホールド処理を実行する
口座ホールド処理手段を備えている
　ことを特徴とする請求項３～５のいずれかに記載の有価証券売買取引システム。
【請求項７】
　前記仲介業者サーバは、
　前記顧客の少なくとも一つの口座の残高データを前記顧客口座データベースから取得す
る処理を実行する口座残高データ取得手段を備え、
　前記仲介業者サーバには、前記仲介業者または前記証券会社に開設された前記顧客の口
座を識別するための顧客口座識別情報を各顧客毎に記憶する顧客口座識別情報記憶手段が
接続され、
　前記仲介業者サーバの前記口座残高データ取得手段は、
　前記仲介業者サーバに接続された前記顧客口座識別情報記憶手段に、前記買付代金デー
タの出金処理を含む決済処理用の口座となり得る前記顧客の複数の口座をそれぞれ識別す
るための複数の顧客口座識別情報が記憶されている場合には、
　前記顧客口座識別情報記憶手段から該当する顧客の口座を識別するための顧客口座識別
情報を取得し、この顧客口座識別情報をキーとして、前記仲介業者に開設された前記顧客
の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の前記顧客口座データベースを検索することに
より前記顧客口座データベースから該当する顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データ
を取得する処理、または前記証券会社に開設された前記顧客の一つ若しくは複数の口座の
データ管理用の前記顧客口座データベースから前記証券会社サーバおよび前記ネットワー
クを介して前記顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを取得する処理のうちの少な
くとも一つの処理を実行することにより、前記顧客の複数の口座の残高データを取得する
処理を実行する構成とされ、
　前記証券会社サーバおよび前記ネットワークを介して前記顧客の一つ若しくは複数の口
座の残高データを取得する処理は、
　前記顧客口座識別情報記憶手段から該当する顧客の口座を識別するための顧客口座識別
情報を取得し、この顧客口座識別情報を前記証券会社サーバに送信することにより、前記
証券会社に開設された前記顧客の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の前記顧客口座
データベースに対する前記証券会社サーバによる前記顧客口座識別情報をキーとした検索
処理を経て抽出された該当する顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを、前記証券
会社サーバから前記ネットワークを介して受信する処理と、
　前記顧客口座識別情報記憶手段から該当する顧客の口座を識別するための顧客口座識別
情報を取得し、この顧客口座識別情報をキーとして、前記証券会社に開設された前記顧客
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の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の前記顧客口座データベースを複写して形成さ
れて前記仲介業者サーバに接続された複写顧客口座データベースを検索することにより前
記複写顧客口座データベースから該当する顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを
取得する処理とのうちのいずれか一方の処理であり、
　前記仲介業者サーバの前記入力画面送信手段による送信処理を実行して前記顧客端末装
置に画面表示される前記売買指示入力画面には、
　前記顧客が買い注文を行う場合に、前記買付代金データの出金処理を含む決済処理用の
口座として、前記顧客が前記仲介業者への開設口座と前記証券会社への開設口座とを合わ
せて複数の口座を開設している場合に、これらの複数の口座のうちから少なくとも一つの
口座を選択し、かつ、選択した口座から引き落とす金額データを各口座毎に個別に入力指
定するための引落金額入力指定部と、
　前記口座残高データ取得手段により前記顧客の複数の口座の残高データを取得した場合
に、これらの複数の口座の残高データを各口座毎に個別に表示する口座残高表示部とが設
けられている
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の有価証券売買取引システム。
【請求項８】
　前記仲介業者サーバは、
　前記顧客が前記証券会社の管理下で保有している前記有価証券の保有情報を、前記証券
会社サーバに接続された顧客証券保有情報データベースから前記証券会社サーバおよび前
記ネットワークを介して取得する処理を行うか、または前記仲介業者サーバに接続された
売買仲介情報記録用の売買仲介データベースから取得する処理を行う証券残高データ取得
手段を備え、
　前記証券会社サーバおよび前記ネットワークを介して取得する処理は、
　前記売買指示情報に含まれる仲介業者用顧客識別情報を証券会社用顧客識別情報に変換
して前記証券会社サーバに送信するか、前記売買指示情報に含まれる前記証券会社用顧客
識別情報を前記証券会社サーバに送信するか、前記仲介業者用顧客識別情報を前記証券会
社サーバに送信して前記証券会社サーバで前記証券会社用顧客識別情報に変換させるか、
または前記証券会社用顧客識別情報と共通化されている前記仲介業者用顧客識別情報を前
記証券会社サーバに送信することにより、前記顧客証券保有情報データベースに対する前
記証券会社サーバによる前記証券会社用顧客識別情報をキーとした検索処理を経て抽出さ
れた該当する顧客の前記有価証券の保有情報を、前記証券会社サーバから前記ネットワー
クを介して受信する処理と、
　前記証券会社用顧客識別情報をキーとして、前記顧客証券保有情報データベースを複写
して形成されて前記仲介業者サーバに接続された複写顧客証券保有情報データベースを検
索することにより、前記複写顧客証券保有情報データベースから該当する顧客の前記有価
証券の保有情報を取得する処理とのうちのいずれか一方の処理であり、
　前記売買仲介データベースから取得する処理は、
　前記売買指示情報に含まれる前記仲介業者用顧客識別情報をキーとして、前記売買仲介
データベースを検索することにより、前記売買仲介データベースから該当する顧客の前記
有価証券の保有情報を取得する処理であり、
　前記仲介業者サーバの前記入力画面送信手段による送信処理を実行して前記顧客端末装
置に画面表示される前記売買指示入力画面には、
　前記顧客が売り注文を行う場合に、前記売付代金データの入金または送金処理を含む決
済処理用の口座として、前記顧客が前記仲介業者への開設口座と前記証券会社への開設口
座とを合わせて複数の口座を開設している場合に、これらの複数の口座のうちから少なく
とも一つの口座を選択し、かつ、選択した口座で受け取る金額データを各口座毎に個別に
入力指定するための受取金額入力指定部と、
　前記証券残高データ取得手段により取得した前記有価証券の保有情報を表示する証券残
高表示部とが設けられている
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の有価証券売買取引システム。
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【請求項９】
　前記仲介業者サーバの前記入力画面送信手段による送信処理を実行して前記顧客端末装
置に画面表示される前記売買指示入力画面には、
　前記顧客が前記決済処理用の口座として選択した各口座について入力指定した金額デー
タの合計額データと、前記証券会社サーバの前記売買処理手段による売買処理を実行して
確定した前記売付代金データ若しくは前記買付代金データに基づく実際の入出金の金額デ
ータとが一致しない場合に、予め定められた取り決めに従って入出金処理を行う際の優先
順位を各口座毎に個別に設定するための優先順位設定部が設けられている
　ことを特徴とする請求項７または８に記載の有価証券売買取引システム。
【請求項１０】
　前記仲介業者サーバは、
　証券価格情報提供システムまたは前記証券会社サーバから前記ネットワークを介して前
記有価証券の時価情報を取得する処理を実行する時価情報取得手段を備え、
　前記仲介業者サーバの前記入力画面送信手段による送信処理を実行して前記顧客端末装
置に画面表示される前記売買指示入力画面には、
　前記顧客が売買注文する前記有価証券の前記銘柄情報、前記売買数量データ、成行・指
値の別を示すデータ、および指値注文の場合の指値データを含む注文内容情報を入力する
注文内容指定部と、
　この注文内容指定部に入力された前記成行・指値の別を示すデータが成行注文の場合に
は、前記有価証券の前記売買数量データに、前記時価情報取得手段により取得した前記有
価証券の時価情報を乗じ、前記成行・指値の別を示すデータが指値注文の場合には、前記
有価証券の前記売買数量データに、前記指値データを乗じることにより算出した売付代金
データまたは買付代金データを含む売買に関する決済金額の試算額データを表示する試算
額表示部とが設けられている
　ことを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の有価証券売買取引システム。
【請求項１１】
　前記証券会社サーバの前記仲介業者口座入出金処理手段による前記入金処理を含む決済
処理、前記送金処理を含む決済処理、および前記出金処理を含む決済処理には、前記仲介
業者の口座の残高データに前記証券会社が前記仲介業者に支払う仲介手数料データを加算
することによる前記仲介業者への前記仲介手数料データの支払処理が含まれることを特徴
とする請求項１～１０のいずれかに記載の有価証券売買取引システム。
【請求項１２】
　前記仲介業者サーバの前記顧客口座入出金処理手段による前記入金処理を含む決済処理
、前記送金処理を含む決済処理、および前記出金処理を含む決済処理には、前記顧客の口
座の残高データから売買注文の委託手数料データおよび売買取引に伴う税金データを減算
することによる前記委託手数料データおよび前記税金データの支払処理が含まれることを
特徴とする請求項１～１１のいずれかに記載の有価証券売買取引システム。
【請求項１３】
　前記証券会社サーバの前記顧客口座入出金補完処理手段による前記入金処理を含む決済
処理、前記送金処理を含む決済処理、および前記出金処理を含む決済処理には、前記顧客
の口座の残高データから売買注文の委託手数料データおよび売買取引に伴う税金データを
減算することによる前記委託手数料データおよび前記税金データの支払処理が含まれるこ
とを特徴とする請求項２に記載の有価証券売買取引システム。
【請求項１４】
　顧客と証券会社とを仲介する仲介業者により運用・管理されて仲介に関する処理を実行
する仲介業者サーバと、ネットワークを通じて接続された証券会社サーバであって、
　前記仲介業者サーバから前記ネットワークを介して送信されてくる売買取次情報に含ま
れる銘柄情報および売買数量データを、証券取引所システムまたは他の売買取引システム
へ送信することにより前記有価証券の売買処理を実行する売買処理手段と、
　前記売買処理手段による売買処理を実行して約定した取引についての前記売買数量デー
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タと約定単価とを乗じて得られる確定した売付代金データ若しくは買付代金データを含む
か、またはこれらの確定した売付代金データ若しくは買付代金データに加えて前記売買取
次情報に含まれる前記顧客口座識別情報を含む売買結果情報を、前記ネットワークを介し
て前記仲介業者サーバに送信する処理を実行する売買結果情報送信手段と、
　売り注文の場合には、前記仲介業者サーバから前記ネットワークを介して送信されてく
る前記売買取次情報に含まれる前記仲介業者口座識別情報、または前記仲介業者により予
め指定されて前記証券会社サーバに接続された仲介業者指定口座記憶手段に記憶されてい
る仲介業者口座識別情報をキーとして、前記証券会社に開設された前記仲介業者の口座の
データ管理用の仲介業者口座データベースを検索し、該当する仲介業者の口座の残高デー
タに前記売付代金データを加算することによる前記仲介業者口座データベースへの前記売
付代金データの入金処理を含む決済処理、前記仲介業者サーバに前記仲介業者口座識別情
報および前記売付代金データを送信することによる前記仲介業者に開設された前記仲介業
者の口座のデータ管理用の前記仲介業者口座データベースへの前記売付代金データのネッ
トワークを介した送金処理を含む決済処理、または前記仲介業者以外の業者のシステムに
前記仲介業者口座識別情報および前記売付代金データを送信することによる前記仲介業者
以外の業者に開設された前記仲介業者の口座のデータ管理用の前記仲介業者口座データベ
ースへの前記売付代金データのネットワークを介した送金処理を含む決済処理のうちの少
なくとも一つの決済処理を実行し、
　買い注文の場合には、前記仲介業者サーバから前記ネットワークを介して送信されてく
る前記売買取次情報に含まれる前記仲介業者口座識別情報、または前記仲介業者により予
め指定されて前記証券会社サーバに接続された仲介業者指定口座記憶手段に記憶されてい
る仲介業者口座識別情報をキーとして、前記証券会社に開設された前記仲介業者の口座の
データ管理用の前記仲介業者口座データベースを検索し、該当する仲介業者の口座の残高
データから前記買付代金データを減算することによる前記仲介業者口座データベースから
の前記買付代金データの出金処理を含む決済処理を実行する仲介業者口座入出金処理手段
と
を備えることを特徴とする証券会社サーバ。
【請求項１５】
　有価証券の売買取引を行う顧客が操作する顧客端末装置と、証券会社により運用・管理
されて前記顧客の注文に基づき前記有価証券の売買に関する処理を実行するコンピュータ
により構成された証券会社サーバと、前記顧客と前記証券会社とを仲介する仲介業者によ
り運用・管理されて仲介に関する処理を実行するコンピュータにより構成された仲介業者
サーバとをネットワークで接続しておき、
　前記仲介業者サーバの入力画面送信手段が、前記顧客が前記有価証券の売買注文のため
の銘柄情報および売買数量データを含むか、またはこれらの銘柄情報および売買数量デー
タに加えて顧客口座識別情報を含む売買指示情報を入力するための売買指示入力画面の表
示用情報を、前記ネットワークを介して前記顧客端末装置に送信する処理を実行し、
　前記仲介業者サーバの売買指示情報受信手段が、前記入力画面送信手段による送信処理
を実行して前記顧客端末装置に画面表示された前記売買指示入力画面を用いて前記顧客に
より入力された前記売買指示情報を、前記顧客端末装置から前記ネットワークを介して受
信する処理を実行し、
　前記仲介業者サーバの売買取次情報送信手段が、前記売買指示情報受信手段により受信
した前記売買指示情報に基づき、前記銘柄情報および前記売買数量データを含むか、これ
らの前記銘柄情報および前記売買数量データに加えて仲介業者口座識別情報を含むか、前
記銘柄情報、前記売買数量データ、および前記顧客口座識別情報を含むか、またはこれら
の前記銘柄情報、前記売買数量データ、および前記顧客口座識別情報に加えて仲介業者口
座識別情報を含む売買取次情報を作成してこの売買取次情報を前記ネットワークを介して
前記証券会社サーバに送信する処理を実行した後、
　前記証券会社サーバの売買処理手段が、前記売買取次情報送信手段により前記仲介業者
サーバから前記ネットワークを介して送信されてくる前記売買取次情報に含まれる前記銘
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柄情報および前記売買数量データを、証券取引所システムまたは他の売買取引システムへ
送信することにより前記有価証券の売買処理を実行し、
　前記証券会社サーバの仲介業者口座入出金処理手段が、前記売買処理手段による売買処
理を実行して約定した取引についての前記売買数量データと約定単価とを乗じて得られる
確定した売付代金データ若しくは買付代金データを用いて、前記仲介業者の口座のデータ
管理用の仲介業者口座データベースへの前記売付代金データの入金若しくは送金処理また
は前記仲介業者口座データベースからの前記買付代金データの出金処理を含む決済処理を
実行し、
　前記証券会社サーバの売買結果情報送信手段が、前記売買処理手段による売買処理を実
行して約定した取引についての前記売買数量データと約定単価とを乗じて得られる確定し
た前記売付代金データ若しくは前記買付代金データを含むか、またはこれらの確定した前
記売付代金データ若しくは前記買付代金データに加えて前記売買取次情報に含まれる前記
顧客口座識別情報を含む売買結果情報を、前記ネットワークを介して前記仲介業者サーバ
に送信する処理を実行し、
　その後、前記仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段が、前記売買結果情報送信手段
により前記証券会社サーバから前記ネットワークを介して送信されてくる前記売買結果情
報に含まれる確定した前記売付代金データ若しくは前記買付代金データを用いて、前記顧
客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースへの前記売付代金データの少なくとも一
部の入金若しくは送金処理または前記顧客口座データベースからの前記買付代金データの
少なくとも一部の出金処理を含む決済処理を実行し、
　前記仲介業者サーバの前記顧客口座入出金処理手段による処理を実行する際には、
　売り注文の場合には、前記顧客端末装置から前記ネットワークを介して送信されてくる
前記売買指示情報若しくは前記証券会社サーバから前記ネットワークを介して送信されて
くる前記売買結果情報に含まれる前記顧客口座識別情報、または前記顧客により予め指定
されて前記仲介業者サーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座
識別情報をキーとして、前記仲介業者に開設された前記顧客の口座のデータ管理用の前記
顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座の残高データに前記売買結果情報に
含まれる前記売付代金データの少なくとも一部の金額データを加算することによる前記顧
客口座データベースへの前記売付代金データの少なくとも一部の金額データの入金処理を
含む決済処理、または前記仲介業者以外の業者のシステムに前記顧客口座識別情報および
前記売付代金データの少なくとも一部の金額データを送信することによる前記仲介業者以
外の業者に開設された前記顧客の口座のデータ管理用の前記顧客口座データベースへの前
記売付代金データの少なくとも一部の金額データのネットワークを介した送金処理を含む
決済処理のうちの少なくとも一方の決済処理を実行し、
　買い注文の場合には、前記顧客端末装置から前記ネットワークを介して送信されてくる
前記売買指示情報若しくは前記証券会社サーバから前記ネットワークを介して送信されて
くる前記売買結果情報に含まれる前記顧客口座識別情報、または前記顧客により予め指定
されて前記仲介業者サーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座
識別情報をキーとして、前記仲介業者に開設された前記顧客の口座のデータ管理用の前記
顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座の残高データから前記売買結果情報
に含まれる前記買付代金データの少なくとも一部の金額データを減算することによる前記
顧客口座データベースからの前記買付代金データの少なくとも一部の金額データの出金処
理を含む決済処理を実行し、
　前記証券会社サーバの前記仲介業者口座入出金処理手段による処理を実行する際には、
　売り注文の場合には、前記仲介業者サーバから前記ネットワークを介して送信されてく
る前記売買取次情報に含まれる前記仲介業者口座識別情報、または前記仲介業者により予
め指定されて前記証券会社サーバに接続された仲介業者指定口座記憶手段に記憶されてい
る仲介業者口座識別情報をキーとして、前記証券会社に開設された前記仲介業者の口座の
データ管理用の仲介業者口座データベースを検索し、該当する仲介業者の口座の残高デー
タに前記売付代金データを加算することによる前記仲介業者口座データベースへの前記売
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付代金データの入金処理を含む決済処理、前記仲介業者サーバに前記仲介業者口座識別情
報および前記売付代金データを送信することによる前記仲介業者に開設された前記仲介業
者の口座のデータ管理用の前記仲介業者口座データベースへの前記売付代金データのネッ
トワークを介した送金処理を含む決済処理、または前記仲介業者以外の業者のシステムに
前記仲介業者口座識別情報および前記売付代金データを送信することによる前記仲介業者
以外の業者に開設された前記仲介業者の口座のデータ管理用の前記仲介業者口座データベ
ースへの前記売付代金データのネットワークを介した送金処理を含む決済処理のうちの少
なくとも一つの決済処理を実行し、
　買い注文の場合には、前記仲介業者サーバから前記ネットワークを介して送信されてく
る前記売買取次情報に含まれる前記仲介業者口座識別情報、または前記仲介業者により予
め指定されて前記証券会社サーバに接続された仲介業者指定口座記憶手段に記憶されてい
る仲介業者口座識別情報をキーとして、前記証券会社に開設された前記仲介業者の口座の
データ管理用の前記仲介業者口座データベースを検索し、該当する仲介業者の口座の残高
データから前記買付代金データを減算することによる前記仲介業者口座データベースから
の前記買付代金データの出金処理を含む決済処理を実行する
　ことを特徴とする有価証券売買取引方法。
【請求項１６】
　請求項１～１３のいずれかに記載の有価証券売買取引システムとして、コンピュータを
機能させるためのプログラム。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の証券会社サーバとして、コンピュータを機能させるためのプログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、顧客が有価証券の売買取引をオンラインで行うための有価証券売買取引シス
テムおよびその方法、並びにプログラムに係り、例えば、銀行等の金融機関を仲介業者と
して有価証券の売買取引をオンラインで行う場合等に利用できる。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、顧客が証券会社に委託して有価証券の買付を行う際には、顧客は、買付代金（
信用取引の場合には、委託保証金となる。）を所定の期日までに、銀行に開設されている
証券会社の口座に振り込むか、あるいは証券会社に開設している自己の口座に用意してお
かなければならない。
【０００３】
　このような作業を行う場合、顧客は、証券会社に開設している自己の口座に、自由に使
うことができる多額の現金を保有していることは少ないため、銀行に開設している自己の
口座から現金を引き出し、その引き出した現金を証券会社の口座に振り込んだり、証券会
社に開設している自己の口座に入金する場合が多い。勿論、これらの手続は、口座間での
ダイレクトの振込や入金手続であってもよい。
【０００４】
　従って、顧客と証券会社との間で発注、約定、受渡という証券取引が行われ、証券残高
の管理は証券会社で行われるのに対し、証券取引に伴う資金取引には、銀行が関与してく
ることが多いため、証券売買に供される資金残高の管理は、主として銀行で行われること
になる。
【０００５】
　一方、最近、証券会社と委託契約を結んだ企業や個人が株式等の売買を証券会社に取り
次ぐことにより株式等の売買注文の仲介を行う証券仲介業が解禁となり、近く銀行本体に
も解禁される見通しである（非特許文献１等参照）。
【０００６】
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【非特許文献１】株式会社読売新聞グループ本社、“証券仲介業、銀行に解禁…金融審が
了承”、［online］、２００３年１２月１９日、読売新聞ホームページ、［２００４年６
月２１日検索］、インターネット＜ＵＲＬ： HYPERLINK http://www.yomiuri.co.jp/ htt
p://www.yomiuri.co.jp/atmoney/ynews/20031219ib26.htm＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、前述したように、顧客が証券会社に委託して有価証券の買付を行う際に、買
付代金を所定の期日までに、銀行に開設されている証券会社の口座に振り込むか、あるい
は証券会社に開設している自己の口座に用意しておくという作業を行うことは、顧客にと
っては手間がかかる。すなわち、有価証券の売買注文の手続を証券会社に対して行うとと
もに、銀行に開設している自己の口座から、証券会社の口座あるいは証券会社に開設して
いる自己の口座へ、買付のための資金を移動させる手続を行わなければならない。つまり
、証券取引とそれに伴う資金取引とを、別個の手続として行わなければならないという手
間が生じる。
【０００８】
　従って、上記のような証券取引とそれに伴う資金取引とを、まとめて行うことができれ
ば、顧客の手続の手間を減らすことができ、便利である。また、前述したように、証券仲
介業が銀行本体にも解禁されることから、銀行等の証券仲介業者を含めたオンラインシス
テムを構築することができれば、顧客の手続の手間を一層減らすことができることになる
。
【０００９】
　本発明の目的は、顧客が有価証券の売買取引およびこれに伴う資金取引をオンラインで
、かつ、手間をかけずに行うことができる有価証券売買取引システムおよびその方法、並
びにプログラムを提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、顧客端末装置と証券会社サーバとの間に仲介業者サーバを設置し、証券会社
サーバおよび仲介業者サーバにより有価証券の売買取引およびこれに伴う資金決済の処理
を行って前記目的を達成しようとするものである。
【００１１】
　具体的には、本発明の有価証券売買取引システムは、証券会社により運用・管理されて
顧客の注文に基づき有価証券の売買に関する処理を行う証券会社サーバと、顧客と証券会
社とを仲介する仲介業者により運用・管理されて仲介に関する処理を行うために顧客が操
作する顧客端末装置および証券会社サーバとそれぞれネットワークで接続された仲介業者
サーバとを備え、仲介業者サーバは、顧客が有価証券の売買注文を含む売買に関する指示
を行うための売買指示入力画面の表示用情報をネットワークを介して顧客端末装置に送信
する入力画面送信手段と、この入力画面送信手段により送信した売買指示入力画面を用い
て顧客により入力された売買指示情報を顧客端末装置からネットワークを介して受信する
売買指示情報受信手段と、この売買指示情報受信手段により受信した売買指示情報に基づ
き証券会社サーバによる有価証券の売買に関する処理に必要な売買取次情報を作成してこ
の売買取次情報をネットワークを介して証券会社サーバに送信する売買取次情報送信手段
と、証券会社サーバからネットワークを介して送信されてくる売買結果情報に含まれる確
定した売付代金若しくは買付代金またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金
額情報に基づき、顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースへの売付代金の少な
くとも一部の入金若しくは送金処理または顧客口座データベースからの買付代金の少なく
とも一部の出金処理を含む決済処理を行う顧客口座入出金処理手段とを含んで構成され、
証券会社サーバは、売買取次情報送信手段により仲介業者サーバからネットワークを介し
て送信されてくる売買取次情報に基づき有価証券の売買処理を実行する売買処理手段と、
この売買処理手段により売買処理を行って確定した売付代金若しくは買付代金またはこれ
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らの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき、仲介業者の口座のデータ管
理用の仲介業者口座データベースへの売付代金の入金若しくは送金処理または仲介業者口
座データベースからの買付代金の出金処理を含む決済処理を行う仲介業者口座入出金処理
手段と、確定した売付代金若しくは買付代金を含む売買結果情報をネットワークを介して
仲介業者サーバに送信する売買結果情報送信手段とを含んで構成され、仲介業者サーバの
顧客口座入出金処理手段は、売り注文の場合には、売買指示情報若しくは売買結果情報に
含まれる顧客口座識別情報または顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接続された
顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設
された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座
のデータを更新することによる顧客口座データベースへの売付代金の少なくとも一部の入
金処理を含む決済処理、または仲介業者以外の業者のシステムに顧客口座識別情報を送信
することによる仲介業者以外の業者に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座デ
ータベースへの売付代金の少なくとも一部のネットワークを介した送金処理を含む決済処
理のうちの少なくとも一方の決済処理を行い、買い注文の場合には、売買指示情報若しく
は売買結果情報に含まれる顧客口座識別情報または顧客により予め指定されて仲介業者サ
ーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして
、仲介業者に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索し、該
当する顧客の口座のデータを更新することによる顧客口座データベースからの買付代金の
少なくとも一部の出金処理を含む決済処理を行う構成とされ、証券会社サーバの仲介業者
口座入出金処理手段は、売り注文の場合には、売買取次情報に含まれる仲介業者口座識別
情報または仲介業者により予め指定されて証券会社サーバに接続された仲介業者指定口座
記憶手段に記憶されている仲介業者口座識別情報をキーとして、証券会社に開設された仲
介業者の口座のデータ管理用の仲介業者口座データベースを検索し、該当する仲介業者の
口座のデータを更新することによる仲介業者口座データベースへの売付代金の入金処理を
含む決済処理、仲介業者サーバに仲介業者口座識別情報を送信することによる仲介業者に
開設された仲介業者の口座のデータ管理用の仲介業者口座データベースへの売付代金のネ
ットワークを介した送金処理を含む決済処理、または仲介業者以外の業者のシステムに仲
介業者口座識別情報を送信することによる仲介業者以外の業者に開設された仲介業者の口
座のデータ管理用の仲介業者口座データベースへの売付代金のネットワークを介した送金
処理を含む決済処理のうちの少なくとも一つの決済処理を行い、買い注文の場合には、売
買取次情報に含まれる仲介業者口座識別情報または仲介業者により予め指定されて証券会
社サーバに接続された仲介業者指定口座記憶手段に記憶されている仲介業者口座識別情報
をキーとして、証券会社に開設された仲介業者の口座のデータ管理用の仲介業者口座デー
タベースを検索し、該当する仲介業者の口座のデータを更新することによる仲介業者口座
データベースからの買付代金の出金処理を含む決済処理を行う構成とされていることを特
徴とするものである。
【００１２】
　ここで、「仲介業者」は、主として銀行であるが、顧客の注文に基づく売買処理を行う
証券会社以外の証券会社（例えば、売買処理を行う証券会社と提携関係にある証券会社等
）でもよく、あるいは金融機関に限らず、企業や団体や公的機関等でもよく、要するに、
顧客が口座を開設することができる業者、すなわち顧客が預けた資金を管理することがで
きる業者であればよい。以下の発明においても同様である。また、「仲介業者以外の業者
」の場合も同様である。
【００１３】
　そして、「ネットワーク」には、例えば、インターネット、イントラネット、エクスト
ラネット、ローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、メトロポリタン・エリア・ネッ
トワーク（ＭＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、あるいはこれらの組合
せ等、様々な形態のものが含まれ、有線であるか無線であるか、さらには有線および無線
の混在型であるかは問わず、要するに、複数地点（距離の長短は問わない。）間で、ある
程度の速度をもって情報を伝送することができるものであればよい。以下の発明において



(13) JP 4481754 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

も同様である。
【００１４】
　また、「売買注文を含む売買に関する指示」には、例えば、売買の別、売却または購入
する有価証券の銘柄、売買数量等の指示、すなわち売買注文の指示が含まれる他、例えば
、売付代金を振り込む入金用または送金先の口座（顧客が仲介業者や証券会社に開設して
いる口座、あるいは仲介業者以外の業者に開設している口座）、買付代金を引き落とす出
金用の口座（顧客が仲介業者や証券会社に開設している口座）の指定、あるいは指定した
各口座についての入出金額の指定や優先順位の設定等が含まれていてもよい。また、「売
買指示情報」は、この「売買注文を含む売買に関する指示」の情報である。なお、仲介業
者を通じて売買を行うときの入金用または送金先の口座や出金用の口座が契約等で予め指
定されており、顧客のアクセスの都度に口座を指定しない構成とする場合には、「売買注
文を含む売買に関する指示」には、入金用または送金先の口座や出金用の口座の指定は含
まれない。以下の発明においても同様である。
【００１５】
　さらに、「入金処理を含む決済処理」、「送金処理を含む決済処理」、および「出金処
理を含む決済処理」とは、売付代金や買付代金の入出金処理が含まれる他、例えば、顧客
が証券会社（証券会社および仲介業者と考えてもよい。）に支払う委託手数料、税金（消
費税、証券売却益についての源泉徴収等）、証券会社が仲介業者に支払う仲介手数料等の
処理が含まれていてもよい趣旨である。以下の発明においても同様である。
【００１６】
　そして、「顧客口座入出金処理手段」についての「売付代金の少なくとも一部」および
「買付代金の少なくとも一部」とは、必ずしも売付代金や買付代金の全額についての決済
処理しか行うことができない構成である必要はなく、売付代金や買付代金の一部について
の決済処理も行うことができる構成としてもよい趣旨であり、顧客が証券会社に開設され
た自己の口座を使用して決済処理を行う場合があることを考慮したものである。但し、例
えば、顧客による各注文時の決済処理用の口座の選択次第で、結果的に、証券会社に開設
された口座のみが決済処理に使用され、仲介業者に開設された口座が全く使用されない取
引がたまたま生じることがあったとしても、その事をもって上記の「少なくとも一部」と
いう条件を満たさないということにはならず、要するに、全取引について常に「少なくと
も一部」という条件を満たした処理が行われる必要はなく、売り注文の場合には、仲介業
者または仲介業者以外の業者に開設された顧客の口座への入金または送金処理を含む決済
処理を行うことができる構成となっていればよく、買い注文の場合には、仲介業者に開設
された顧客の口座からの出金処理を含む決済処理を行うことができる構成となっていれば
よい趣旨である。以下の発明においても同様である。
【００１７】
　また、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段および証券会社サーバの仲介業者口座
入出金処理手段による決済処理での「確定した売付代金若しくは買付代金またはこれらの
金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき」とは、決済処理の基準となる金
額情報の中に、確定した売付代金若しくは買付代金の他に、顧客が証券会社（証券会社お
よび仲介業者と考えてもよい。）に支払う委託手数料、税金（消費税、証券売却益につい
ての源泉徴収等）、証券会社が仲介業者に支払う仲介手数料等に関する確定金額情報が含
まれていてもよく、さらには、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段による決済処理
については、複数の口座で分割して決済処理を行う場合には、各口座毎の確定した入出金
額情報が含まれていてもよい趣旨である。以下の発明においても同様である。
【００１８】
　そして、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段による決済処理での「売買結果情報
に含まれる確定した売付代金若しくは買付代金またはこれらの金額に応じて算出されたそ
の他の確定金額情報に基づき」における「これらの金額に応じて算出されたその他の確定
金額情」は、証券会社サーバで算出されて証券会社サーバから売買結果情報に含めて仲介
業者サーバに送信されてきたものでもよく、あるいは証券会社サーバから送信されてくる
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売付代金若しくは買付代金に基づき、仲介業者サーバで算出したものでもよく、さらには
、証券会社サーバから送信されてくる売付代金若しくは買付代金に基づき、仲介業者サー
バで算出したものを証券会社サーバに一旦送信し、証券会社サーバから売買結果情報に含
めて仲介業者サーバに送信されてきたものでもよい。従って、「その他の確定金額情」は
、必ずしも証券会社サーバから送信されてくる売買結果情報に含まれている必要はない。
以下の発明においても同様である。
【００１９】
　また、「売買結果情報に含まれる確定した売付代金若しくは買付代金」および「確定し
た売付代金若しくは買付代金を含む売買結果情報」とは、売買結果情報の中に、売付代金
若しくは買付代金の金額（総額）そのものが直接的に含まれている場合のみならず、売付
代金若しくは買付代金の金額（総額）そのものは含まれていないが、売買数量および売買
単価が含まれているので、これらを乗ずれば売付代金若しくは買付代金を算出できる場合
、すなわち売付代金若しくは買付代金の金額（総額）が間接的に含まれている場合も含む
趣旨である。以下の発明においても同様である。
【００２０】
　さらに、「売買指示情報若しくは売買結果情報に含まれる顧客口座識別情報」とは、顧
客による売買指示情報に含まれる顧客口座識別情報（売買指示入力画面で顧客により指定
された口座についての顧客口座識別情報）を仲介業者サーバで記憶しておき、証券会社サ
ーバによる売買処理後に、仲介業者サーバに記憶しておいた顧客口座識別情報を用いても
よく、あるいは顧客による売買指示情報に含まれる顧客口座識別情報を仲介業者サーバで
記憶せずに、証券会社サーバに一旦送信し、証券会社サーバによる売買処理後に、売買結
果情報として証券会社サーバから送信されて戻ってきた顧客口座識別情報を用いてもよい
趣旨である。以下の発明においても同様である。
【００２１】
　また、「顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接続された顧客指定口座記憶手段
に記憶されている顧客口座識別情報」は、顧客がアクセス時に売買指示入力画面で決済処
理用の口座を指定するのではなく、例えば契約等で予め定められている口座を決済処理用
の口座として用いる場合等における固定的な口座についての顧客口座識別情報である。以
下の発明においても同様である。
【００２２】
　そして、「売買取次情報に含まれる仲介業者口座識別情報」とは、例えば、仲介業者が
同一の証券会社に複数の口座を開設している場合に、それらの中から仲介業者が指定する
決済処理用の口座を識別するための仲介業者口座識別情報、あるいは一つの証券会社が複
数の仲介業者と契約している場合に、決済処理を行うべき仲介業者の口座を識別するため
の仲介業者口座識別情報、あるいは証券会社に開設された仲介業者の口座と顧客の口座と
が同じデータベースで同列に管理されている場合に、決済処理を行うべき仲介業者の口座
を識別するための仲介業者口座識別情報等である。以下の発明においても同様である。
【００２３】
　また、「仲介業者により予め指定されて証券会社サーバに接続された仲介業者指定口座
記憶手段に記憶されている仲介業者口座識別情報」とは、仲介業者と証券会社との間の契
約等で予め定められている仲介業者の口座を決済処理用の口座として用いる場合等におけ
る固定的な口座についての仲介業者口座識別情報である。一つの証券会社が複数の仲介業
者と契約している場合に、売買取次情報として仲介業者サーバから送信されてくる仲介業
者識別情報に基づき、仲介業者指定口座記憶手段から、該当する仲介業者について予め定
められている仲介業者口座識別情報を取得する場合における仲介業者口座識別情報も含ま
れる。以下の発明においても同様である。
【００２４】
　このような本発明の有価証券売買取引システムにおいては、顧客が、顧客端末装置で売
買指示入力画面を用いて売買注文を行うと、仲介業者サーバの取り次ぎを経て、証券会社
サーバの売買処理手段により、有価証券の売買処理が実行されるとともに、仲介業者サー
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バの顧客口座入出金処理手段および証券会社サーバの仲介業者口座入出金処理手段により
資金決済処理が行われる。このため、顧客は、証券会社に対する売買注文の手続と、売買
取引に伴う資金移動の手続とを別々に行う必要がなくなるので、これらの手続を別々に行
う場合に比べ、顧客の手間が軽減され、従来のシステムに比べて利便性に優れ、使い勝手
のよいオンライン取引システムが実現され、これらにより前記目的が達成される。
【００２５】
　また、上記の有価証券売買取引システムは、証券会社と仲介業者との間の決済が、証券
会社サーバによる処理で行われる構成とされていたが、次のように仲介業者サーバによる
処理で行われる構成としてもよい。
【００２６】
　すなわち、本発明の有価証券売買取引システムは、証券会社により運用・管理されて顧
客の注文に基づき有価証券の売買に関する処理を行う証券会社サーバと、顧客と証券会社
とを仲介する仲介業者により運用・管理されて仲介に関する処理を行うために顧客が操作
する顧客端末装置および証券会社サーバとそれぞれネットワークで接続された仲介業者サ
ーバとを備え、仲介業者サーバは、顧客が有価証券の売買注文を含む売買に関する指示を
行うための売買指示入力画面の表示用情報をネットワークを介して顧客端末装置に送信す
る入力画面送信手段と、この入力画面送信手段により送信した売買指示入力画面を用いて
顧客により入力された売買指示情報を顧客端末装置からネットワークを介して受信する売
買指示情報受信手段と、この売買指示情報受信手段により受信した売買指示情報に基づき
証券会社サーバによる有価証券の売買に関する処理に必要な売買取次情報を作成してこの
売買取次情報をネットワークを介して証券会社サーバに送信する売買取次情報送信手段と
、証券会社サーバからネットワークを介して送信されてくる売買結果情報に含まれる確定
した売付代金若しくは買付代金またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額
情報に基づき、顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースへの売付代金の少なく
とも一部の入金若しくは送金処理または顧客口座データベースからの買付代金の少なくと
も一部の出金処理を含む決済処理を行う顧客口座入出金処理手段と、証券会社サーバから
ネットワークを介して送信されてくる売買結果情報に含まれる確定した売付代金若しくは
買付代金またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき、証券会
社の口座のデータ管理用の証券会社口座データベースからの売付代金の出金処理または証
券会社口座データベースへの買付代金の入金若しくは送金処理を含む決済処理を行う証券
会社口座入出金処理手段とを含んで構成され、証券会社サーバは、売買取次情報送信手段
により仲介業者サーバからネットワークを介して送信されてくる売買取次情報に基づき有
価証券の売買処理を実行する売買処理手段と、この売買処理手段により売買処理を行って
確定した売付代金若しくは買付代金を含む売買結果情報をネットワークを介して仲介業者
サーバに送信する売買結果情報送信手段とを含んで構成され、仲介業者サーバの顧客口座
入出金処理手段は、売り注文の場合には、売買指示情報若しくは売買結果情報に含まれる
顧客口座識別情報または顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接続された顧客指定
口座記憶手段に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された顧
客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座のデータ
を更新することによる顧客口座データベースへの売付代金の少なくとも一部の入金処理を
含む決済処理、または仲介業者以外の業者のシステムに顧客口座識別情報を送信すること
による仲介業者以外の業者に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベー
スへの売付代金の少なくとも一部のネットワークを介した送金処理を含む決済処理のうち
の少なくとも一方の決済処理を行い、買い注文の場合には、売買指示情報若しくは売買結
果情報に含まれる顧客口座識別情報または顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接
続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして、仲介業
者に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧
客の口座のデータを更新することによる顧客口座データベースからの買付代金の少なくと
も一部の出金処理を含む決済処理を行う構成とされ、仲介業者サーバの証券会社口座入出
金処理手段は、売り注文の場合には、売買結果情報に含まれる証券会社口座識別情報また
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は証券会社により予め指定されて仲介業者サーバに接続された証券会社指定口座記憶手段
に記憶されている証券会社口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された証券会社の
口座のデータ管理用の証券会社口座データベースを検索し、該当する証券会社の口座のデ
ータを更新することによる証券会社口座データベースからの売付代金の出金処理を含む決
済処理を行い、買い注文の場合には、売買結果情報に含まれる証券会社口座識別情報また
は証券会社により予め指定されて仲介業者サーバに接続された証券会社指定口座記憶手段
に記憶されている証券会社口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された証券会社の
口座のデータ管理用の証券会社口座データベースを検索し、該当する証券会社の口座のデ
ータを更新することによる証券会社口座データベースへの買付代金の入金処理を含む決済
処理、または仲介業者以外の業者のシステムに証券会社口座識別情報を送信することによ
る仲介業者以外の業者に開設された証券会社の口座のデータ管理用の証券会社口座データ
ベースへの買付代金のネットワークを介した送金処理を含む決済処理を行う構成とされて
いることを特徴とするものである。
【００２７】
　ここで、「売買結果情報に含まれる証券会社口座識別情報」とは、例えば、証券会社が
同じ仲介業者に複数の口座を開設している場合に、それらの中から証券会社が指定した決
済処理用の口座を識別するための証券会社口座識別情報、あるいは一つの仲介業者が複数
の証券会社と契約している場合に、決済処理を行うべき証券会社の口座を識別するための
証券会社口座識別情報、あるいは仲介業者に開設された証券会社の口座と顧客の口座とが
同じデータベースで同列に管理されている場合に、決済処理を行うべき証券会社の口座を
識別するための証券会社口座識別情報等である。以下の発明においても同様である。
【００２８】
　また、「証券会社により予め指定されて仲介業者サーバに接続された証券会社指定口座
記憶手段に記憶されている証券会社口座識別情報」とは、仲介業者と証券会社との間の契
約等で予め定められている証券会社の口座を決済処理用の口座として用いる場合等におけ
る固定的な口座についての証券会社口座識別情報である。一つの仲介業者が複数の証券会
社と契約している場合に、売買結果情報として証券会社サーバから送信されてくる証券会
社識別情報に基づき、証券会社指定口座記憶手段から、該当する証券会社について予め定
められている証券会社口座識別情報を取得する場合における証券会社口座識別情報も含ま
れる。以下の発明においても同様である。
【００２９】
　さらに、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段および仲介業者サーバの証券会社口
座入出金処理手段による決済処理での「確定した売付代金若しくは買付代金またはこれら
の金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき」とは、決済処理の基準となる
金額情報の中に、確定した売付代金若しくは買付代金の他に、顧客が証券会社（証券会社
および仲介業者と考えてもよい。）に支払う委託手数料、税金（消費税、証券売却益につ
いての源泉徴収等）、証券会社が仲介業者に支払う仲介手数料等に関する確定金額情報が
含まれていてもよく、さらには、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段による決済処
理については、複数の口座で分割して決済処理を行う場合には、各口座毎の確定した入出
金額情報が含まれていてもよい趣旨である。以下の発明においても同様である。
【００３０】
　そして、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段および仲介業者サーバの証券会社口
座入出金処理手段による決済処理での「売買結果情報に含まれる確定した売付代金若しく
は買付代金またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき」にお
ける「これらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報」は、証券会社サーバで算
出されて証券会社サーバから売買結果情報に含めて仲介業者サーバに送信されてきたもの
でもよく、あるいは証券会社サーバから送信されてくる売付代金若しくは買付代金に基づ
き、仲介業者サーバで算出したものでもよく、さらには、証券会社サーバから送信されて
くる売付代金若しくは買付代金に基づき、仲介業者サーバで算出したものを証券会社サー
バに一旦送信し、証券会社サーバから売買結果情報に含めて仲介業者サーバに送信されて
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きたものでもよい。従って、「その他の確定金額情報」は、必ずしも証券会社サーバから
送信されてくる売買結果情報に含まれている必要はない。以下の発明においても同様であ
る。
【００３１】
　このような本発明の有価証券売買取引システムにおいては、顧客が、顧客端末装置で売
買指示入力画面を用いて売買注文を行うと、仲介業者サーバの取り次ぎを経て、証券会社
サーバの売買処理手段により、有価証券の売買処理が実行されるとともに、仲介業者サー
バの顧客口座入出金処理手段および仲介業者サーバの証券会社口座入出金処理手段により
資金決済処理が行われる。このため、顧客は、証券会社に対する売買注文の手続と、売買
取引に伴う資金移動の手続を別々に行う必要がなくなるので、これらの手続を別々に行う
場合に比べ、顧客の手間が軽減され、従来のシステムに比べて利便性に優れ、使い勝手の
よいオンライン取引システムが実現され、これらにより前記目的が達成される。
【００３２】
　さらに、前述した有価証券売買取引システム（証券会社と仲介業者との間の決済を、証
券会社サーバによる処理で行う構成、仲介業者サーバによる処理で行う構成のいずれでも
よい。）において、証券会社サーバは、売買処理手段により売買処理を行って確定した売
付代金若しくは買付代金またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に
基づき、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段による決済処理を補完する顧客口座入
出金補完処理手段を備え、この顧客口座入出金補完処理手段は、仲介業者サーバの顧客口
座入出金処理手段により決済処理が行われない分について、売り注文の場合には、売買取
次情報に含まれる顧客口座識別情報または顧客により予め指定されて証券会社サーバに接
続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして、証券会
社に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧
客の口座のデータを更新することによる顧客口座データベースへの売付代金の入金処理を
含む決済処理を行い、買い注文の場合には、売買取次情報に含まれる顧客口座識別情報ま
たは顧客により予め指定されて証券会社サーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記憶
されている顧客口座識別情報をキーとして、証券会社に開設された顧客の口座のデータ管
理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座のデータを更新することによ
る顧客口座データベースからの買付代金の出金処理を含む決済処理を行う構成とされてい
ることが望ましい。
【００３３】
　ここで、「売買取次情報に含まれる顧客口座識別情報」は、売買指示入力画面で顧客に
より指定されて売買指示情報として顧客端末装置から送信されてきた顧客口座識別情報を
仲介業者サーバで受信し、これを売買取次情報として仲介業者サーバから証券会社サーバ
に送信する場合における顧客口座識別情報でもよく、契約等で顧客により予め指定されて
仲介業者サーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座識別情報（
従って、顧客がアクセス時に売買指示入力画面で指定した口座についての顧客口座識別情
報ではない。）を、仲介業者サーバから証券会社サーバに送信する場合における顧客口座
識別情報でもよい。
【００３４】
　また、「顧客により予め指定されて証券会社サーバに接続された顧客指定口座記憶手段
に記憶されている顧客口座識別情報」は、顧客がアクセス時に売買指示入力画面で決済処
理用の口座を指定するのではなく、例えば契約等で予め定められている口座を決済処理用
の口座として用いる場合等における固定的な口座についての顧客口座識別情報である。
【００３５】
　さらに、「仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段により決済処理が行われない分」
には、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段により顧客の口座に対する一部の決済処
理が行われ、証券会社サーバの顧客口座入出金補完処理手段により顧客の口座に対する残
りの一部の決済処理が行われる取引における全決済金額のうちの残りの一部の分を意味す
る場合と、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段による顧客の口座に対する決済処理
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は行われず、証券会社サーバの顧客口座入出金補完処理手段により顧客の口座に対する全
ての決済処理が行われる取引における全決済金額の分を意味する場合とが含まれる。
【００３６】
　そして、証券会社サーバの顧客口座入出金補完処理手段による決済処理での「確定した
売付代金若しくは買付代金またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報
に基づき」とは、決済処理の基準となる金額情報の中に、確定した売付代金若しくは買付
代金の他に、顧客が証券会社（証券会社および仲介業者と考えてもよい。）に支払う委託
手数料、税金（消費税、証券売却益についての源泉徴収等）等に関する確定金額情報が含
まれていてもよく、さらには、複数の口座で分割して決済処理を行う場合には、各口座毎
の確定した入出金額情報が含まれていてもよい趣旨である。以下の発明においても同様で
ある。
【００３７】
　このように顧客口座入出金補完処理手段を備えた構成とした場合には、顧客が有価証券
の売買取引の決済用の口座として使用することができる口座を、仲介業者に開設している
のみならず、証券会社にも開設していれば、仲介業者に開設されている顧客の口座と合わ
せて証券会社に開設されている顧客の口座をも使用して決済処理を行うことが可能となる
。
【００３８】
　そして、以上に述べた有価証券売買取引システムにおいて、仲介業者サーバは、顧客の
少なくとも一つの口座の残高データを顧客口座データベースから取得する口座残高データ
取得手段と、売買指示情報受信手段により受信した売買指示情報および口座残高データ取
得手段により取得した顧客の口座の残高データに基づき、顧客の口座の残高が顧客による
買い注文に応じることができる許容額以上か否かを判断する残高チェック処理手段とを備
え、仲介業者サーバには、仲介業者または証券会社に開設された顧客の口座を識別するた
めの顧客口座識別情報を各顧客毎に記憶する顧客口座識別情報記憶手段が接続され、口座
残高データ取得手段は、顧客口座識別情報記憶手段から該当する顧客の口座を識別するた
めの顧客口座識別情報を取得し、この顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設さ
れた顧客の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索するこ
とにより顧客口座データベースから該当する顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データ
を取得する処理、または証券会社に開設された顧客の一つ若しくは複数の口座のデータ管
理用の顧客口座データベースから証券会社サーバおよびネットワークを介して顧客の一つ
若しくは複数の口座の残高データを取得する処理のうちの少なくとも一つの処理を行う構
成とされ、証券会社サーバおよびネットワークを介して顧客の一つ若しくは複数の口座の
残高データを取得する処理は、顧客口座識別情報記憶手段から該当する顧客の口座を識別
するための顧客口座識別情報を取得し、この顧客口座識別情報を証券会社サーバに送信す
ることにより、証券会社に開設された顧客の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の顧
客口座データベースに対する証券会社サーバによる顧客口座識別情報をキーとした検索処
理を経て抽出された該当する顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを、証券会社サ
ーバからネットワークを介して受信する処理と、顧客口座識別情報記憶手段から該当する
顧客の口座を識別するための顧客口座識別情報を取得し、この顧客口座識別情報をキーと
して、証券会社に開設された顧客の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の顧客口座デ
ータベースを複写して形成されて仲介業者サーバに接続された複写顧客口座データベース
を検索することにより複写顧客口座データベースから該当する顧客の一つ若しくは複数の
口座の残高データを取得する処理とのうちのいずれか一方の処理であることが望ましい。
【００３９】
　ここで、「許容額」は、買付代金を含む決済金額（買付代金に委託手数料や税金等を加
算した金額）と同じ金額である必要はなく、例えば、仲介業者が任意に定めることができ
る。具体的には、例えば、多少余裕を持って、買付代金に委託手数料や税金等を加算した
金額の例えば１．５倍の金額を許容額としてもよく、公共料金の引き落とし口座である場
合には、その引落金額を考慮した許容額としてもよく、顧客から別途担保をとれる場合に
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は、その事実を考慮した許容額としてもよく、その顧客の行った過去の取引情報等から得
られるその顧客の信用度や優良度を加味した許容額としてもよく、買い注文を行った日か
ら４営業日目（３日後）までに必要な金額が用意されていればよいという前提で、買付代
金に委託手数料や税金等を加算した金額に対する一定割合の額（例えば半分の額）を許容
額としてもよく、さらには、後述するように値幅制限を考慮して算出した買付代金の変動
額の最大値に委託手数料や税金等を加算した金額を基準として定めた許容額としてもよく
、あるいは以上のような考慮すべき要素を複数組み合わせて定めた許容額としてもよい。
また、信用取引の場合には、委託保証金として、顧客の口座の残高が許容額以上か否かを
判断するので、許容額は、委託保証金ベースで定めることができる。
【００４０】
　また、「複写顧客口座データベース」は、仲介業者サーバが証券会社サーバにアクセス
して複写のためのネットワークを介したデータ通信を行うことにより形成されたものでも
よく、あるいは証券会社サーバが自発的にネットワークを介して送信してきたデータを仲
介業者サーバで受信することにより形成されたものでもよい。従って、「証券会社サーバ
およびネットワークを介して顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを取得する処理
」には、例えば、仲介業者サーバが顧客からの注文の都度に証券会社サーバにアクセスし
て証券会社サーバからその顧客（アクセス中の顧客）の口座の残高データを取得する処理
、仲介業者サーバが定期的に証券会社サーバにアクセスして証券会社サーバから複数の顧
客（例えば、サービス提供対象となる顧客全員分）の口座の残高データを一括取得してデ
ータベース（仲介業者サーバに接続された複写顧客口座データベース）に保存しておき、
この複写顧客口座データベースからアクセス中の顧客の口座の残高データを取得する処理
、証券会社サーバが定期的に一括送信してくる複数の顧客（例えば、サービス提供対象と
なる顧客全員分）の口座の残高データを受信してデータベース（仲介業者サーバに接続さ
れた複写顧客口座データベース）に保存しておき、この複写顧客口座データベースからア
クセス中の顧客の口座の残高データを取得する処理等が含まれる。
【００４１】
　このように口座残高データ取得手段および残高チェック処理手段を備えた構成とした場
合には、仲介業者は、証券取引の仲介を行うにあたり、顧客がその顧客の行った買い注文
に応じた資金を有しているか否かを判断することができるので、仲介業者あるいは証券会
社の取引上のリスク軽減を図ることが可能となる。
【００４２】
　また、上記のように口座残高データ取得手段および残高チェック処理手段を備えた構成
とした場合において、仲介業者サーバの口座残高データ取得手段は、顧客が買付代金の出
金処理を含む決済処理用の口座となり得る複数の口座を開設している場合には、これらの
複数の口座の残高データをこれらの各口座のデータ管理用の顧客口座データベースから取
得する構成とされ、仲介業者サーバの残高チェック処理手段は、顧客により買付代金の出
金処理を含む決済処理用の口座として複数の口座が選択された場合には、選択された複数
の口座の残高の合計額が顧客による買い注文に応じることができる許容額以上か否かを判
断する構成とされていることが望ましい。
【００４３】
　このように顧客の複数の口座の残高を合計して残高チェックを行う構成とした場合には
、仲介業者にとっては、顧客の実質的な資金余裕度をチェックすることが可能となり、一
方、顧客にとっては、仲介業者側で複数の口座に分散した顧客の資金のチェックが可能と
なることから、売買取引の決済用の口座として複数の口座を選択することができるように
なるので、例えば、一つの口座に保有する資金のみでは必要資金が不足するが複数の口座
に保有する資金を合計すれば必要資金が揃うとき、あるいは複数の口座の資金を分散して
使用したいとき等に対応できて便利であり、また、売買取引を行うにあたり、一つの口座
に資金を集めるといった作業を行う手間も省くことが可能となる。
【００４４】
　さらに、上記のように口座残高データ取得手段および残高チェック処理手段を備えた構
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成とした場合において、仲介業者サーバには、成行注文が行われた場合の値幅制限の基準
値となる前日の株価の終値または気配値を記憶する基準値記憶手段が接続され、仲介業者
サーバの残高チェック処理手段は、基準値記憶手段に記憶された基準値を用いて買付代金
の変動額の最大値を算出し、算出した最大値に基づき、顧客の口座の残高が顧客による買
い注文に応じることができる許容額以上か否かを判断する構成とされていることが望まし
い。
【００４５】
　ここで、「基準値記憶手段」に記憶する「基準値」は、証券会社サーバから取得しても
よく、その他の証券価格情報提供システムから取得してもよい。
【００４６】
　このように基準値記憶手段に記憶された基準値を用いて買付代金の変動額の最大値を算
出する構成とした場合には、顧客の口座の残高チェックを行う際に、安全サイドのチェッ
クを行うことができるので、仲介業者あるいは証券会社の取引上のリスクを、より一層軽
減することが可能となる。
【００４７】
　そして、上記のように口座残高データ取得手段および残高チェック処理手段を備えた構
成とした場合において、仲介業者サーバは、残高チェック処理手段による処理で顧客の口
座の残高が許容額以上であると判断された場合に、顧客の口座の残高のうち少なくとも許
容額に相当する分について顧客の自由使用を禁止するか、または証券会社サーバの売買結
果情報送信手段によりネットワークを介して送信されてきた売買結果情報に基づき修正し
た修正許容額に相当する分について顧客の自由使用を禁止するホールド処理を行う口座ホ
ールド処理手段を備えていることが望ましい。
【００４８】
　ここで、「修正許容額」は、前述した許容額の場合と同様に、確定した買付代金に確定
した委託手数料や税金等を加算した確定金額と同じ金額である必要はなく、例えば、仲介
業者が任意に定めることができる。具体的には、例えば、買い注文を行った日から４営業
日目（３日後）までに必要な金額が用意されていればよいという前提で、確定した買付代
金に確定した委託手数料や税金等を加算した確定金額に対する一定割合の額（例えば半分
の額）を修正許容額としてもよい。
【００４９】
　このように口座ホールド処理手段を備えた構成とした場合には、既に顧客の口座にある
必要資金またはその一部について目的外の使用（資金流出）を防ぐことが可能となるので
、仲介業者あるいは証券会社の取引上のリスクを、より一層軽減することが可能となる。
【００５０】
　また、以上に述べた有価証券売買取引システムにおいて、仲介業者サーバは、顧客の複
数の口座の残高データをこれらの各口座のデータ管理用の顧客口座データベースから取得
する口座残高データ取得手段を備え、仲介業者サーバの入力画面送信手段により送信され
る売買指示入力画面には、顧客が買い注文を行う場合に、買付代金の出金処理を含む決済
処理用の口座として顧客の複数の口座のうちから少なくとも一つの口座を選択し、かつ、
選択した口座から引き落とす金額を各口座毎に個別に入力指定するための引落金額入力指
定部と、口座残高データ取得手段により取得した各口座の残高データに基づき顧客の複数
の口座の残高を各口座毎に個別に表示する口座残高表示部とが設けられ、口座残高データ
取得手段は、顧客口座識別情報記憶手段から該当する顧客の口座を識別するための顧客口
座識別情報を取得し、この顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された顧客の
一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索することにより顧
客口座データベースから該当する顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを取得する
処理、または証券会社に開設された顧客の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の顧客
口座データベースから証券会社サーバおよびネットワークを介して顧客の一つ若しくは複
数の口座の残高データを取得する処理のうちの少なくとも一つの処理を行うことにより、
顧客の複数の口座の残高データを取得する構成とされ、証券会社サーバおよびネットワー
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クを介して顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを取得する処理は、顧客口座識別
情報記憶手段から該当する顧客の口座を識別するための顧客口座識別情報を取得し、この
顧客口座識別情報を証券会社サーバに送信することにより、証券会社に開設された顧客の
一つ若しくは複数の口座のデータ管理用の顧客口座データベースに対する証券会社サーバ
による検索処理を経て抽出された該当する顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを
、証券会社サーバからネットワークを介して受信する処理と、顧客口座識別情報記憶手段
から該当する顧客の口座を識別するための顧客口座識別情報を取得し、この顧客口座識別
情報をキーとして、証券会社に開設された顧客の一つ若しくは複数の口座のデータ管理用
の顧客口座データベースを複写して形成されて仲介業者サーバに接続された複写顧客口座
データベースを検索することにより複写顧客口座データベースから該当する顧客の一つ若
しくは複数の口座の残高データを取得する処理とのうちのいずれか一方の処理であり、売
買指示入力画面に設けられた引落金額入力指定部での選択対象となる複数の口座および口
座残高表示部での表示対象となる複数の口座は、仲介業者に開設された顧客の一つ若しく
は複数の口座、または証券会社に開設された顧客の一つ若しくは複数の口座のうちの複数
の口座であることが望ましい。
【００５１】
　ここで、「証券会社に開設された顧客の一つ若しくは複数の口座」とは、ある一人の顧
客について、ある一つの証券会社（つまり、同じ証券会社）に開設された一つ若しくは複
数の口座という意味である。但し、ここでは、ある任意の一つの証券会社について同じ顧
客の口座が一つあっても複数あってもよいことが示されているだけであるため、下記の如
く、対象となる証券会社の数は、一社に限らず、複数社でもよい。
【００５２】
　つまり、「口座残高表示部」には、複数の証券会社についての口座の残高を表示しても
よく、また、「引落金額入力指定部」では、複数の証券会社についての口座が選択対象口
座とされていてもよい。但し、ある証券会社を選択して買い注文を行う場合、あるいは、
ある証券会社を選択して買い注文を行う分の買付代金の引落口座として選択できる口座は
、仲介業者に開設された口座を除けば、その証券会社に開設された一つまたは複数の口座
のみとなる構成とすることが好ましい。従って、証券会社Ｘを選択して買い注文を行う場
合には、証券会社Ｘに開設された一つまたは複数の口座は選択できるが、証券会社Ｙに開
設された口座は選択できず、また、証券会社Ｘを選択して買い注文を行う分と、証券会社
Ｙを選択して買い注文を行う分とが両方ある場合には、前者の分については、証券会社Ｘ
に開設された一つまたは複数の口座は選択できるが、証券会社Ｙに開設された口座は選択
できず、後者の分については、証券会社Ｙに開設された一つまたは複数の口座は選択でき
るが、証券会社Ｘに開設された口座は選択できない構成とすることが好ましい。
【００５３】
　さらに、「複写顧客口座データベース」は、仲介業者サーバが証券会社サーバにアクセ
スして複写のためのネットワークを介したデータ通信を行うことにより形成されたもので
もよく、あるいは証券会社サーバが自発的にネットワークを介して送信してきたデータを
仲介業者サーバで受信することにより形成されたものでもよい。従って、「証券会社サー
バおよびネットワークを介して顧客の一つ若しくは複数の口座の残高データを取得する処
理」には、例えば、仲介業者サーバが顧客からの注文の都度に証券会社サーバにアクセス
して証券会社サーバからその顧客（アクセス中の顧客）の口座の残高データを取得する処
理、仲介業者サーバが定期的に証券会社サーバにアクセスして証券会社サーバから複数の
顧客（例えば、サービス提供対象となる顧客全員分）の口座の残高データを一括取得して
データベース（仲介業者サーバに接続された複写顧客口座データベース）に保存しておき
、この複写顧客口座データベースからアクセス中の顧客の口座の残高データを取得する処
理、証券会社サーバが定期的に一括送信してくる複数の顧客（例えば、サービス提供対象
となる顧客全員分）の口座の残高データを受信してデータベース（仲介業者サーバに接続
された複写顧客口座データベース）に保存しておき、この複写顧客口座データベースから
アクセス中の顧客の口座の残高データを取得する処理等が含まれ、要するに、最終的に、
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入力画面送信手段により売買指示入力画面を送信する際に、証券会社に開設された顧客の
一つ若しくは複数の口座の残高データを取得できればよい。
【００５４】
　なお、顧客が、仲介業者への開設口座と証券会社への開設口座とを合わせて複数の口座
を開設している場合に、それらの複数の口座を、引落金額入力指定部での選択対象口座と
したり、口座残高表示部での表示対象口座とすることができる構成を備えていればよい趣
旨であり、売買指示入力画面の画面上で、常に複数の口座が選択対象口座や表示対象口座
とされなければならないわけではない。従って、そもそも顧客が、仲介業者への開設口座
と証券会社への開設口座とを合わせても一つの口座しか開設していない場合に、その唯一
の口座しか選択対象口座や表示対象口座とすることができない事態が発生しても、上記の
構成を満たさないことにはならず、要するに、システムとして複数の口座がある場合に対
応できるようになっていればよい趣旨である。
【００５５】
　このように顧客に対し、売買指示入力画面でその顧客の複数の口座の残高を示し、かつ
、これらの各口座からの引落金額の入力指定を受け付ける構成とした場合には、顧客は、
例えば、一つの口座に保有する資金のみでは必要資金が不足するが複数の口座に保有する
資金を合計すれば必要資金が揃うとき、あるいは複数の口座の資金を分散して使用したい
とき等の各種の事情に基づき、引落口座として複数の口座を選択することが可能となるの
で、売買取引を行うにあたり、一つの口座に資金を集めるといった顧客の作業の手間が省
かれ、また、売買取引システムとしての利便性の向上が図られる。
【００５６】
　さらに、以上に述べた有価証券売買取引システムにおいて、仲介業者サーバは、顧客が
証券会社の管理下で保有している有価証券の保有情報を、証券会社サーバに接続された顧
客証券保有情報データベースから証券会社サーバおよびネットワークを介して取得する処
理を行うか、または仲介業者サーバに接続された売買仲介情報記録用の売買仲介データベ
ースから取得する処理を行う証券残高データ取得手段を備え、証券会社サーバおよびネッ
トワークを介して取得する処理は、売買指示情報に含まれる仲介業者用顧客識別情報を証
券会社用顧客識別情報に変換して証券会社サーバに送信するか、売買指示情報に含まれる
証券会社用顧客識別情報を証券会社サーバに送信するか、仲介業者用顧客識別情報を証券
会社サーバに送信して証券会社サーバで証券会社用顧客識別情報に変換させるか、または
証券会社用顧客識別情報と共通化されている仲介業者用顧客識別情報を証券会社サーバに
送信することにより、顧客証券保有情報データベースに対する証券会社サーバによる証券
会社用顧客識別情報をキーとした検索処理を経て抽出された該当する顧客の有価証券の保
有情報を、証券会社サーバからネットワークを介して受信する処理と、証券会社用顧客識
別情報をキーとして、顧客証券保有情報データベースを複写して形成されて仲介業者サー
バに接続された複写顧客証券保有情報データベースを検索することにより、複写顧客証券
保有情報データベースから該当する顧客の有価証券の保有情報を取得する処理とのうちの
いずれか一方の処理であり、売買仲介データベースから取得する処理は、売買指示情報に
含まれる仲介業者用顧客識別情報をキーとして、売買仲介データベースを検索することに
より、売買仲介データベースから該当する顧客の有価証券の保有情報を取得する処理であ
り、仲介業者サーバの入力画面送信手段により送信される売買指示入力画面には、顧客が
売り注文を行う場合に、売付代金の入金または送金処理を含む決済処理用の口座として顧
客の複数の口座のうちから少なくとも一つの口座を選択し、かつ、選択した口座で受け取
る金額を各口座毎に個別に入力指定するための受取金額入力指定部と、証券残高データ取
得手段により取得した有価証券の保有情報を表示する証券残高表示部とが設けられ、売買
指示入力画面に設けられた受取金額入力指定部での選択対象となる複数の口座は、仲介業
者に開設された顧客の一つ若しくは複数の口座、または証券会社に開設された顧客の一つ
若しくは複数の口座のうちの複数の口座であることが望ましい。
【００５７】
　ここで、「証券会社に開設された顧客の一つ若しくは複数の口座」とは、ある一人の顧
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客について、ある一つの証券会社（つまり、同じ証券会社）に開設された一つまたは複数
の口座という意味である。但し、ここでは、ある任意の一つの証券会社について同じ顧客
の口座が一つあっても複数あってもよいことが示されているだけであるため、下記の如く
、対象となる証券会社の数は、一社に限らず、複数社でもよい。
【００５８】
　つまり、「証券残高表示部」には、複数の証券会社についての有価証券の保有情報を表
示してもよく、また、「受取金額入力指定部」には、複数の証券会社についての口座が選
択対象口座とされていてもよい。但し、ある証券会社の管理下で保有している有価証券を
売却する場合、あるいは、ある証券会社の管理下で保有している有価証券について売却す
る分の売付代金の受取口座として選択できる口座は、仲介業者に開設された口座を除けば
、その証券会社に開設された一つまたは複数の口座のみとなる構成とすることが好ましい
。従って、証券会社Ｘの管理下で保有している有価証券を売却する場合には、証券会社Ｘ
に開設された一つまたは複数の口座は選択できるが、証券会社Ｙに開設された口座は選択
できず、また、証券会社Ｘの管理下で保有している有価証券について売却する分と、証券
会社Ｙの管理下で保有している有価証券について売却する分とが両方ある場合には、前者
の分については、証券会社Ｘに開設された一つまたは複数の口座は選択できるが、証券会
社Ｙに開設された口座は選択できず、後者の分については、証券会社Ｙに開設された一つ
または複数の口座は選択できるが、証券会社Ｘに開設された口座は選択できない構成とす
ることが好ましい。
【００５９】
　また、「複写顧客証券保有情報データベース」は、仲介業者サーバが証券会社サーバに
アクセスして複写のためのネットワークを介したデータ通信を行うことにより形成された
ものでもよく、あるいは証券会社サーバが自発的にネットワークを介して送信してきたデ
ータを仲介業者サーバで受信することにより形成されたものでもよい。従って、「証券残
高データ取得手段」が有価証券の保有情報を「証券会社サーバに接続された顧客証券保有
情報データベースから証券会社サーバおよびネットワークを介して取得する」ことには、
例えば、仲介業者サーバが顧客からの注文の都度に証券会社サーバにアクセスして証券会
社サーバに接続された顧客証券保有情報データベースからその顧客（アクセス中の顧客）
の有価証券の保有情報を取得すること、仲介業者サーバが定期的に証券会社サーバにアク
セスして証券会社サーバに接続された顧客証券保有情報データベースから複数の顧客（例
えば、サービス提供対象となる顧客全員分）の有価証券の保有情報を一括取得してデータ
ベース（仲介業者サーバに接続された複写顧客証券保有情報データベース）に保存してお
き、この複写顧客証券保有情報データベースからアクセス中の顧客の証券残高データを取
得すること、証券会社サーバが定期的に一括送信してくる複数の顧客（例えば、サービス
提供対象となる顧客全員分）の有価証券の保有情報を受信してデータベース（仲介業者サ
ーバに接続された複写顧客証券保有情報データベース）に保存しておき、この複写顧客証
券保有情報データベースからアクセス中の顧客の証券残高データを取得すること等が含ま
れ、要するに、最終的に、入力画面送信手段により売買指示入力画面を送信する際に、顧
客が証券会社の管理下で保有している有価証券の保有情報を取得できればよい。
【００６０】
　さらに、「証券残高データ取得手段」が有価証券の保有情報を「仲介業者サーバに接続
された売買仲介情報記録用の売買仲介データベースから取得する」場合とは、例えば、あ
る仲介業者を介して、ある証券会社を選択して購入した有価証券については、その仲介業
者を介して、その証券会社を選択しなければ売却することができないという取り決め、従
って、他の仲介業者を介して売却したり、証券会社に直接アクセスして売却することはで
きないという取り決めがなされている場合等のように、その仲介業者が自己を通じた売買
取引を売買仲介データベースに記録しておくことで、顧客の有価証券の保有情報を把握す
ることができる場合である。
【００６１】
　なお、顧客が、仲介業者への開設口座と証券会社への開設口座とを合わせて複数の口座
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を開設している場合に、それらの複数の口座を、受取金額入力指定部での選択対象口座と
することができる構成を備えていればよい趣旨であり、売買指示入力画面の画面上で、常
に複数の口座が選択対象口座とされなければならないわけではなく、要するに、システム
として複数の口座がある場合に対応できるようになっていればよい趣旨であるのは、前述
した引落金額入力指定部や口座残高表示部の場合と同様である。
【００６２】
　このように顧客に対し、その顧客の保有する有価証券についての残高を示し、かつ、そ
の証券の売付代金を受け取る口座をその顧客の複数の口座の中から選択することができる
構成とした場合には、顧客は、自己の保有する有価証券の残高情報を売買指示入力画面を
参照して把握し、その証券についての売り注文を行うことが可能となるので、顧客が自己
の保有する有価証券の残高を確認する際の手間が軽減されるうえ、顧客は、売買指示入力
画面の画面上で売付代金の振込先の口座を自在に選択することができ、かつ、各口座で受
け取る金額も自在に指定することができるので、売買取引システムとしての利便性の向上
が図られる。
【００６３】
　そして、上記のように、顧客に対し、売買指示入力画面でその顧客の複数の口座の残高
を示し、かつ、これらの各口座からの引落金額の入力指定を受け付ける構成とした場合、
あるいは顧客に対し、その顧客の保有する有価証券についての残高を示し、かつ、その証
券の売付代金を受け取る口座をその顧客の複数の口座の中から選択することができる構成
とした場合において、仲介業者サーバの入力画面送信手段により送信される売買指示入力
画面には、顧客が決済処理用の口座として選択した各口座について入力指定した金額の合
計額と、証券会社サーバの売買処理手段により売買処理を行って確定した売買結果情報に
基づく実際の入出金の金額とが一致しない場合に、予め定められた取り決めに従って入出
金処理を行う際の優先順位を各口座毎に個別に設定するための優先順位設定部が設けられ
ていることが望ましい。
【００６４】
　ここで、「入力指定した金額の合計額」と「実際の入出金の金額」とが「一致しない場
合」とは、例えば、成行注文の場合、注文に係る全数量のうちの一部の数量のみが約定し
た場合等に生じる。
【００６５】
　また、「予め定められた取り決め」とは、過不足が生じたときに、例えば、（１）優先
順位の高い口座については、入力指定した金額が極力維持されるように入出金処理を行う
という取り決め（過不足分を優先順位の低い口座で調整するという取り決め）、（２）買
い注文の場合に優先順位の高い口座から極力引き落とすという取り決め（実際の出金の金
額が、決算金額の試算額、すなわち入力指定した金額の合計額を上回った場合には、上回
った分を優先順位の高い口座から順に残高がある分だけ引き落としていき、下回った場合
には、優先順位の高い口座について入力指定した金額が極力維持されるように出金処理を
行うという取り決め）、（３）売り注文の場合に優先順位の高い口座で極力受け取るとい
う取り決め（実際の入金の金額が、決算金額の試算額、すなわち入力指定した金額の合計
額を上回った場合には、上回った分を優先順位の高い口座で受け取り、下回った場合には
、優先順位の高い口座について入力指定した金額が極力維持されるように入金処理を行う
という取り決め）等であり、これらの取り決めは、例えば、システムとして固定された取
り決めとしてもよく、顧客と仲介業者や証券会社との事前の契約時に顧客により選択され
た取り決めとしてもよく、毎回の売買注文の都度に顧客により選択される取り決めとして
もよい。
【００６６】
　このように決済処理用の口座について優先順位を設定することができる構成とした場合
には、顧客が決済処理用の口座として選択した各口座について入力指定した金額の合計額
と、実際に売買処理を行って確定した入出金の金額とが一致しないときであっても、極力
、顧客の意向に沿った形での入出金処理を行うことが可能となる。
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【００６７】
　また、以上に述べた有価証券売買取引システムにおいて、仲介業者サーバは、有価証券
の時価情報を取得する時価情報取得手段を備え、仲介業者サーバの入力画面送信手段によ
り送信される売買指示入力画面には、顧客が売買注文する有価証券の銘柄および売買数量
を含む注文内容を入力する注文内容入力部と、この注文内容入力部に入力された有価証券
の売買数量および時価情報取得手段により取得した有価証券の時価情報を用いて算出した
売付代金または買付代金を含む売買に関する決済金額の試算額を表示する試算額表示部と
が設けられていることが望ましい。
【００６８】
　ここで、「試算額表示部」に表示される売付代金または買付代金の試算額は、顧客端末
装置で算出して表示してもよく、あるいは注文内容入力部に入力された有価証券の売買数
量を一旦ネットワークを介して仲介業者サーバに送信して仲介業者サーバで試算額を算出
し、その算出結果を仲介業者サーバからネットワークを介して受信し、顧客端末装置で表
示してもよい。
【００６９】
　また、「売買注文する有価証券の銘柄および売買数量を含む注文内容」には、銘柄およ
び売買数量が含まれる他、例えば、成行・指値の別、指値の金額等が含まれていてもよい
。
【００７０】
　さらに、「売付代金または買付代金を含む売買に関する決済金額の試算額」には、売付
代金または買付代金の試算額が含まれる他、例えば、委託手数料、税金（消費税額、源泉
徴収額等）の試算額等が含まれていてもよい。
【００７１】
　このように売買指示入力画面の画面上に、時価情報に基づく売付代金または買付代金を
含む売買に関する決済金額の試算額を表示する構成とした場合には、顧客は、自ら決済金
額を算出する必要がなくなるので、顧客の手間が軽減されるうえ、例えば、前述したよう
に、買付代金の引落口座や売付代金の受取口座として複数の口座を選択し、各口座に対す
る入出金の金額を各口座毎に個別に入力指定する際には、売買指示入力画面の画面上に表
示された試算額を参照しながら、各口座への金額の割り振りを決めることが可能となり、
顧客にとってのシステムの使い勝手が向上する。
【００７２】
　また、以上に述べた有価証券売買取引システム（但し、証券会社と仲介業者との間の決
済が、証券会社サーバによる処理で行われる構成のシステム）において、証券会社サーバ
の仲介業者口座入出金処理手段による入金処理を含む決済処理、送金処理を含む決済処理
、および出金処理を含む決済処理には、証券会社が仲介業者に支払う仲介手数料の支払処
理が含まれることが望ましい。
【００７３】
　さらに、以上に述べた有価証券売買取引システム（但し、証券会社と仲介業者との間の
決済が、仲介業者サーバによる処理で行われる構成のシステム）において、仲介業者サー
バの証券会社口座入出金処理手段による入金処理を含む決済処理、送金処理を含む決済処
理、および出金処理を含む決済処理には、証券会社が仲介業者に支払う仲介手数料の支払
処理が含まれることが望ましい。
【００７４】
　このように売付代金や買付代金の入出金処理のみならず証券会社が仲介業者に支払う仲
介手数料の支払処理も行う構成とした場合には、証券取引の仲介に伴う一連の決済処理を
円滑に実行することが可能となる。
【００７５】
　そして、以上に述べた有価証券売買取引システムにおいて、仲介業者サーバの顧客口座
入出金処理手段による入金処理を含む決済処理、送金処理を含む決済処理、および出金処
理を含む決済処理には、売買注文の委託手数料の支払処理および売買取引に伴う税金の支
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払処理が含まれることが望ましい。
【００７６】
　また、前述したように仲介業者サーバのみならず証券会社サーバでも顧客の口座に対す
る入出金処理を行う構成とした場合において、証券会社サーバの顧客口座入出金補完処理
手段による入金処理を含む決済処理、送金処理を含む決済処理、および出金処理を含む決
済処理には、売買注文の委託手数料の支払処理および売買取引に伴う税金の支払処理が含
まれることが望ましい。
【００７７】
　ここで、「税金の支払処理」には、消費税等の支払処理が含まれる他、例えば、証券売
却益に対する源泉徴収処理等が含まれてもよい。
【００７８】
　このように売付代金や買付代金の入出金処理のみならず売買注文の委託手数料の支払処
理および売買取引に伴う税金の支払処理も行う構成とした場合には、証券取引に伴う一連
の決済処理を円滑に実行することが可能となる。
【００７９】
　また、以上に述べた本発明の有価証券売買取引システムにより実現される方法として、
以下のような本発明の有価証券売買取引方法が挙げられる。
【００８０】
　すなわち、本発明の有価証券売買取引方法は、有価証券の売買取引を行う顧客が操作す
る顧客端末装置と、証券会社により運用・管理されて顧客の注文に基づき有価証券の売買
に関する処理を行う証券会社サーバと、顧客と証券会社とを仲介する仲介業者により運用
・管理されて仲介に関する処理を行う仲介業者サーバとをネットワークで接続しておき、
仲介業者サーバの入力画面送信手段が、顧客が有価証券の売買注文を含む売買に関する指
示を行うための売買指示入力画面の表示用情報をネットワークを介して顧客端末装置に送
信する処理を行い、仲介業者サーバの売買指示情報受信手段が、入力画面送信手段により
送信した売買指示入力画面を用いて顧客により入力された売買指示情報を顧客端末装置か
らネットワークを介して受信する処理を行い、仲介業者サーバの売買取次情報送信手段が
、売買指示情報受信手段により受信した売買指示情報に基づき証券会社サーバによる有価
証券の売買に関する処理に必要な売買取次情報を作成してこの売買取次情報をネットワー
クを介して証券会社サーバに送信する処理を行った後、証券会社サーバの売買処理手段が
、売買取次情報送信手段により仲介業者サーバからネットワークを介して送信されてくる
売買取次情報に基づき有価証券の売買処理を行い、証券会社サーバの仲介業者口座入出金
処理手段が、売買処理手段により売買処理を行って確定した売付代金若しくは買付代金ま
たはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき、仲介業者の口座の
データ管理用の仲介業者口座データベースへの売付代金の入金若しくは送金処理または仲
介業者口座データベースからの買付代金の出金処理を含む決済処理を行い、証券会社サー
バの売買結果情報送信手段が、確定した売付代金若しくは買付代金を含む売買結果情報を
ネットワークを介して仲介業者サーバに送信する処理を行い、その後、仲介業者サーバの
顧客口座入出金処理手段が、売買結果情報送信手段により証券会社サーバからネットワー
クを介して送信されてくる売買結果情報に含まれる確定した売付代金若しくは買付代金ま
たはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき、顧客の口座のデー
タ管理用の顧客口座データベースへの売付代金の少なくとも一部の入金若しくは送金処理
または顧客口座データベースからの買付代金の少なくとも一部の出金処理を含む決済処理
を行い、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段による処理を行う際には、売り注文の
場合には、売買指示情報若しくは売買結果情報に含まれる顧客口座識別情報または顧客に
より予め指定されて仲介業者サーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記憶されている
顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客
口座データベースを検索し、該当する顧客の口座のデータを更新することによる顧客口座
データベースへの売付代金の少なくとも一部の入金処理を含む決済処理、または仲介業者
以外の業者のシステムに顧客口座識別情報を送信することによる仲介業者以外の業者に開
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設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースへの売付代金の少なくとも一
部のネットワークを介した送金処理を含む決済処理のうちの少なくとも一方の決済処理を
行い、買い注文の場合には、売買指示情報若しくは売買結果情報に含まれる顧客口座識別
情報または顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接続された顧客指定口座記憶手段
に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された顧客の口座のデ
ータ管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座のデータを更新するこ
とによる顧客口座データベースからの買付代金の少なくとも一部の出金処理を含む決済処
理を行い、証券会社サーバの仲介業者口座入出金処理手段による処理を行う際には、売り
注文の場合には、売買取次情報に含まれる仲介業者口座識別情報または仲介業者により予
め指定されて証券会社サーバに接続された仲介業者指定口座記憶手段に記憶されている仲
介業者口座識別情報をキーとして、証券会社に開設された仲介業者の口座のデータ管理用
の仲介業者口座データベースを検索し、該当する仲介業者の口座のデータを更新すること
による仲介業者口座データベースへの売付代金の入金処理を含む決済処理、仲介業者サー
バに仲介業者口座識別情報を送信することによる仲介業者に開設された仲介業者の口座の
データ管理用の仲介業者口座データベースへの売付代金のネットワークを介した送金処理
を含む決済処理、または仲介業者以外の業者のシステムに仲介業者口座識別情報を送信す
ることによる仲介業者以外の業者に開設された仲介業者の口座のデータ管理用の仲介業者
口座データベースへの売付代金のネットワークを介した送金処理を含む決済処理のうちの
少なくとも一つの決済処理を行い、買い注文の場合には、売買取次情報に含まれる仲介業
者口座識別情報または仲介業者により予め指定されて証券会社サーバに接続された仲介業
者指定口座記憶手段に記憶されている仲介業者口座識別情報をキーとして、証券会社に開
設された仲介業者の口座のデータ管理用の仲介業者口座データベースを検索し、該当する
仲介業者の口座のデータを更新することによる仲介業者口座データベースからの買付代金
の出金処理を含む決済処理を行うことを特徴とするものである。
【００８１】
　このような本発明の有価証券売買取引方法においては、前述した本発明の有価証券売買
取引システム（証券会社と仲介業者との間の決済が、証券会社サーバによる処理で行われ
る構成のシステム）で得られる作用・効果がそのまま得られ、これにより前記目的が達成
される。
【００８２】
　また、本発明の有価証券売買取引方法は、有価証券の売買取引を行う顧客が操作する顧
客端末装置と、証券会社により運用・管理されて顧客の注文に基づき有価証券の売買に関
する処理を行う証券会社サーバと、顧客と証券会社とを仲介する仲介業者により運用・管
理されて仲介に関する処理を行う仲介業者サーバとをネットワークで接続しておき、仲介
業者サーバの入力画面送信手段が、顧客が有価証券の売買注文を含む売買に関する指示を
行うための売買指示入力画面の表示用情報をネットワークを介して顧客端末装置に送信す
る処理を行い、仲介業者サーバの売買指示情報受信手段が、入力画面送信手段により送信
した売買指示入力画面を用いて顧客により入力された売買指示情報を顧客端末装置からネ
ットワークを介して受信する処理を行い、仲介業者サーバの売買取次情報送信手段が、売
買指示情報受信手段により受信した売買指示情報に基づき証券会社サーバによる有価証券
の売買に関する処理に必要な売買取次情報を作成してこの売買取次情報をネットワークを
介して証券会社サーバに送信する処理を行った後、証券会社サーバの売買処理手段が、売
買取次情報送信手段により仲介業者サーバからネットワークを介して送信されてくる売買
取次情報に基づき有価証券の売買処理を行い、証券会社サーバの売買結果情報送信手段が
、売買処理手段により売買処理を行って確定した売付代金若しくは買付代金を含む売買結
果情報をネットワークを介して仲介業者サーバに送信する処理を行い、その後、仲介業者
サーバの顧客口座入出金処理手段が、売買結果情報送信手段により証券会社サーバからネ
ットワークを介して送信されてくる売買結果情報に含まれる確定した売付代金若しくは買
付代金またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき、顧客の口
座のデータ管理用の顧客口座データベースへの売付代金の少なくとも一部の入金若しくは
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送金処理または顧客口座データベースからの買付代金の少なくとも一部の出金処理を含む
決済処理を行うとともに、仲介業者サーバの証券会社口座入出金処理手段が、売買結果情
報送信手段により証券会社サーバからネットワークを介して送信されてくる売買結果情報
に含まれる確定した売付代金若しくは買付代金またはこれらの金額に応じて算出されたそ
の他の確定金額情報に基づき、証券会社の口座のデータ管理用の証券会社口座データベー
スからの売付代金の出金処理または証券会社口座データベースへの買付代金の入金若しく
は送金処理を含む決済処理を行い、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段による処理
を行う際には、売り注文の場合には、売買指示情報若しくは売買結果情報に含まれる顧客
口座識別情報または顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接続された顧客指定口座
記憶手段に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された顧客の
口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座のデータを更
新することによる顧客口座データベースへの売付代金の少なくとも一部の入金処理を含む
決済処理、または仲介業者以外の業者のシステムに顧客口座識別情報を送信することによ
る仲介業者以外の業者に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースへ
の売付代金の少なくとも一部のネットワークを介した送金処理を含む決済処理のうちの少
なくとも一方の決済処理を行い、買い注文の場合には、売買指示情報若しくは売買結果情
報に含まれる顧客口座識別情報または顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接続さ
れた顧客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に
開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の
口座のデータを更新することによる顧客口座データベースからの買付代金の少なくとも一
部の出金処理を含む決済処理を行い、仲介業者サーバの証券会社口座入出金処理手段によ
る処理を行う際には、売り注文の場合には、売買結果情報に含まれる証券会社口座識別情
報または証券会社により予め指定されて仲介業者サーバに接続された証券会社指定口座記
憶手段に記憶されている証券会社口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された証券
会社の口座のデータ管理用の証券会社口座データベースを検索し、該当する証券会社の口
座のデータを更新することによる証券会社口座データベースからの売付代金の出金処理を
含む決済処理を行い、買い注文の場合には、売買結果情報に含まれる証券会社口座識別情
報または証券会社により予め指定されて仲介業者サーバに接続された証券会社指定口座記
憶手段に記憶されている証券会社口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された証券
会社の口座のデータ管理用の証券会社口座データベースを検索し、該当する証券会社の口
座のデータを更新することによる証券会社口座データベースへの買付代金の入金処理を含
む決済処理、または仲介業者以外の業者のシステムに証券会社口座識別情報を送信するこ
とによる仲介業者以外の業者に開設された証券会社の口座のデータ管理用の証券会社口座
データベースへの買付代金のネットワークを介した送金処理を含む決済処理を行うことを
特徴とするものである。
【００８３】
　このような本発明の有価証券売買取引方法においては、前述した本発明の有価証券売買
取引システム（証券会社と仲介業者との間の決済が、仲介業者サーバによる処理で行われ
る構成のシステム）で得られる作用・効果がそのまま得られ、これにより前記目的が達成
される。
【００８４】
　さらに、本発明のプログラムは、証券会社により運用・管理されて顧客の注文に基づき
有価証券の売買に関する処理を行う証券会社サーバと、顧客と証券会社とを仲介する仲介
業者により運用・管理されて仲介に関する処理を行うために顧客が操作する顧客端末装置
および証券会社サーバとそれぞれネットワークで接続された仲介業者サーバとを備え、仲
介業者サーバは、顧客が有価証券の売買注文を含む売買に関する指示を行うための売買指
示入力画面の表示用情報をネットワークを介して顧客端末装置に送信する入力画面送信手
段と、この入力画面送信手段により送信した売買指示入力画面を用いて顧客により入力さ
れた売買指示情報を顧客端末装置からネットワークを介して受信する売買指示情報受信手
段と、この売買指示情報受信手段により受信した売買指示情報に基づき証券会社サーバに
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よる有価証券の売買に関する処理に必要な売買取次情報を作成してこの売買取次情報をネ
ットワークを介して証券会社サーバに送信する売買取次情報送信手段と、証券会社サーバ
からネットワークを介して送信されてくる売買結果情報に含まれる確定した売付代金若し
くは買付代金またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき、顧
客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースへの売付代金の少なくとも一部の入金若
しくは送金処理または顧客口座データベースからの買付代金の少なくとも一部の出金処理
を含む決済処理を行う顧客口座入出金処理手段とを含んで構成され、証券会社サーバは、
売買取次情報送信手段により仲介業者サーバからネットワークを介して送信されてくる売
買取次情報に基づき有価証券の売買処理を実行する売買処理手段と、この売買処理手段に
より売買処理を行って確定した売付代金若しくは買付代金またはこれらの金額に応じて算
出されたその他の確定金額情報に基づき、仲介業者の口座のデータ管理用の仲介業者口座
データベースへの売付代金の入金若しくは送金処理または仲介業者口座データベースから
の買付代金の出金処理を含む決済処理を行う仲介業者口座入出金処理手段と、確定した売
付代金若しくは買付代金を含む売買結果情報をネットワークを介して仲介業者サーバに送
信する売買結果情報送信手段とを含んで構成され、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理
手段は、売り注文の場合には、売買指示情報若しくは売買結果情報に含まれる顧客口座識
別情報または顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接続された顧客指定口座記憶手
段に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された顧客の口座の
データ管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座のデータを更新する
ことによる顧客口座データベースへの売付代金の少なくとも一部の入金処理を含む決済処
理、または仲介業者以外の業者のシステムに顧客口座識別情報を送信することによる仲介
業者以外の業者に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースへの売付
代金の少なくとも一部のネットワークを介した送金処理を含む決済処理のうちの少なくと
も一方の決済処理を行い、買い注文の場合には、売買指示情報若しくは売買結果情報に含
まれる顧客口座識別情報または顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接続された顧
客指定口座記憶手段に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設さ
れた顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座の
データを更新することによる顧客口座データベースからの買付代金の少なくとも一部の出
金処理を含む決済処理を行う構成とされ、証券会社サーバの仲介業者口座入出金処理手段
は、売り注文の場合には、売買取次情報に含まれる仲介業者口座識別情報または仲介業者
により予め指定されて証券会社サーバに接続された仲介業者指定口座記憶手段に記憶され
ている仲介業者口座識別情報をキーとして、証券会社に開設された仲介業者の口座のデー
タ管理用の仲介業者口座データベースを検索し、該当する仲介業者の口座のデータを更新
することによる仲介業者口座データベースへの売付代金の入金処理を含む決済処理、仲介
業者サーバに仲介業者口座識別情報を送信することによる仲介業者に開設された仲介業者
の口座のデータ管理用の仲介業者口座データベースへの売付代金のネットワークを介した
送金処理を含む決済処理、または仲介業者以外の業者のシステムに仲介業者口座識別情報
を送信することによる仲介業者以外の業者に開設された仲介業者の口座のデータ管理用の
仲介業者口座データベースへの売付代金のネットワークを介した送金処理を含む決済処理
のうちの少なくとも一つの決済処理を行い、買い注文の場合には、売買取次情報に含まれ
る仲介業者口座識別情報または仲介業者により予め指定されて証券会社サーバに接続され
た仲介業者指定口座記憶手段に記憶されている仲介業者口座識別情報をキーとして、証券
会社に開設された仲介業者の口座のデータ管理用の仲介業者口座データベースを検索し、
該当する仲介業者の口座のデータを更新することによる仲介業者口座データベースからの
買付代金の出金処理を含む決済処理を行う構成とされていることを特徴とする有価証券売
買取引システムとして、コンピュータを機能させるためのものである。
【００８５】
　そして、本発明のプログラムは、証券会社により運用・管理されて顧客の注文に基づき
有価証券の売買に関する処理を行う証券会社サーバと、顧客と証券会社とを仲介する仲介
業者により運用・管理されて仲介に関する処理を行うために顧客が操作する顧客端末装置
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および証券会社サーバとそれぞれネットワークで接続された仲介業者サーバとを備え、仲
介業者サーバは、顧客が有価証券の売買注文を含む売買に関する指示を行うための売買指
示入力画面の表示用情報をネットワークを介して顧客端末装置に送信する入力画面送信手
段と、この入力画面送信手段により送信した売買指示入力画面を用いて顧客により入力さ
れた売買指示情報を顧客端末装置からネットワークを介して受信する売買指示情報受信手
段と、この売買指示情報受信手段により受信した売買指示情報に基づき証券会社サーバに
よる有価証券の売買に関する処理に必要な売買取次情報を作成してこの売買取次情報をネ
ットワークを介して証券会社サーバに送信する売買取次情報送信手段と、証券会社サーバ
からネットワークを介して送信されてくる売買結果情報に含まれる確定した売付代金若し
くは買付代金またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき、顧
客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースへの売付代金の少なくとも一部の入金若
しくは送金処理または顧客口座データベースからの買付代金の少なくとも一部の出金処理
を含む決済処理を行う顧客口座入出金処理手段と、証券会社サーバからネットワークを介
して送信されてくる売買結果情報に含まれる確定した売付代金若しくは買付代金またはこ
れらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報に基づき、証券会社の口座のデータ
管理用の証券会社口座データベースからの売付代金の出金処理または証券会社口座データ
ベースへの買付代金の入金若しくは送金処理を含む決済処理を行う証券会社口座入出金処
理手段とを含んで構成され、証券会社サーバは、売買取次情報送信手段により仲介業者サ
ーバからネットワークを介して送信されてくる売買取次情報に基づき有価証券の売買処理
を実行する売買処理手段と、この売買処理手段により売買処理を行って確定した売付代金
若しくは買付代金を含む売買結果情報をネットワークを介して仲介業者サーバに送信する
売買結果情報送信手段とを含んで構成され、仲介業者サーバの顧客口座入出金処理手段は
、売り注文の場合には、売買指示情報若しくは売買結果情報に含まれる顧客口座識別情報
または顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接続された顧客指定口座記憶手段に記
憶されている顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された顧客の口座のデータ
管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座のデータを更新することに
よる顧客口座データベースへの売付代金の少なくとも一部の入金処理を含む決済処理、ま
たは仲介業者以外の業者のシステムに顧客口座識別情報を送信することによる仲介業者以
外の業者に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースへの売付代金の
少なくとも一部のネットワークを介した送金処理を含む決済処理のうちの少なくとも一方
の決済処理を行い、買い注文の場合には、売買指示情報若しくは売買結果情報に含まれる
顧客口座識別情報または顧客により予め指定されて仲介業者サーバに接続された顧客指定
口座記憶手段に記憶されている顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された顧
客の口座のデータ管理用の顧客口座データベースを検索し、該当する顧客の口座のデータ
を更新することによる顧客口座データベースからの買付代金の少なくとも一部の出金処理
を含む決済処理を行う構成とされ、仲介業者サーバの証券会社口座入出金処理手段は、売
り注文の場合には、売買結果情報に含まれる証券会社口座識別情報または証券会社により
予め指定されて仲介業者サーバに接続された証券会社指定口座記憶手段に記憶されている
証券会社口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された証券会社の口座のデータ管理
用の証券会社口座データベースを検索し、該当する証券会社の口座のデータを更新するこ
とによる証券会社口座データベースからの売付代金の出金処理を含む決済処理を行い、買
い注文の場合には、売買結果情報に含まれる証券会社口座識別情報または証券会社により
予め指定されて仲介業者サーバに接続された証券会社指定口座記憶手段に記憶されている
証券会社口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された証券会社の口座のデータ管理
用の証券会社口座データベースを検索し、該当する証券会社の口座のデータを更新するこ
とによる証券会社口座データベースへの買付代金の入金処理を含む決済処理、または仲介
業者以外の業者のシステムに証券会社口座識別情報を送信することによる仲介業者以外の
業者に開設された証券会社の口座のデータ管理用の証券会社口座データベースへの買付代
金のネットワークを介した送金処理を含む決済処理を行う構成とされていることを特徴と
する有価証券売買取引システムとして、コンピュータを機能させるためのものである。
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【００８６】
　なお、以上に述べたプログラムまたはその一部は、例えば、光磁気ディスク（ＭＯ）、
コンパクトディスク（ＣＤ）を利用した読出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、ＣＤレコー
ダブル（ＣＤ－Ｒ）、ＣＤリライタブル（ＣＤ－ＲＷ）、デジタル・バーサタイル・ディ
スク（ＤＶＤ）を利用した読出し専用メモリ（ＤＶＤ－ＲＯＭ）、ＤＶＤを利用したラン
ダム・アクセス・メモリ（ＤＶＤ－ＲＡＭ）、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テー
プ、ハードディスク、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、電気的消去および書換可能な読出し
専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュ・メモリ、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡ
Ｍ）等の記録媒体に記録して保存や流通等させることが可能であるとともに、例えば、Ｌ
ＡＮ、ＭＡＮ、ＷＡＮ、インターネット、イントラネット、エクストラネット等の有線ネ
ットワーク、あるいは無線通信ネットワーク、さらにはこれらの組合せ等の伝送媒体を用
いて伝送することが可能であり、また、搬送波に載せて搬送することも可能である。さら
に、以上に述べたプログラムは、他のプログラムの一部分であってもよく、あるいは別個
のプログラムと共に記録媒体に記録されていてもよい。
【発明の効果】
【００８７】
　以上に述べたように本発明によれば、顧客が、顧客端末装置で売買指示入力画面を用い
て売買注文を行うと、仲介業者サーバの取り次ぎを経て、証券会社サーバにより有価証券
の売買処理が実行されるとともに、仲介業者サーバおよび証券会社サーバにより、あるい
は仲介業者サーバにより資金決済処理が行われるので、顧客は、証券会社に対する売買注
文の手続と、売買取引に伴う資金移動の手続を別々に行う必要がなくなるため、これらの
手続を別々に行う場合に比べ、顧客の手間を軽減することができ、従来のシステムに比べ
て利便性に優れ、使い勝手のよいオンライン取引システムを実現することができるという
効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８８】
　以下に本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。図１には、本実施形態の
有価証券売買取引システム１の全体構成が示されている。図２には、有価証券売買取引シ
ステム１による有価証券の売買取引の処理の前半部分の流れがフローチャートで示されて
いる。図３および図４には、有価証券売買取引システム１による有価証券の売買取引の処
理の後半部分の流れについて即時決済取引の場合および普通取引（いわゆる４日目取引）
の場合がそれぞれフローチャートで示されている。また、図５～図７には、有価証券売買
取引システム１による処理に伴う画面例が示され、図８には、データの流れが示されてい
る。
【００８９】
　図１において、有価証券売買取引システム１は、有価証券の売買取引を行う各顧客（投
資家）が操作する一台または複数台の顧客端末装置１０と、各証券会社により運用・管理
されて各顧客の注文に基づき有価証券の売買に関する処理を行う一台または複数台の証券
会社サーバ２０と、各顧客と各証券会社とを仲介する仲介業者（例えば銀行等）により運
用・管理されて仲介に関する処理を行う仲介業者サーバ３０とがネットワーク２で接続さ
れて構成されている。
【００９０】
　ネットワーク２は、例えば、インターネット、イントラネット、エクストラネット、Ｌ
ＡＮ、ＭＡＮ、ＷＡＮ、あるいはこれらの組合せ等であり、有線であるか無線であるかは
問わない。
【００９１】
　顧客端末装置１０は、主として汎用コンピュータ（パーソナル・コンピュータやその上
位機種のコンピュータ等）により実現されるが、これに限定されるものではなく、例えば
、携帯電話機（ＰＨＳも含む。）や携帯情報端末（ＰＤＡ）等であってもよく、中央演算
処理装置（ＣＰＵ）の性能、画面の解像度、メモリ容量等が本発明に適するものであれば
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採用することができる。
【００９２】
　証券会社サーバ２０は、コンピュータにより構成され、売買処理手段２１と、顧客口座
入出金補完処理手段２２と、仲介業者口座入出金処理手段２３と、売買結果情報送信手段
２４とを含んで構成されている。また、証券会社サーバ２０には、顧客証券保有情報デー
タベース２５と、顧客口座データベース２６と、仲介業者口座データベース２７とが接続
されている。
【００９３】
　売買処理手段２１は、仲介業者サーバ３０からネットワーク２を介して送信されてくる
売買取次情報（図８参照、詳細は後述する。）に基づき有価証券の売買処理を実行する売
買処理実行部２１Ａと、この売買処理実行部２１Ａによる売買処理実行結果に基づき売付
代金または買付代金を含む各種の確定金額を算出する確定金額算出部２１Ｂとを備えてい
る（図２のステップＳ９参照）。
【００９４】
　売買処理実行部２１Ａは、証券取引所に対して注文の執行処理を直接に行う構成として
もよく、あるいは他の売買取引システムへ注文の執行を依頼する処理を行う構成としても
よい。
【００９５】
　確定金額算出部２１Ｂは、売買処理実行部２１Ａによる処理を行って確定した売付代金
または買付代金（約定した取引の売買数量（売買株数）と売買単価とを乗じて得られる売
買価格）から、図示されない委託手数料テーブルを用いて委託手数料を算出するとともに
、この委託手数料にかかる消費税を算出する。また、確定金額算出部２１Ｂは、委託手数
料の一定割合（例えば２割等）の額として仲介手数料を算出する。さらに、確定金額算出
部２１Ｂは、顧客により決済処理用の口座として複数の口座が選択されている場合には、
各口座について顧客により入力指定された受取金額または引落金額と、それらの各口座に
ついて顧客により設定された優先順位とに従って、各口座の入出金額を確定させる処理を
行う。なお、以上のようにして確定金額算出部２１Ｂにより算出された各種の確定金額情
報（売付代金または買付代金、およびその他の確定金額情報）は、本実施形態では、いず
れも売買結果情報送信手段２４により仲介業者サーバ３０に送信される売買結果情報（図
８参照）の一部となる。
【００９６】
　また、確定金額算出部２１Ｂは、各証券会社サーバ２０毎に自己の証券会社で売買処理
を行った分についての各種の確定金額を算出する処理を行うが、一社の証券会社サーバ２
０の確定金額算出部２１Ｂだけでは確定金額の算出処理を行うことができない取引、すな
わち他の証券会社の証券会社サーバ２０で行われる売買処理の結果を把握しなければ、確
定金額の算出処理を行うことができない取引については、仲介業者サーバ３０の確定金額
算出処理手段４１により、各種の確定金額算出処理のうちの一部の処理または算出のため
の支援処理が行われる。例えば、買い注文の場合には、後述する図５に示すように、売買
指示入力画面である買い注文画面１００の発注証券会社指定部１１０で、顧客が、発注す
る証券会社を一社指定し、そこで指定された証券会社により売買処理が行われるので、他
の証券会社は関与してこない。従って、指定された証券会社により行われた取引の売付代
金または買付代金に応じて、委託手数料および消費税、並びに仲介手数料が定まるととも
に、その証券会社および仲介業者に開設された顧客の口座が決済処理用の口座として複数
選択されている場合において、優先順位を考慮した各口座の入出金額も定まるので、仲介
業者サーバ３０の確定金額算出処理手段４１との間でのデータ通信を行うことなく、指定
された証券会社の証券会社サーバ２０の確定金額算出部２１Ｂにより全ての確定金額の算
出処理が行われる。
【００９７】
　また、売り注文の場合には、後述する図７に示すように、売買指示入力画面である売り
注文画面２００の発注証券会社指定部２１０で、顧客が、発注する証券会社を複数社指定
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することにより、複数の証券会社でそれぞれ個別に保管・管理されている自己の保有する
有価証券の売却処理を一括して行うことができる。従って、発注証券会社指定部２１０で
、発注する証券会社を一社のみ指定した場合には、上述した買い注文の場合と同様に、仲
介業者サーバ３０の確定金額算出処理手段４１との間でのデータ通信を行うことなく、そ
の指定された一社の証券会社の証券会社サーバ２０の確定金額算出部２１Ｂにより全ての
確定金額の算出処理、すなわち委託手数料および消費税、並びに仲介手数料、優先順位を
考慮した各口座の入出金額についての確定金額の算出処理が行われる。
【００９８】
　一方、図７の発注証券会社指定部２１０で、顧客が、発注する証券会社を複数社（例え
ば証券会社Ｘおよび証券会社Ｙ）指定した場合には、複数社全ての証券会社により行われ
る売買処理結果（各社の売買処理分について確定した売付代金または買付代金）のデータ
を揃えなければ、売付代金または買付代金の総額（各社の売買処理分の合計金額）を算出
することができないので、一社の証券会社サーバ２０の確定金額算出部２１Ｂだけでは、
委託手数料および消費税、並びに仲介手数料、さらには優先順位を考慮した各口座の入出
金額を確定させることができない。実際に各社で売買されて確定した売付代金または買付
代金の各社分の比が、売り注文画面２００で顧客により入力された注文の段階での売買数
量（売買株数）の比と一致しない場合があるので、この場合には、自社分について確定し
た売付代金または買付代金からでは、他社分の確定した売付代金または買付代金を把握す
ることはできないからである。従って、発注する証券会社が複数社指定された場合には、
各証券会社サーバ２０の確定金額算出部２１Ｂは、仲介業者サーバ３０の確定金額算出処
理手段４１との間でのデータ通信を行って、各種の確定金額を算出する。
【００９９】
　より具体的には、顧客により発注証券会社が複数社指定された場合には、各社の証券会
社サーバ２０の売買処理手段２１の売買処理実行部２１Ａによる売買処理が実行された後
に、各社の証券会社サーバ２０の確定金額算出部２１Ｂは、売買処理実行部２１Ａによる
処理を行って確定した自社分の売付代金または買付代金を、注文識別情報とともにネット
ワーク２を介して仲介業者サーバ３０に送信する。仲介業者サーバ３０では、確定金額算
出処理手段４１により、各証券会社分の売付代金または買付代金を受信して注文データベ
ース５７に保存する。この際、一つの注文について各証券会社で分担して売買処理された
分は、注文識別情報で結び付けられる。そして、仲介業者サーバ３０に接続された注文デ
ータベース５７に、顧客により指定された全ての証券会社分の売付代金または買付代金が
格納されたところで、仲介業者サーバ３０の確定金額算出処理手段４１により算出された
各社分の売付代金または買付代金の総額、委託手数料および消費税、並びに仲介手数料、
さらには優先順位を考慮した各口座の入出金額が、仲介業者サーバ３０からネットワーク
２を介して各社の証券会社サーバ２０に送信されてくるので、これを各社の確定金額算出
部２１Ｂで受信する。
【０１００】
　顧客口座入出金補完処理手段２２は、仲介業者サーバ３０の顧客口座入出金処理手段３
９による決済処理を補完する処理を行うものである（図３のステップＳ１１および図４の
ステップＳ２７参照）。より具体的には、顧客口座入出金補完処理手段２２は、仲介業者
サーバ３０の顧客口座入出金処理手段３９により決済処理が行われない分について、売買
処理手段２１により売買処理を行って確定した売付代金若しくは買付代金、またはこれら
の金額に応じて算出されたその他の確定金額情報（本実施形態では、委託手数料および消
費税）に基づき、売り注文の場合には、売買取次情報（図８参照）に含まれる顧客口座識
別情報をキーとして、証券会社に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データ
ベース２６を検索し、該当する顧客の口座のデータを更新することにより、顧客口座デー
タベース２６への売付代金の入金処理を含む決済処理を行う。この決済処理には、委託手
数料および消費税の出金処理も含まれる。一方、買い注文の場合には、売買取次情報に含
まれる顧客口座識別情報をキーとして、証券会社に開設された顧客の口座のデータ管理用
の顧客口座データベース２６を検索し、該当する顧客の口座のデータを更新することによ
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り、顧客口座データベース２６からの買付代金の出金処理を含む決済処理を行う。この決
済処理には、委託手数料および消費税の出金処理も含まれる。
【０１０１】
　なお、この顧客口座入出金補完処理手段２２により決済処理が行われる分は、証券会社
サーバ２０に接続された顧客口座データベース２６（証券会社に開設された顧客の口座）
に対する分のみであり、仲介業者サーバ３０に接続された顧客口座データベース５１（仲
介業者に開設された顧客の口座）に対する分は、仲介業者サーバ３０の顧客口座入出金処
理手段３９による処理対象となるため、顧客口座入出金補完処理手段２２による処理対象
とはならない。
【０１０２】
　仲介業者口座入出金処理手段２３は、売買処理手段２１により売買処理を行って確定し
た売付代金若しくは買付代金、またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額
情報に基づき、売り注文の場合には、仲介業者口座データベース２７への売付代金の入金
処理を含む決済処理を行い、買い注文の場合には、仲介業者口座データベース２７からの
買付代金の出金処理を含む決済処理を行うものである（図３のステップＳ１０および図４
のステップＳ２６参照）。ここで、売付代金の入金処理を含む決済処理には、顧客が証券
会社から受け取るべき売付代金を仲介業者が代わりに受け取って一時的に預かる形になる
売付代金の入金処理、顧客が証券会社に支払うべき委託手数料およびそれにかかる消費税
を仲介業者が代わりに支払って一時的に立て替える形になる委託手数料・消費税の出金処
理、並びに証券会社が仲介業者に支払う仲介手数料の入金処理が含まれ、これらの各処理
は、まとめて同時に行ってもよく、別々に順番に行ってもよい。また、買付代金の出金処
理を含む決済処理には、顧客が証券会社に支払うべき買付代金を仲介業者が代わりに支払
って一時的に立て替える形になる買付代金の出金処理、顧客が証券会社に支払うべき委託
手数料およびそれにかかる消費税を仲介業者が代わりに支払って一時的に立て替える形に
なる委託手数料・消費税の出金処理、並びに証券会社が仲介業者に支払う仲介手数料の入
金処理が含まれ、これらの各処理は、まとめて同時に行ってもよく、別々に順番に行って
もよい。
【０１０３】
　より具体的には、仲介業者口座入出金処理手段２３は、先ず、売買取次情報として仲介
業者サーバ３０から送信されてくる仲介業者識別情報（仲介業者を示す金融機関コード等
）に基づき、決済処理用の口座として契約等で仲介業者の意向に従って予め定められてい
る証券会社（本実施形態では、証券会社Ｘ）に開設された仲介業者の口座を識別するため
の仲介業者口座識別情報（金融機関コード、支店コード、口座番号等）を、証券会社サー
バ２０（本実施形態では、証券会社Ｘの証券会社サーバ２０）に接続された仲介業者指定
口座記憶手段（不図示）から取得する。なお、このような仲介業者口座識別情報を、売買
取次情報に含ませて仲介業者サーバ３０から送信してくる構成としてもよい。そして、売
買処理手段２１により売買処理を行って確定した売付代金若しくは買付代金、またはこれ
らの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報（本実施形態では、委託手数料および
消費税、並びに仲介手数料）に基づき、売り注文の場合には、仲介業者口座識別情報キー
として、証券会社に開設された仲介業者の口座のデータ管理用の仲介業者口座データベー
ス２７を検索し、該当する仲介業者の口座のデータを更新することにより、仲介業者口座
データベース２７への売付代金の入金処理を含む決済処理を行う。一方、買い注文の場合
には、仲介業者口座識別情報をキーとして、証券会社に開設された仲介業者の口座のデー
タ管理用の仲介業者口座データベース２７を検索し、該当する仲介業者の口座のデータを
更新することにより、仲介業者口座データベース２７からの買付代金の出金処理を含む決
済処理を行う。
【０１０４】
　なお、本実施形態では、説明の便宜上、証券会社Ｘ（以下、Ｘ証券と記載することもあ
る。）が運用・管理する証券会社サーバ２０には、仲介業者口座入出金処理手段２３が設
けられ、一方、証券会社Ｙ（以下、Ｙ証券と記載することもある。）が運用・管理する証
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券会社サーバ２０には、仲介業者口座入出金処理手段２３は設けられておらず、その代わ
りとなる処理が仲介業者サーバ３０の証券会社口座入出金処理手段４０により行われるも
のとして説明を行う。
【０１０５】
　また、本実施形態では、仲介業者口座入出金処理手段２３は、売り注文の場合には、証
券会社に開設された仲介業者の口座のデータ管理用の仲介業者口座データベース２７への
売付代金の入金処理を含む決済処理を行う構成とされているが、仲介業者に開設された仲
介業者の口座のデータを管理するために仲介業者サーバ３０に接続された仲介業者口座デ
ータベース（不図示）への売付代金のネットワーク２を介した送金処理を含む決済処理、
あるいは仲介業者以外の業者（例えば、仲介業者と提携している銀行等）に開設された仲
介業者の口座のデータを管理するために仲介業者以外の業者のシステムに接続された仲介
業者口座データベース（不図示）への売付代金のネットワーク２を介した送金処理を含む
決済処理を行う構成としてもよい。なお、これらのネットワーク２を介した送金処理を行
う場合には、仲介業者口座識別情報（金融機関コード、支店コード、口座番号等）を仲介
業者サーバ３０や仲介業者以外の業者のシステムに送信する。
【０１０６】
　売買結果情報送信手段２４は、売買処理手段２１により売買処理を行って確定した売付
代金若しくは買付代金、またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報を
含む売買結果情報を含む取引明細書や決済完了通知を、ネットワーク２を介して仲介業者
サーバ３０に送信する処理を行うものである（図３のステップＳ１２および図４のステッ
プＳ２１，Ｓ２８参照）。ここで、売買結果情報には、本実施形態では、一例として、約
定した取引についての売買の別、銘柄情報（銘柄コード、銘柄名）、市場、売買数量（本
実施形態では、売買株数）、売買価格（売買単価、売買代金の総額）等の売買注文約定情
報の他、売買を行った証券会社を識別するための証券会社識別情報（金融機関コード等）
、顧客が証券会社に支払う委託手数料および消費税、並びに証券会社が仲介業者に支払う
仲介手数料に関する確定金額情報、売付代金や買付代金の入出金処理を含む決済処理用の
口座として指定された顧客の口座を識別するための顧客口座識別情報（金融機関コード、
支店コード、口座番号等）、各口座に対する確定した入出金額情報、注文識別情報（注文
コード等）等が含まれる（図８参照）。
【０１０７】
　上記の売買結果情報のうち、各口座に対する確定した入出金額情報には、既に証券会社
サーバ２０の顧客口座入出金補完処理手段２２による処理を経た顧客口座データベース２
６に対する入出金額情報と、これから行われる仲介業者サーバ３０の顧客口座入出金処理
手段３９による処理の対象となる顧客口座データベース５１に対する入出金額情報とが含
まれる。また、注文識別情報（注文コード等）は、後述するように、仲介業者サーバ３０
で各注文に付されるものであり、仲介業者サーバ３０から証券会社サーバ２０に送信した
売買取次情報と、証券会社サーバ２０から仲介業者サーバ３０に戻ってきた売買結果情報
とを、一連の取引に関する情報として結び付ける役割を果たすものである。
【０１０８】
　顧客証券保有情報データベース２５は、証券会社で保管・管理されている顧客の有価証
券の保有情報（証券残高データを含む。）を各顧客毎に記憶するものである。この顧客証
券保有情報データベース２５には、顧客の証券会社用顧客識別情報（証券会社が顧客に付
した顧客ＩＤ等）と、その顧客の有価証券の保有情報（証券残高データを含む。）とが対
応する形で記憶されている。
【０１０９】
　顧客口座データベース２６は、証券会社に開設された顧客の口座のデータ（口座残高デ
ータを含む。）を各顧客毎に記憶するものである。これらの各顧客の口座は、例えば、い
わゆる証券総合口座等であり、具体的には、例えば、ＭＲＦ（マネー・リザーブ・ファン
ド：追加型公社債投資信託）やＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド：追加型公社
債投資信託）の口座等である。本実施形態では、一例としてＭＲＦの口座であるものとし
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て説明を行う。
【０１１０】
　仲介業者口座データベース２７は、証券会社に開設された仲介業者の口座のデータを記
憶するものである。この仲介業者口座データベース２７は、顧客口座データベース２６と
一体化されて各顧客の口座のデータと同列に管理されるものであってもよい。
【０１１１】
　仲介業者サーバ３０は、コンピュータにより構成され、入力画面送信手段３１と、口座
残高データ取得手段３２と、証券残高データ取得手段３３と、時価情報取得手段３４と、
売買指示情報受信手段３５と、残高チェック処理手段３６と、売買取次情報送信手段３７
と、口座ホールド処理手段３８と、顧客口座入出金処理手段３９と、証券会社口座入出金
処理手段４０と、確定金額算出処理手段４１とを含んで構成されている。また、仲介業者
サーバ３０には、基準値記憶手段５０と、顧客口座データベース５１と、証券会社口座デ
ータベース５２と、仲介手数料データベース５３と、認証データベース５４と、顧客識別
情報変換テーブル５５と、顧客口座識別情報記憶手段５６と、注文データベース５７とが
接続されている。
【０１１２】
　入力画面送信手段３１は、顧客が有価証券の売買注文を含む売買に関する指示を行うた
めの売買指示入力画面（図５～図７参照）の表示用情報を、ネットワーク２を介して顧客
端末装置１０に送信する処理を行うものである（図２のステップＳ５参照）。ここで、売
買に関する指示には、売買の別、証券会社の指定、売却または購入する有価証券の銘柄（
銘柄コード、銘柄名）、市場、売買数量（本実施形態では、株数）、成行・指値の別、指
値の金額等の注文内容の指示の他に、例えば、売付代金を振り込む入金用または送金先の
口座、買付代金を引き落とす出金用の口座の指定、これらの各口座に対する入出金額の指
定や優先順位の設定等が含まれる。また、注文を行う本人を特定するための仲介業者用顧
客識別情報（仲介業者が顧客に付した顧客ＩＤ等）および本人認証情報（顧客の暗証番号
、パスワード、虹彩、指紋、声紋等）の入力も含まれる。
【０１１３】
　口座残高データ取得手段３２は、売買指示情報に含まれる仲介業者用顧客識別情報（仲
介業者が顧客に付した顧客ＩＤ等）に基づき、顧客口座識別情報記憶手段５６から、該当
する顧客の口座を識別するための顧客口座識別情報を取得し、この顧客口座識別情報をキ
ーとして、その顧客の口座の残高データを顧客口座データベース２６，５１から取得する
処理を行うものである（図２のステップＳ３参照）。より具体的には、口座残高データ取
得手段３２は、仲介業者サーバ３０に接続された顧客口座データベース５１から残高デー
タを取得する場合には、顧客口座識別情報をキーとして、顧客口座データベース５１を検
索することにより、該当する顧客の口座の残高データを取得し、一方、証券会社サーバ２
０に接続された顧客口座データベース２６から残高データを取得する場合には、顧客口座
識別情報を証券会社サーバ２０に送信することにより、顧客口座データベース２６に対す
る証券会社サーバ２０による検索処理を経て抽出された該当する顧客の口座の残高データ
を、証券会社サーバ２０からネットワーク２を介して受信する処理を行う。
【０１１４】
　この口座残高データ取得手段３２は、アクセス中の顧客について、仲介業者に開設され
たその顧客の口座が複数ある場合には、それらの各口座のデータを顧客口座データベース
５１から取得し、証券会社に開設されたその顧客の口座が複数ある場合には、それらの各
口座のデータを顧客口座データベース２６から取得し、さらには、仲介業者が仲介契約を
結んでいる証券会社が複数あり（例えば証券会社Ｘおよび証券会社Ｙとする。）、それら
の各証券会社についてその顧客の一つまたは複数の口座がそれぞれある場合には、各証券
会社の各口座のデータを各証券会社サーバ２０に接続された顧客口座データベース２６（
証券会社Ｘの顧客口座データベース２６および証券会社Ｙの顧客口座データベース２６）
からそれぞれ取得する。なお、アクセス中の顧客について、証券会社に開設されたその顧
客の口座が一つもない場合には、顧客口座データベース２６からのデータ取得は行う必要
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はない。また、アクセス中の顧客について、証券会社に開設されたその顧客の口座がある
場合でも、その口座の残高データは取得せずに、仲介業者に開設されたその顧客の一つま
たは複数の口座の残高データのみを取得・表示し、仲介業者に開設されたその顧客の一つ
または複数の口座のみを選択対象口座とするシステム構成としてもよい。
【０１１５】
　証券残高データ取得手段３３は、顧客が証券会社の管理下で保有している有価証券の保
有情報を、証券会社サーバ２０に接続された顧客証券保有情報データベース２５から証券
会社サーバ２０およびネットワーク２を介して取得する処理を行うものである。より具体
的には、証券残高データ取得手段３３は、売買指示情報に含まれる仲介業者用顧客識別情
報を顧客識別情報変換テーブル５５を用いて証券会社用顧客識別情報に変換して証券会社
サーバ２０に送信することにより、顧客証券保有情報データベース２５に対する証券会社
サーバ２０による証券会社用顧客識別情報をキーとした検索処理を経て抽出された該当す
る顧客の有価証券の保有情報を、証券会社サーバ２０からネットワーク２を介して受信す
る処理を行う。
【０１１６】
　この証券残高データ取得手段３３は、仲介業者が契約している証券会社が複数社ある場
合には、それらの複数の証券会社の各証券会社サーバ２０に接続された顧客証券保有情報
データベース２５（証券会社Ｘの顧客証券保有情報データベース２５および証券会社Ｙの
顧客証券保有情報データベース２５）からそれぞれ証券残高データを取得する。なお、仲
介業者を介して、ある証券会社（例えば、証券会社Ｘとする。）を選択して購入した有価
証券については、その仲介業者を介して証券会社Ｘを選択しなければ売却することができ
ないという取り決め、従って、他の仲介業者を介して証券会社Ｘが保管・管理する有価証
券を売却したり、証券会社Ｘに直接アクセスして売却することはできないという取り決め
がなされている場合等のように、その仲介業者が自己を通じた売買取引を売買仲介データ
ベースに記録しておくことで、顧客の有価証券の保有情報を把握することができる場合に
は、証券残高データ取得手段３３は、顧客の有価証券の保有情報を、仲介業者サーバ３０
に接続された売買仲介情報記録用の売買仲介データベース（不図示）から取得する構成と
してもよい。
【０１１７】
　時価情報取得手段３４は、証券価格情報提供システム６０または証券会社サーバ２０か
らネットワーク２を介して有価証券の時価情報を取得する処理を行うものである。
【０１１８】
　売買指示情報受信手段３５は、入力画面送信手段３１により送信した売買指示入力画面
（図５～図７参照）を用いて顧客により入力された売買指示情報を、顧客端末装置１０か
らネットワーク２を介して受信する処理を行うものである。ここで、売買指示情報には、
売買の別、証券会社の指定情報、売却または購入する有価証券の銘柄情報（銘柄コード、
銘柄名）、市場の選択情報、売買数量（売買株数）、成行・指値の別、指値の金額等の注
文内容の他に、例えば、売付代金や買付代金の入出金処理を含む決済処理用の口座として
売買指示入力画面で選択指定された顧客の口座を識別するための顧客口座識別情報（金融
機関コード、支店コード、口座番号等）、それらの各口座に対する入出金額や優先順位、
売買指示入力画面を用いて入力（キーボードやマウスによる入力のみならず、画面の指示
に従って行われる各種の入力機器を使った入力が含まれる。）された仲介業者用顧客識別
情報（仲介業者が顧客に付した顧客ＩＤ等）や本人認証情報（顧客の暗証番号、パスワー
ド、虹彩、指紋、声紋等）等が含まれる（図８参照）。
【０１１９】
　また、売買指示情報受信手段３５は、仲介業者サーバ３０に接続された認証データベー
ス５４を参照し、顧客端末装置１０から送信されてきた仲介業者用顧客識別情報と本人認
証情報とが対応しているか否かを判断することにより、アクセス中の顧客が本人であるか
否かを確認する認証処理を行う。
【０１２０】
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　なお、上記の売買指示情報は、必ずしも一度にまとめて送受信される必要はなく、顧客
端末装置１０と仲介業者サーバ３０との間でのデータの送受信を複数回繰り返すことによ
り、最終的に全ての売買指示情報が売買指示情報受信手段３５により受信される構成とし
てもよい。例えば、仲介業者用顧客識別情報や本人認証情報の送受信を行って認証処理を
行ってから、売買注文内容情報や口座の選択指定情報等の送受信を行う構成としてもよい
。従って、仲介業者用顧客識別情報や本人認証情報を入力する画面と、注文内容の入力や
口座の選択指定等を行う画面とは、同じ画面である必要はなく、このため、本発明におけ
る売買指示入力画面は、複数の画面により構成されていてもよい。
【０１２１】
　残高チェック処理手段３６は、売買指示情報受信手段３５により受信した売買指示情報
および口座残高データ取得手段３２により取得した顧客の口座の残高データに基づき、顧
客の口座の残高が顧客による買い注文に応じることができる許容額以上か否かを判断する
処理を行うものである（図２のステップＳ７参照）。ここで、即時決済取引の場合（図３
参照）の許容額は、顧客のアクセスの時点で既に必要金額が口座に用意されていなければ
ならないという前提で、本実施形態では、一例として、指値注文の場合には、売買指示入
力画面（図５参照）に表示された買付代金等の試算額（必要金額）、つまり顧客が各口座
について指定した引落金額の合計額と同じ金額とし、成行注文の場合には、下記の如く、
値幅制限を考慮した買付代金の変動額の最大値と同じ金額とする。一方、いわゆる４日目
取引の場合（図４参照）の許容額は、４営業日目（３日後）までに必要金額が口座に用意
されていればよいという前提で、本実施形態では、一例として、指値注文の場合には、売
買指示入力画面（図５参照）に表示された買付代金等の試算額（必要金額）、つまり顧客
が各口座について指定した引落金額の合計額に対する一定割合の額（例えば半分の額）と
し、成行注文の場合には、下記の如く、値幅制限を考慮した買付代金の変動額の最大値に
対する一定割合の額（例えば半分の額）とする。なお、いわゆる４日目取引の場合（図４
参照）に、上記の如く、半分の額を許容額とした場合には、残りの半分の額が顧客によっ
て用意されない場合のリスクは全て仲介業者が負い、証券会社は一切負わない仕組み（つ
まり、仲介業者が一時的に全額立て替えて証券会社に支払った資金を顧客から一部回収で
きなくなる事態が発生する仕組み）としてもよい。従って、このような仕組みとした場合
には、許容額を高く設定するか、低く設定するかは、仲介業者の経営方針によるところと
なる。
【０１２２】
　また、残高チェック処理手段３６は、顧客により買付代金の出金処理を含む決済処理用
の口座として複数の口座が選択された場合には、選択された複数の口座の残高の合計額が
顧客による買い注文に応じることができる許容額以上か否かを判断する処理を行う。
【０１２３】
　さらに、残高チェック処理手段３６は、基準値記憶手段５０に記憶された基準値を用い
て図示されない値幅制限テーブルを参照して買付代金の変動額の最大値を算出し、算出し
た最大値に基づき、顧客の口座の残高が顧客による買い注文に応じることができる許容額
以上か否かを判断する。ここで、値幅制限テーブルには、基準値の金額と、その金額に対
する制限値幅の金額とが対になった状態で記憶されている。例えば、基準値の金額（株式
の単価）が１００円未満の場合は、制限値幅（単価に対する幅）が上下３０円となり、基
準値の金額が２００円以上、５００円未満の場合には、制限値幅が上下８０円となる等の
対応関係が記憶されている。従って、残高チェック処理手段３６は、基準値記憶手段５０
に記憶された基準値（単価）を取得し、この基準値に基づき値幅制限テーブルを参照して
変動幅（単価）の上限側の金額（幅）を取得し、買付単価の上限値を算出し、算出した買
付単価の上限値に、売買指示情報受信手段３５により受信した顧客による売買指示情報に
含まれる買付株数を乗じて買付代金の変動額の最大値を算出する。
【０１２４】
　売買取次情報送信手段３７は、売買指示情報受信手段３５により受信した顧客による売
買指示情報に基づき、証券会社サーバ２０による有価証券の売買に関する処理に必要な売
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買取次情報を作成し、作成した売買取次情報をネットワーク２を介して証券会社サーバ２
０に送信する処理を行うものである（図２のステップＳ８参照）。ここで、売買取次情報
には、売買の別、売却または購入する有価証券の銘柄情報（銘柄コード、銘柄名）、市場
の選択情報、売買数量（売買株数）、成行・指値の別、指値の金額等の注文内容の他に、
例えば、売付代金や買付代金の入出金処理を含む決済処理用の口座として売買指示入力画
面で選択指定された顧客の口座を識別するための顧客口座識別情報（金融機関コード、支
店コード、口座番号等）、それらの各口座に対する入出金額や優先順位、注文に係る顧客
を識別する証券会社用顧客識別情報（証券会社が顧客に付した顧客ＩＤ等）、仲介を行っ
た仲介業者を識別する仲介業者識別情報（金融機関コード等）、注文識別情報（注文コー
ド等）等が含まれる（図８参照）。これらの売買取次情報および売買指示情報は、売買取
次情報送信手段３７および売買指示情報受信手段３５により、仲介業者サーバ３０に接続
された注文データベース５７に各注文毎に書き込まれ、少なくとも仲介に係る一連の売買
取引が完了するまで記憶保存され、注文識別情報に基づき、各注文に関する各種情報を読
み出すことができる構成とされている。
【０１２５】
　また、売買取次情報送信手段３７は、各顧客からの各注文を識別するための注文識別情
報（注文コード等）を各注文毎に生成付与する処理を行う。これにより、証券会社サーバ
２０からの情報の返信があった場合、すなわち仲介業者サーバ３０が証券会社サーバ２０
の売買結果情報送信手段２４により送信されてきた売買結果情報を受信した場合に、その
売買結果情報が、いずれの注文についての情報なのかを把握できるようになっている。
【０１２６】
　さらに、売買取次情報送信手段３７は、顧客識別情報変換テーブル５５を用いて、仲介
業者用顧客識別情報（仲介業者が顧客に付した顧客ＩＤ等）から証券会社用顧客識別情報
（証券会社が顧客に付した顧客ＩＤ等）への変換処理を行う。なお、顧客識別情報変換デ
ータベースを証券会社サーバ２０に接続しておき、仲介業者用顧客識別情報から証券会社
用顧客識別情報への変換処理を証券会社サーバ２０で行う構成としてもよく、この場合に
は、売買取次情報送信手段３７は、変換処理を行わずに、仲介業者用顧客識別情報をその
まま証券会社サーバ２０に送信する。また、仲介業者用顧客識別情報と証券会社用顧客識
別情報とが同一である場合（証券会社と仲介業者とが顧客識別情報を共通化した場合）に
は、このような変換処理を行う必要はない。さらに、売買指示入力画面で顧客により仲介
業者用顧客識別情報および証券会社用顧客識別情報の双方の入力が行われ、これらの双方
が売買指示情報として顧客端末装置１０から送信されてくる場合にも、変換処理を行う必
要はない。
【０１２７】
　そして、売買取次情報として仲介業者識別情報（金融機関コード等）が送信されるのは
、一つの証券会社が複数の仲介業者と契約している場合等に、いずれの仲介業者からの仲
介であるかを証券会社が把握できるようにするためである。
【０１２８】
　また、本実施形態では、売買取次情報として証券会社サーバ２０に送信される顧客口座
識別情報は、仲介業者および証券会社の双方に開設された顧客の口座についての顧客口座
識別情報となっている。しかし、仲介業者に開設された顧客の口座についての顧客口座識
別情報は、前述したように仲介業者サーバ３０に接続された注文データベース５７に各注
文毎に記憶され、証券会社サーバ２０から戻ってきた注文識別情報に基づき読み出すこと
ができるようになっているので、必ずしも仲介業者に開設された顧客の口座についての顧
客口座識別情報そのものを証券会社サーバ２０に売買取次情報として一旦送信し、かつ、
証券会社サーバ２０から仲介業者サーバ３０に戻してもらう処理を行う必要はない。この
ように仲介業者に開設された顧客の口座についての顧客口座識別情報を、売買取次情報と
して証券会社サーバ２０に送信する処理を行わない場合には、証券会社サーバ２０から、
注文識別情報、および仲介業者に開設された顧客の口座に対する確定した入出金額情報が
、売買結果情報として送信されてくれば、仲介業者サーバ３０で、仲介業者に開設された



(40) JP 4481754 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

顧客の口座に対する決済処理を行うことができる。
【０１２９】
　口座ホールド処理手段３８は、残高チェック処理手段３６による処理で顧客の口座の残
高が許容額以上であると判断された場合に、顧客の口座の残高のうち少なくとも許容額に
相当する分について顧客の自由使用を禁止するか、または証券会社サーバ２０の売買結果
情報送信手段２４によりネットワーク２を介して送信されてきた売買結果情報に基づき修
正した修正許容額に相当する分について顧客の自由使用を禁止するホールド処理を行うも
のである（図４のステップＳ２２参照）。本実施形態では、後者の修正許容額を基準にす
るものとする。ここで、いわゆる４日目取引の場合（図４参照）の修正許容額は、４営業
日目（３日後）までに必要金額が口座に用意されていればよいという前提で、本実施形態
では、一例として、売買結果情報に含まれる約定した取引についての売買単価と売買数量
（売買株数）とを乗じて算出される確定した買付代金に、この確定した買付代金に応じた
委託手数料およびそれにかかる消費税を加えた金額に対する一定割合の額（例えば、半分
の額）とする。なお、即時決済取引の場合（図３参照）には、顧客のアクセスの時点で既
に必要金額が口座に用意されていることを前提として仲介業務が遂行され、即時に必要金
額が引き落とされることになるので、ホールド処理を行う必要はない。また、当日決済取
引（午後の取引については、翌日の朝に受渡、決済を行う取引）、あるいは特約日決済取
引（売買成立日から数えて１５日以内の指定した日に決済を行う取引）の場合には、普通
取引（４日目取引）の場合と同様に、ホールド処理を行うことが好ましい。
【０１３０】
　顧客口座入出金処理手段３９は、証券会社サーバ２０からネットワーク２を介して送信
されてくる売買結果情報（図８参照）に含まれる確定した売付代金若しくは買付代金、ま
たはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報（本実施形態では、委託手数
料および消費税）に基づき、売り注文の場合には、顧客口座データベース５１への売付代
金の少なくとも一部の入金処理を含む決済処理を行い、買い注文の場合には、顧客口座デ
ータベース５１からの買付代金の少なくとも一部の出金処理を含む決済処理を行うもので
ある（図３のステップＳ１４および図４のステップＳ３０参照）。ここで、「売付代金の
少なくとも一部」および「買付代金の少なくとも一部」とあるのは、顧客口座入出金処理
手段３９により、売付代金や買付代金の一部の入出金処理が行われ、証券会社サーバ２０
の顧客口座入出金補完処理手段２２により、残りの一部の入出金処理が行われる場合があ
ることを考慮したものである。また、売り注文の場合の売付代金の少なくとも一部の入金
処理を含む決済処理には、売付代金の少なくとも一部の入金処理の他、顧客が証券会社に
支払う委託手数料およびそれにかかる消費税の少なくとも一部の出金処理が含まれ、これ
らの各処理は、まとめて同時に行ってもよく、別々に順番に行ってもよい。また、買い注
文の場合の買付代金の少なくとも一部の出金処理を含む決済処理には、買付代金の少なく
とも一部の出金処理の他、顧客が証券会社に支払う委託手数料およびそれにかかる消費税
の少なくとも一部の出金処理が含まれ、これらの各処理は、まとめて同時に行ってもよく
、別々に順番に行ってもよい。
【０１３１】
　より具体的には、顧客口座入出金処理手段３９は、売り注文の場合には、顧客端末装置
１０から送信されてきて注文データベース５７に記憶されている売買指示情報（図８参照
）若しくは証券会社サーバ２０から送信されてきた売買結果情報（図８参照）に含まれる
顧客口座識別情報（金融機関コード、支店コード、口座番号等）をキーとして、仲介業者
に開設された顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベース５１を検索し、該当する
顧客の口座のデータを更新することにより、顧客口座データベース５１への売付代金の少
なくとも一部の入金処理を含む決済処理を行う。一方、買い注文の場合には、売買指示情
報若しくは売買結果情報に含まれる顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設され
た顧客の口座のデータ管理用の顧客口座データベース５１を検索し、該当する顧客の口座
のデータを更新することにより、顧客口座データベース５１からの買付代金の少なくとも
一部の出金処理を含む決済処理を行う。
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【０１３２】
　なお、本実施形態では、顧客口座入出金処理手段３９は、売り注文の場合には、仲介業
者サーバ３０に接続された顧客口座データベース５１への売付代金の少なくとも一部の入
金処理を含む決済処理を行う構成とされていたが、仲介業者以外の業者（例えば、仲介業
者と提携する銀行等）に開設された顧客の口座のデータを管理するために仲介業者以外の
業者のシステムに接続された顧客口座データベース（不図示）への売付代金の少なくとも
一部のネットワーク２を介した送金処理を含む決済処理を行う構成としてもよい。この場
合には、顧客口座入出金処理手段３９は、顧客口座識別情報を仲介業者以外の業者のシス
テムに送信する。
【０１３３】
　証券会社口座入出金処理手段４０は、証券会社サーバ２０からネットワーク２を介して
送信されてくる売買結果情報（図８参照）に含まれる確定した売付代金若しくは買付代金
、またはこれらの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報（本実施形態では、委託
手数料および消費税、並びに仲介手数料）に基づき、売り注文の場合には、証券会社の口
座のデータ管理用の証券会社口座データベース５２からの売付代金の出金処理（証券会社
が一時的に預った形になっている売付代金を証券会社の口座から引き落とす処理）を含む
決済処理を行い、買い注文の場合には、証券会社口座データベース５２への買付代金の入
金処理（証券会社が一時的に立て替えた形になっている買付代金を証券会社の口座に振り
込む処理）を含む決済処理を行うものである（図３のステップＳ１３および図４のステッ
プＳ２９参照）。ここで、売付代金の出金処理を含む決済処理には、顧客が証券会社から
受け取るべき売付代金の出金処理、顧客が証券会社に支払うべき委託手数料およびそれに
かかる消費税の入金処理、並びに証券会社が仲介業者に支払う仲介手数料の出金処理が含
まれ、これらの各処理は、まとめて同時に行ってもよく、別々に順番に行ってもよい。ま
た、買付代金の入金処理を含む決済処理には、顧客が証券会社に支払うべき買付代金の入
金処理、顧客が証券会社に支払うべき委託手数料およびそれにかかる消費税の入金処理、
並びに証券会社が仲介業者に支払う仲介手数料の出金処理が含まれ、これらの各処理は、
まとめて同時に行ってもよく、別々に順番に行ってもよい。
【０１３４】
　より具体的には、証券会社口座入出金処理手段４０は、先ず、売買結果情報として証券
会社サーバ２０から送信されてくる証券会社識別情報（証券会社を示す金融機関コード等
）に基づき、決済処理用の口座として契約等で証券会社の意向に従って予め定められてい
る仲介業者に開設された証券会社の口座を識別するための証券会社口座識別情報（金融機
関コード、支店コード、口座番号等）を、仲介業者サーバ３０に接続された証券会社指定
口座記憶手段（不図示）から取得する。なお、このような証券会社口座識別情報を、売買
結果情報に含ませて証券会社サーバ２０から送信してくる構成としてもよい。そして、売
り注文の場合には、証券会社口座識別情報をキーとして、仲介業者に開設された証券会社
の口座のデータ管理用の証券会社口座データベース５２を検索し、該当する証券会社の口
座のデータを更新することにより、証券会社口座データベース５２からの売付代金の出金
処理を含む決済処理を行う。一方、買い注文の場合には、証券会社口座識別情報をキーと
して、証券会社口座データベース５２を検索し、該当する証券会社の口座のデータを更新
することにより、証券会社口座データベース５２への買付代金の入金処理を含む決済処理
を行う。
【０１３５】
　なお、本実施形態では、説明の便宜上、証券会社Ｙについては、証券会社口座入出金処
理手段４０による処理が行われる一方、証券会社サーバ２０の仲介業者口座入出金処理手
段２３による処理は行われず、証券会社Ｘについては、証券会社サーバ２０の仲介業者口
座入出金処理手段２３による処理が行われる一方、証券会社口座入出金処理手段４０によ
る処理は行われないものとして説明を行っているので、証券会社口座入出金処理手段４０
は、本実施形態では、専ら証券会社Ｙに関する決済処理を行うものとされている。但し、
証券会社Ｘおよび証券会社Ｙの双方に関する決済処理を、証券会社サーバ２０の仲介業者
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口座入出金処理手段２３による処理で行ってもよく、あるいは双方に関する決済処理を証
券会社口座入出金処理手段４０により行ってもよい。
【０１３６】
　また、本実施形態では、証券会社口座入出金処理手段４０は、買い注文の場合には、仲
介業者サーバ３０に接続された証券会社口座データベース５２への買付代金の入金処理（
証券会社が一時的に立て替えた形になっている買付代金を証券会社の口座に振り込む処理
）を含む決済処理を行う構成とされているが、仲介業者以外の業者（例えば、仲介業者と
提携する銀行等）に開設された証券会社の口座のデータを管理するために仲介業者以外の
業者のシステムに接続された証券会社口座データベース（不図示）への買付代金のネット
ワーク２を介した送金処理を含む決済処理を行う構成としてもよい。この場合には、証券
会社口座入出金処理手段４０は、証券会社口座識別情報を仲介業者以外の業者のシステム
に送信する。
【０１３７】
　確定金額算出処理手段４１は、顧客により発注証券会社が複数社指定された場合に、証
券会社サーバ２０の確定金額算出部２１Ｂにより行われる確定金額算出処理の一部を行う
か、または算出を支援する処理を行うものである。この確定金額算出処理手段４１は、各
証券会社サーバ２０の確定金額算出部２１Ｂから、注文識別情報とともに、それぞれ個別
に送信されてくる各社分の売付代金または買付代金を受信し、注文識別情報に基づき注文
データベース５７の該当する注文のレコードに各社分の売付代金または買付代金を格納す
る。続いて、顧客により指定された全ての証券会社分の売付代金または買付代金が注文デ
ータベース５７に格納された時点で、確定金額算出処理手段４１は、各証券会社分の売付
代金または買付代金の総額を算出し、算出した売付代金または買付代金の総額に応じて委
託手数料テーブル（不図示）を用いて委託手数料を算出し、さらに消費税、仲介手数料、
優先順位を考慮した各口座の入出金額を算出する。そして、算出した売付代金または買付
代金の総額、委託手数料、消費税、仲介手数料、優先順位を考慮した各口座の入出金額を
ネットワーク２を介して各証券会社サーバ２０に送信する。
【０１３８】
　なお、確定金額算出処理手段４１により、各証券会社分の売付代金または買付代金の総
額の算出を行い、これをネットワーク２を介して各証券会社サーバ２０に送信し、各証券
会社サーバ２０で、委託手数料、消費税、仲介手数料、優先順位を考慮した各口座の入出
金額の算出を行う構成としてもよい。また、各社の証券会社サーバ２０に送信する売買取
次情報に、他の証券会社の証券会社識別情報を含ませておき、各証券会社サーバ２０の売
買処理実行部２１Ａによる処理を行った後に、証券会社サーバ２０間でネットワーク２を
介したデータの送受信を行うことにより、他の証券会社分の売付代金または買付代金を把
握する構成としてもよい。この場合には、例えば、顧客により指定された全ての証券会社
の証券会社サーバ２０から、確定した自社分の売付代金または買付代金が、注文識別情報
とともに、その他の全ての証券会社サーバ２０へネットワーク２を介して送信され、各証
券会社サーバ２０でそれぞれ個別に委託手数料、消費税、仲介手数料、優先順位を考慮し
た各口座の入出金額の算出処理が行われる構成としてもよく、あるいは複数の証券会社サ
ーバ２０の中で幹事役となる証券会社サーバ２０を、仲介業者サーバ３０からの売買取次
情報等で定め、この幹事役の証券会社サーバ２０に他の各社の証券会社サーバ２０による
売買処理分の売付代金または買付代金を注文識別情報とともにネットワーク２を介して送
信して集中させ、幹事役の証券会社サーバ２０で売付代金または買付代金の総額を算出し
た後、幹事役の証券会社サーバ２０からその他の全ての証券会社サーバ２０へネットワー
ク２を介して売付代金または買付代金の総額を注文識別情報とともに送信する構成として
もよい。従って、以上のように証券会社サーバ２０間でネットワーク２を介したデータの
送受信を行う場合には、注文識別情報が各社の情報を結び付ける役割を果たす。
【０１３９】
　また、顧客により発注証券会社が複数社指定された取引のみならず、全ての取引につい
て、確定金額算出処理手段４１により、確定した売付代金または買付代金（複数社の場合
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には、各社での売買処理による売付代金または買付代金の総額の算出処理を含む。）から
、委託手数料、消費税、仲介手数料、優先順位を考慮した各口座の入出金額についての確
定金額を算出する処理を行う構成としてもよい。この場合には、証券会社サーバ２０の確
定金額算出部２１Ｂは、確定金額の算出処理自体は行わず、確定金額算出処理手段４１と
のデータの送受信のみを行う。
【０１４０】
　基準値記憶手段５０は、成行注文が行われた場合の値幅制限の基準値となる前日の株価
の終値または気配値を記憶するものである。この基準値記憶手段５０に記憶される基準値
は、時価情報取得手段３４により、証券価格情報提供システム６０または証券会社サーバ
２０からネットワーク２を介して取得されたデータである。
【０１４１】
　顧客口座データベース５１は、仲介業者に開設された各顧客の口座のデータを各顧客毎
に記憶するものである。
【０１４２】
　証券会社口座データベース５２は、仲介業者に開設された各証券会社の口座のデータを
各証券会社毎に記憶するものである。なお、証券会社口座データベース５２は、顧客口座
データベース５１と一体化されて各顧客の口座のデータと同列に管理されるものであって
もよい。
【０１４３】
　仲介手数料データベース５３は、仲介業者が証券会社から受け取った仲介手数料のデー
タ（累計額を含む。）を記憶するものである。この仲介手数料データベース５３に記憶さ
れる仲介手数料の累計額等のデータは、例えば、証券会社サーバ２０に接続された仲介業
者口座データベース２７のデータとの照合を行うことによる仲介手数料の入金の有無の確
認作業等に利用される。
【０１４４】
　認証データベース５４は、認証用のデータとして、各顧客の仲介業者用顧客識別情報（
仲介業者が顧客に付した顧客ＩＤ等）と、本人認証情報（顧客の暗証番号、パスワード、
虹彩、指紋、声紋等）とを対応させて記憶するものである。
【０１４５】
　顧客識別情報変換テーブル５５は、各顧客の仲介業者用顧客識別情報（仲介業者が顧客
に付した顧客ＩＤ等）と、証券会社用顧客識別情報（証券会社が顧客に付した顧客ＩＤ等
）との対応関係を記憶するものである。なお、これらの顧客識別情報は、顧客ＩＤに限ら
ず、例えば、顧客の名前、電話番号、電子メールアドレス、住所、ニックネーム、あるい
はこれらの組合せ等でもよい。
【０１４６】
　顧客口座識別情報記憶手段５６は、仲介業者または証券会社に開設された顧客の口座を
識別するための顧客口座識別情報（金融機関コード、支店コード、口座番号等）を各顧客
毎に記憶するものである。この顧客口座識別情報記憶手段５６には、顧客の仲介業者用顧
客識別情報（仲介業者が顧客に付した顧客ＩＤ等）と、その顧客の一つまたは複数の口座
を識別するための一つまたは複数の顧客口座識別情報とが対応する形で記憶されている。
この顧客口座識別情報記憶手段５６に記憶させるデータを作成するにあたっては、顧客の
最初のアクセスでのオンライン契約時や書面契約時等に顧客により決済処理用の口座の選
択候補として指定された口座についての顧客口座識別情報を記憶し、以降、顧客のオンラ
インまたは書面での選択候補口座の追加・削除・変更登録により、記憶する顧客口座識別
情報を変化させてもよく、あるいは仲介業者サーバ３０が各顧客の仲介業者用顧客識別情
報に基づき、顧客口座データベース５１から各顧客の選択候補口座となり得る口座につい
ての顧客口座識別情報を自動抽出するとともに、証券会社サーバ２０が各顧客の証券会社
用顧客識別情報に基づき、顧客口座データベース２６から各顧客の選択候補口座となり得
る口座についての顧客口座識別情報を自動抽出し、自動抽出した顧客口座識別情報を記憶
するようにしてもよい。
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【０１４７】
　なお、顧客口座識別情報記憶手段５６は、一つまたは複数の選択候補口座についての顧
客口座識別情報を各顧客毎に記憶するものであり、ある顧客の選択候補口座が１つしかな
く、毎回の売買取引のためのアクセス時に、顧客が、結果的にその唯一の口座しか選択で
きない状況が生じても、あくまでもシステム上は、顧客がその唯一の口座を選択したこと
になる。これに対し、顧客により予め指定された口座（決済処理用の口座として固定的に
用いられる口座）についての顧客口座識別情報を、仲介業者サーバ３０または証券会社サ
ーバ２０に接続された顧客指定口座記憶手段に記憶しておく構成としてもよい。この場合
には、顧客指定口座記憶手段に記憶される顧客口座識別情報は、顧客口座識別情報記憶手
段５６に記憶される選択候補口座についての顧客口座識別情報とは異なり、固定的な口座
についての顧客口座識別情報となる。従って、この場合には、顧客は、毎回の売買取引の
ためのアクセス時に、決済処理用の口座を選択する操作は行わない。
【０１４８】
　注文データベース５７は、売買指示情報受信手段３５により受信した売買指示情報、お
よび売買取次情報送信手段３７により送信する売買取次情報を、注文識別情報に対応させ
て各注文毎に記憶するものである。また、注文データベース５７には、一部の取引（本実
施形態では、顧客により、発注する証券会社が複数社指定された場合の取引）について、
各証券会社（例えば、証券会社Ｘおよび証券会社Ｙ）の証券会社サーバ２０の売買処理手
段２１による売買処理を行って各社分の売付代金または買付代金が確定した時点で、確定
金額算出処理手段４１により、それらの各社分の確定した売付代金または買付代金等の売
買注文約定情報が書き込まれて保存される。この際、確定金額算出処理手段４１は、各証
券会社サーバ２０の確定金額算出部２１Ｂから注文識別情報とともにネットワーク２を介
して送信されてきた売買注文約定情報を受信し、注文識別情報をキーとして注文データベ
ース５７を検索し、該当する注文のレコードに売買注文約定情報を記憶させる。
【０１４９】
　以上において、証券会社サーバ２０に含まれる各手段２１～２４および仲介業者サーバ
３０に含まれる各手段３１～４１は、証券会社サーバ２０および仲介業者サーバ３０を構
成する各コンピュータ（パーソナル・コンピュータのみならず、その上位機種のものも含
む。）の内部に設けられた中央演算処理装置（ＣＰＵ）、およびこのＣＰＵの動作手順を
規定する一つまたは複数のプログラムにより実現される。
【０１５０】
　また、証券会社サーバ２０および仲介業者サーバ３０は、一台のコンピュータあるいは
一つのＣＰＵにより実現されるものに限定されず、複数のコンピュータ等で分散処理（各
手段２１～２４，３１～４１の処理内容に応じた機能的な分散処理、および並列処理によ
る処理速度向上のための分散処理を含む。）を行うことにより実現されるものであっても
よい。
【０１５１】
　さらに、各データベース２５～２７，５１～５４，５７、各記憶手段５０，５６、顧客
識別情報変換テーブル５５、および図示されない値幅制限テーブルや委託手数料テーブル
、仲介業者指定口座記憶手段や証券会社指定口座記憶手段には、例えば、ハードディスク
、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、ＲＡＭ、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ
、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＦＤ、磁気テープ、あるいはこれらの
組合せ等を採用することができる。なお、値幅制限テーブルは、固定的なテーブルである
ため、プログラム内部にデータを記述して実現してもよく、この場合には、最終的に残高
チェック処理手段３６の処理実行時に主メモリに存在することになるので、値幅制限テー
ブルは、主メモリ上の記憶領域により実現される。委託手数料テーブルも固定的なテーブ
ルであるため同様である。
【０１５２】
　このような本実施形態においては、以下のようにして有価証券売買取引システム１を用
いてオンラインでの有価証券の売買取引が行われる。
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【０１５３】
　図２において、先ず、顧客（投資家）は、自己の操作する顧客端末装置１０の電源を投
入し、例えば、ＷＥＢブラウザを立ち上げる等してインターネット等のネットワーク２へ
の接続環境を整え、有価証券のオンライン取引を開始する（ステップＳ１）。
【０１５４】
　続いて、顧客は、仲介業者の開設するサイトにＵＲＬを送信してアクセスし、仲介業者
（例えば銀行）のホームページを開き、そのページで売買指示入力画面（図５～図７参照
）の送信要求を行う（ステップＳ２）。
【０１５５】
　仲介業者サーバ３０では、ネットワーク２を介して顧客端末装置１０から送信されてく
る売買指示入力画面の送信要求信号を受信すると、本人の特定を行うための売買指示入力
画面をネットワーク２を介して顧客端末装置１０に送信する。顧客は、顧客端末装置１０
で、売買指示入力画面を用いて、あるいは売買指示入力画面の指示に従って、仲介業者用
顧客識別情報（仲介業者が顧客に付与した顧客ＩＤ等）および本人認証情報（顧客の暗証
番号、パスワード、虹彩、指紋、声紋等）を入力し、これらの情報をネットワーク２を介
して仲介業者サーバ３０に送信する。
【０１５６】
　仲介業者サーバ３０では、ネットワーク２を介して顧客端末装置１０から送信されてき
た仲介業者用顧客識別情報および本人認証情報（売買指示情報の一部：図８参照）を受信
すると、売買指示情報受信手段３５により、認証データべース５４を用いて認証処理を行
う。そして、認証処理の結果、本人であることが確認できた場合には、口座残高データ取
得手段３２により、仲介業者用顧客識別情報に基づき、顧客口座識別情報記憶手段５６か
ら、該当する顧客の口座を識別するための顧客口座識別情報（金融機関コード、支店コー
ド、口座番号等）を取得し、この顧客口座識別情報をキーとして、仲介業者サーバ３０に
接続された顧客口座データベース５１および証券会社サーバ２０に接続された顧客口座デ
ータベース２６から、仲介業者サーバ３０にアクセスしてきた顧客の口座の残高データを
取得する（ステップＳ３）。この際、顧客口座データベース２６の残高データは、口座残
高データ取得手段３２が証券会社サーバ２０にアクセスして顧客口座識別情報を送信した
後、証券会社サーバ２０による顧客口座識別情報をキーとした検索処理を経て証券会社サ
ーバ２０からネットワーク２を介して送信されてくる（ステップＳ４）。なお、顧客口座
データベース２６の残高データの取得処理は、図２に示すように顧客のアクセス時にその
顧客の分だけ行ってもよいが、口座残高データ取得手段３２が定期的に残高データの取得
処理を行うことにより、予め顧客全員分の残高データを取得しておいてもよい。
【０１５７】
　また、証券残高データ取得手段３３により、売買指示情報に含まれる仲介業者用顧客識
別情報を顧客識別情報変換テーブル５５を用いて証券会社用顧客識別情報に変換し、証券
会社サーバ２０にアクセスして証券会社用顧客識別情報を送信することにより、証券会社
サーバ２０による証券会社用顧客識別情報をキーとした検索処理を経て、証券会社サーバ
２０に接続された顧客証券保有情報データベース２５から、仲介業者サーバ３０にアクセ
スしてきた顧客の保有する有価証券の残高データをネットワーク２を介して取得する（ス
テップＳ３，Ｓ４）。なお、顧客証券保有情報データベース２５の残高データの取得処理
は、図２に示すように顧客のアクセス時にその顧客の分だけ行ってもよいが、証券残高デ
ータ取得手段３３が定期的に残高データの取得処理を行うことにより、予め顧客全員分の
残高データを取得しておいてもよい。
【０１５８】
　さらに、時価情報取得手段３４により、証券価格情報提供システム６０または証券会社
サーバ２０から、ネットワーク２を介して有価証券の時価情報（本実施形態では、株価）
を取得する（ステップＳ３）。この時価情報の取得処理は、図２に示すように顧客のアク
セス時に行ってもよいが、時価情報取得手段３４が定期的に時価情報の取得処理を行うこ
とにより、予め全ての上場株式について取得しておいてもよい。なお、顧客のアクセス時
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に取得処理を行うときには、売り注文の場合には、その顧客の保有している全ての銘柄に
ついての時価情報を取得してもよく、あるいは顧客による売り注文に係る銘柄の指定があ
った後にその銘柄のみについての時価情報を取得してもよい。また、買い注文の場合には
、顧客による買い注文に係る銘柄の指定があった後にその銘柄のみについての時価情報を
取得してもよく、あるいは全ての上場株式についての時価情報を取得してもよい。
【０１５９】
　そして、入力画面送信手段３１により、売買指示入力画面（図５～図７参照）の表示用
情報が、ネットワーク２を介して顧客端末装置１０に送信される（ステップＳ５）。この
表示用情報には、口座残高データ、証券残高データ、有価証券の時価情報が含まれる。す
ると、顧客端末装置１０の表示手段（例えば、液晶ディスプレイやＣＲＴディスプレイ等
）の画面上には、図５～図７に示すような売買指示入力画面が表示される。なお、図２で
は、説明の便宜上、有価証券の時価情報の取得処理（ステップＳ３）の後に、売買指示入
力画面の表示用情報の送信処理（ステップＳ４）を行う手順となっているが、実際には、
顧客端末装置１０と仲介業者サーバ３０との間で情報の送受信が何回か行われてもよく、
売買指示入力画面が顧客端末装置１０の画面上に表示され、顧客による注文に係る銘柄の
指定があった後に、有価証券の時価情報の取得処理が行われてその情報が追加的に画面表
示されてもよい。
【０１６０】
　図５において、売買指示入力画面の一つである買い注文画面１００には、仲介業者と契
約している証券会社（ここでは、Ｘ証券およびＹ証券の２社とする。）の中から発注証券
会社を選択して指定する発注証券会社指定部１１０と、注文内容指定部１２０と、試算額
表示部１３０と、証券残高表示部１４０と、買付代金等の引き落し口座に関する情報の表
示・入力を行う引落口座情報表示・入力部１５０と、「発注」ボタン１６０とが設けられ
ている。
【０１６１】
　注文内容指定部１２０は、銘柄コード入力部１２１と、銘柄名入力部１２２と、市場選
択部１２３と、売買数量指定部１２４と、成行注文選択部１２５と、指値注文選択部１２
６と、指値注文を選択した場合の指値を入力する指値入力部１２７とを備えている。
【０１６２】
　試算額表示部１３０は、注文内容指定部１２０で指定された注文に係る銘柄についての
価格（単価）を表示する価格表示部１３１と、試算された買付代金を表示する買付代金表
示部１３２と、試算された買付代金に応じた委託手数料を表示する委託手数料表示部１３
３と、委託手数料にかかる消費税を表示する消費税表示部１３４と、買付代金に委託手数
料および消費税を加えた買付に必要な金額を表示する必要金額表示部１３５とを備えてい
る。
【０１６３】
　価格表示部１３１に表示される価格は、成行注文を選択した場合には、直近値、すなわ
ち時価情報取得手段３４により取得した時価であり、指値注文を選択した場合には、指値
入力部１２７で入力した指値となる。例えば、図示の例では、指値入力部１２７で指値が
３００円と入力されているので、価格表示部１３１には、３００円と表示されている。
【０１６４】
　買付代金表示部１３２に表示される買付代金は、売買数量指定部１２４で指定された売
買数量（買付株数）（例えば、５，０００株）と、価格表示部１３１に表示された価格（
例えば、３００円）とを乗じて算出された金額（例えば、１，５００，０００円）である
。この買付代金は、顧客端末装置１０で算出することができるが、通信を行って仲介業者
サーバ３０で算出してもよい。
【０１６５】
　委託手数料表示部１３３に表示される委託手数料は、買付代金の大小に応じて定まり、
買付代金の金額と、これに対応する委託手数料の金額とを対にした状態で記憶する委託手
数料テーブル（不図示）を用いて決定される。この委託手数料（例えば、１０，０００円



(47) JP 4481754 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

）および消費税表示部１３４に表示される消費税（例えば、５００円）は、顧客端末装置
１０で算出することができるが、通信を行って仲介業者サーバ３０で算出してもよい。従
って、委託手数料テーブル（不図示）は、売買指示入力画面とともに顧客端末装置１０に
送信してもよく、仲介業者サーバ３０に記憶しておいてもよい。
【０１６６】
　必要金額表示部１３５に表示される必要金額は、買付代金（例えば、１，５００，００
０円）に、委託手数料（例えば、１０，０００円）および消費税（例えば、５００円）を
加算して算出される。この必要金額（１，５１０，５００円）も、顧客端末装置１０で算
出することができるが、通信を行って仲介業者サーバ３０で算出してもよい。
【０１６７】
　証券残高表示部１４０には、仲介業者と契約している証券会社（Ｘ証券およびＹ証券）
の管理下で顧客が保有する株式の保有情報（銘柄コード、銘柄名、株数、買付日、買付単
価）が各証券会社の各株式毎に表示される。
【０１６８】
　引落口座情報表示・入力部１５０は、顧客が開設している各口座の支店表示部１５１と
、支店コード表示部１５２と、口座番号表示部１５３と、各口座の残高を各口座毎に個別
に表示する口座残高表示部１５４と、買付代金等の引き落しの決済処理用の口座の選択を
行うとともに選択した各口座から引き落とす金額を各口座毎に個別に入力指定する引落金
額入力指定部１５５と、各口座からの出金処理を行う際の優先順位を各口座毎に個別に設
定する優先順位設定部１５６とを備えている。図示の例では、仲介業者である銀行（当行
）に開設された２つの支店の普通預金の口座と、Ｘ証券に開設された証券総合口座である
ＭＲＦの口座と、Ｙ証券に開設された証券総合口座であるＭＲＦの口座とが表示されてい
る。
【０１６９】
　顧客は、先ず、発注証券会社指定部１１０で発注証券会社を指定し、注文内容指定部１
２０で注文内容を指示し、次に、必要金額表示部１３５に表示された必要金額（１，５１
０，５００円）を参照するとともに、口座残高表示部１５４に表示された各口座の残高を
参照し、買付に必要な金額を、自己のいずれの口座から引き落とすのか、各口座の負担割
合をどうするのかを決めた後、引落金額入力指定部１５５に各口座毎に引落金額を入力す
るとともに、優先順位設定部１５６で各口座毎に優先順位を設定する。図示の例では、仲
介業者である銀行（当行）の蒲田支店の普通預金の口座に、１，０００，０００円（優先
順位１）、大森支店の普通預金の口座に、３００，０００円（優先順位２）、Ｘ証券のＭ
ＲＦの口座に、２１０，５００円（優先順位３）を入力し、合計１，５１０，５００円と
なるようにしている。なお、入力指定した各口座の引落金額の合計額が、必要金額表示部
１３５に表示された必要金額と一致しない場合には、不一致を告知する表示を出したり、
引落金額を示す数字や引落金額入力指定部１５５を赤色表示等にする等の警告表示を行う
構成とすることが好ましい。また、図示の例では、発注証券会社指定部１１０でＸ証券が
指定されているので、Ｙ証券のＭＲＦの口座からの引き落しは、「不可」となっている。
【０１７０】
　本実施形態では、一例として、優先順位設定部１５６で設定した優先順位の高い口座に
ついて指定した金額を極力維持するという取り決めに基づき、出金処理が行われる。図示
の例では、指値注文が選択されているが、成行注文を選択したものと仮定し、約定した取
引の買付代金が、試算額の１，５００，０００円を超えてしまったものとする。例えば、
値幅制限の基準値となる前日の終値が３００円であるものとすると、上下８０円の制限値
幅となるので、当日の株価の範囲は、２２０円～３８０円が上下の限度となる。ここで、
最大の単価３８０円で５，０００株が約定したものとすると、１，９００，０００円が買
付代金の確定額となる。そして、これに対応する委託手数料は、２，０００円増額して１
２，０００円となり、消費税は、６００円となるので、買付に必要な金額は、合計で１，
９１２，６００円となる。このとき、オーバーしてしまった分の４０２，１００円につい
ては、先ず、優先順位の最も低いＸ証券のＭＲＦの口座で調整する。図示の例では、Ｘ証
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券のＭＲＦの口座の残高は、２，０００，０００円であり、当初指定額の２１０，５００
円およびオーバー分の４０２，１００円の合計額６１２，６００円を引き落とすことがで
きるので、オーバー分の調整は、この優先順位の最も低いＸ証券のＭＲＦの口座のみで行
うことができる。結果として、優先順位１の蒲田支店の普通預金の口座からの引落金額は
、１，０００，０００円で変更なし、優先順位２の大森支店の普通預金の口座からの引落
金額は、３００，０００円で変更なし、優先順位３のＸ証券のＭＲＦの口座からの引落金
額は、変更されて６１２，６００円となる。
【０１７１】
　一方、約定した取引の買付代金が、試算額の１，５００，０００円未満になってしまっ
たものとする。例えば、買付代金が値幅制限の下限の１，１００，０００円、委託手数料
６，０００円、消費税３００円、合計１，１０６，３００円で確定したものとすると、マ
イナス分の４０４，２００円の調整は、先ず、優先順位３のＸ証券のＭＲＦの口座で行い
、これだけでは調整できないので、次に、優先順位２の大森支店の普通預金の口座で行う
。結果として、優先順位１の蒲田支店の普通預金の口座からの引落金額は、１，０００，
０００円で変更なし、優先順位２の大森支店の普通預金の口座からの引落金額は、変更さ
れて１０６，３００円となり、優先順位３のＸ証券のＭＲＦの口座からの引落金額は、変
更されて０円となる。
【０１７２】
　図６において、売買指示入力画面の一つである売り注文画面２００には、仲介業者と契
約している証券会社（ここでは、Ｘ証券およびＹ証券の２社とする。）の中から発注証券
会社を選択して指定する発注証券会社指定部２１０と、注文内容指定部２２０と、試算額
表示部２３０と、証券残高表示部２４０と、売付代金等の入金口座に関する情報の表示・
入力を行う入金口座情報表示・入力部２５０と、「発注」ボタン２６０とが設けられてい
る。
【０１７３】
　発注証券会社指定部２１０は、複数（本実施形態では、２社とする。）の発注証券会社
を一画面で指定するための第１の発注証券会社指定部２１１と、第２の発注証券会社指定
部２１２とを備えている。ここでは、第１、第２の発注証券会社指定部２１１，２１２で
Ｘ証券、Ｙ証券をそれぞれ指定するものとする。
【０１７４】
　注文内容指定部２２０は、銘柄コード入力部２２１と、銘柄名入力部２２２と、市場選
択部２２３と、第１の発注証券会社指定部２１１で指定した証券会社に発注する売買数量
を指定する第１の売買数量指定部２２４と、第１の発注証券会社指定部２１１で指定した
証券会社を表示する第１の発注証券会社表示部２２４Ａと、第２の発注証券会社指定部２
１２で指定した証券会社に発注する売買数量を指定する第２の売買数量指定部２２５と、
第２の発注証券会社指定部２１２で指定した証券会社を表示する第２の発注証券会社表示
部２２５Ａと、成行注文選択部２２６と、指値注文選択部２２７と、指値注文を選択した
場合の指値を入力する指値入力部２２８とを備えている。
【０１７５】
　試算額表示部２３０は、注文内容指定部２２０で指定された注文に係る銘柄についての
価格（単価）を表示する価格表示部２３１と、試算された売付代金を表示する売付代金表
示部２３２と、試算された売付代金に応じた委託手数料を表示する委託手数料表示部２３
３と、委託手数料にかかる消費税を表示する消費税表示部２３４と、売付代金から委託手
数料および消費税を差し引いた受取金額を表示する受取金額表示部２３５とを備えている
。
【０１７６】
　価格表示部２３１に表示される価格は、成行注文を選択した場合には、直近値、すなわ
ち時価情報取得手段３４により取得した時価であり、指値注文を選択した場合には、指値
入力部２２８で入力した指値となる。例えば、図示の例では、指値入力部２２８で指値が
６００円と入力されているので、価格表示部２３１には、６００円と表示されている。
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【０１７７】
　売付代金表示部２３２に表示される売付代金は、第１の売買数量指定部２２４で指定さ
れた売買数量（売付株数）（例えば、２，０００株）および第２の売買数量指定部２２５
で指定された売買数量（売付株数）（例えば、１，０００株）の合計数量（例えば、３，
０００株）と、価格表示部２３１に表示された価格（例えば、６００円）とを乗じて算出
された金額（例えば、１，８００，０００円）である。この売付代金は、顧客端末装置１
０で算出することができるが、通信を行って仲介業者サーバ３０で算出してもよい。
【０１７８】
　委託手数料表示部２３３および消費税表示部２３４は、図５の買い注文画面１００の場
合と同様である。なお、Ｘ証券およびＹ証券への委託手数料は、同じ設定とされている。
【０１７９】
　受取金額表示部２３５に表示される受取金額は、売付代金（例えば、１，８００，００
０円）から、委託手数料（例えば、１２，０００円）および消費税（例えば、６００円）
を減算して算出される。この受取金額（１，７８７，４００円）も、顧客端末装置１０で
算出することができるが、通信を行って仲介業者サーバ３０で算出してもよい。
【０１８０】
　なお、本実施形態では、試算額表示部２３０には、特定口座で源泉徴収ありを選択した
場合の源泉徴収分を差し引いた受取金額の表示がなされていないが、源泉徴収額表示部を
設け、受取金額表示部２３５に源泉徴収分を差し引いた受取金額を表示する構成としても
よい。
【０１８１】
　証券残高表示部２４０には、仲介業者と契約している証券会社（Ｘ証券およびＹ証券）
の管理下で顧客が保有する株式の保有情報（銘柄コード、銘柄名、株数、買付日、買付単
価）が各証券会社の各株式毎に表示される。顧客は、ここに表示される株式を売却するこ
とができる。
【０１８２】
　入金口座情報表示・入力部２５０は、入金口座として仲介業者（ここでは、銀行）の口
座を選択する仲介業者口座選択部２５１と、入金口座として証券会社の口座を選択する証
券会社口座選択部２５２と、顧客が開設している各口座の支店表示部２５３と、支店コー
ド表示部２５４と、口座番号表示部２５５と、各口座の残高を各口座毎に個別に表示する
口座残高表示部２５６と、売付代金等の決済処理用の口座の選択を行うとともに選択した
各口座で受け取る金額を各口座毎に個別に入力指定する受取金額入力指定部２５７と、各
口座への入金処理を行う際の優先順位を各口座毎に個別に設定する優先順位設定部２５８
とを備えている。図６の例では、図５の場合と同様に、仲介業者である銀行（当行）に開
設された２つの支店の普通預金の口座と、Ｘ証券に開設された証券総合口座であるＭＲＦ
の口座と、Ｙ証券に開設された証券総合口座であるＭＲＦの口座とが表示されている。
【０１８３】
　顧客は、先ず、証券残高表示部２４０で自己の証券保有情報を参照し、いずれの銘柄の
株式をいずれの証券会社に発注し、どれ位の数量売却できるのかを把握した後、発注証券
会社指定部２１０で発注証券会社を指定し、注文内容指定部２２０で注文内容を指示する
。次に、受取金額表示部２３５に表示された受取金額（１，７８７，４００円）を参照す
るとともに、口座残高表示部２５６に表示された各口座の残高を参照し、売却で得た資金
を、自己のいずれの口座で受け取るのか、各口座への配分割合をどうするのかを決めた後
、仲介業者口座選択部２５１または証券会社口座選択部２５２で、入金口座として仲介業
者または証券会社の口座を選択する。図６の例では、仲介業者口座選択部２５１で仲介業
者である銀行の口座を選択するものとする。すると、受取金額入力指定部２５７において
、Ｘ証券およびＹ証券のＭＲＦの口座には、「不可」の表示が出てこれらの口座を選択す
ることができなくなるので、顧客は、仲介業者である銀行（当行）に開設された２つの支
店の普通預金の口座に、受取金額表示部２３５に表示された受取金額（１，７８７，４０
０円）を割り振り、各口座での受取金額を入力指定する。勿論、いずれか一方の支店の口



(50) JP 4481754 B2 2010.6.16

10

20

30

40

50

座で受け取る指定を行うこともできる。なお、２つの支店の普通預金の口座には、受取金
額表示部２３５に表示された受取金額（１，７８７，４００円）を例えば均等（ここでは
、２等分）に割り振った金額がデフォルト表示される構成としてもよい。また、顧客は、
２つの支店の普通預金の口座について、優先順位設定部２５８で優先順位の設定を行う。
【０１８４】
　図６の例では、仲介業者である銀行（当行）の蒲田支店の普通預金の口座に、１，００
０，０００円（優先順位１）、大森支店の普通預金の口座に、７８７，４００円（優先順
位２）を入力し、合計１，７８７，４００円となるようにしている。なお、入力指定した
各口座の受取金額の合計額が、受取金額表示部２３５に表示された受取金額と一致しない
場合には、不一致を告知する表示を出したり、受取金額を示す数字や受取金額入力指定部
２５７を赤色表示等にする等の警告表示を行う構成とすることが好ましい。
【０１８５】
　優先順位については、図５の買い注文画面１００の場合と同様であり、本実施形態では
、一例として、優先順位設定部２５８で設定した優先順位の高い口座について指定した金
額を極力維持するという取り決めに基づき、入金処理が行われる。従って、実際の受取金
額が、受取金額表示部２３５に表示された受取金額の試算額（１，７８７，４００円）よ
りも多い場合には、先ず、優先順位の低い方の大森支店の普通預金の口座での受取金額を
増やす調整を行い、一方、実際の受取金額が、受取金額表示部２３５に表示された受取金
額の試算額（１，７８７，４００円）よりも少ない場合には、先ず、優先順位の低い方の
大森支店の普通預金の口座での受取金額を減らす調整を行う。
【０１８６】
　図７には、売り注文画面２００において、証券会社口座選択部２５２で、入金口座とし
て証券会社の口座を選択した場合の例が示されている。従って、受取金額入力指定部２５
７において、仲介業者である銀行（当行）に開設された２つの支店の普通預金の口座には
、「不可」の表示が出てこれらの口座を選択することができなくなっている。図７の例で
は、Ｘ証券で保管・管理している有価証券の売却分（ここでは、Ａ社株３，０００株のう
ちの２，０００株）については、その売付代金は、Ｘ証券のＭＲＦの口座に入金され、一
方、Ｙ証券で保管・管理している有価証券の売却分（ここでは、Ａ社株２，０００株のう
ちの１，０００株）については、その売付代金は、Ｙ証券のＭＲＦの口座に入金される取
り決めとなっているので、受取金額表示部２３５に表示された受取金額の試算額（１，７
８７，４００円）の各口座への配分割合は、自動的に定まるため、受取金額入力指定部２
５７には、自動計算された各口座での受取金額が表示される。図７の例では、Ｘ証券での
売却株数：Ｙ証券での売却株数＝２，０００株：１，０００株であるため、この割合で受
取金額の試算額（１，７８７，４００円）が配分され、Ｘ証券のＭＲＦの口座には、１，
７８７，４００円×（２，０００株／３，０００株）＝１，１９１，６００円と表示され
、Ｙ証券のＭＲＦの口座には、１，７８７，４００円×（１，０００株／３，０００株）
＝５９５，８００円と表示されている。但し、このような各社合計の試算額に対する比例
配分計算ができるのは、Ｘ証券およびＹ証券の委託手数料体系が同じ場合である。一方、
委託手数料体系が異なる場合には、個々の証券会社毎に売付代金、委託手数料、消費税、
受取金額の試算額を算出する必要があるうえ、結局、各証券会社へ別々に発注したのと同
じことになるので、各証券会社に支払う委託手数料の合計額は、上記のように一括発注と
してその合計の売付代金で委託手数料を定めて比例配分する場合に比べ、高額になること
もあり得る。また、このような配分計算は、顧客端末装置１０で行うことができるが、通
信を行って仲介業者サーバ３０で配分計算をしてもよい。なお、特定口座で源泉徴収あり
を選択した場合に、受取金額表示部２３５の表示と合わせ、受取金額入力指定部２５７の
表示も、源泉徴収後の金額表示としてもよい。
【０１８７】
　そして、最後に、図５の買い注文画面１００や図６、図７の売り注文画面２００での入
力指定や設定を全て完了した状態で、「発注」ボタン１６０，２６０を押すと、顧客端末
装置１０からネットワーク２を介して売買指示情報（図８参照：但し、仲介業者用顧客識
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別情報および本人認証情報は、別の売買指示入力画面を用いて既に送信されているため除
かれる。）が仲介業者サーバ３０に送信される（図２のステップＳ６）。
【０１８８】
　続いて、仲介業者サーバ３０では、売買指示情報受信手段３５により売買指示情報を受
信すると、残高チェック処理手段３６により、受信した売買指示情報および口座残高デー
タ取得手段３２により取得した顧客の口座の残高データに基づき、顧客の口座の残高チェ
ックを行う（ステップＳ７）。この際、残高チェック処理手段３６は、基準値記憶手段５
０に記憶された基準値を用いて図示されない値幅制限テーブルを参照して買付代金の変動
額の最大値を算出し、算出した最大値に基づき、顧客の口座の残高が顧客による買い注文
に応じることができる許容額以上か否かを判断する。図５の例では、指値注文が選択され
ていたが、成行注文を選択したものと仮定すると、前述したように、値幅制限を考慮した
買付代金の変動額の最大値は、１，９１２，６００円となるので、本実施形態では、即時
決済取引の場合には、この買付代金の変動額の最大値の１，９１２，６００円と同じ金額
を許容額とし、いわゆる４日目取引の場合には、この買付代金の変動額の最大値の１，９
１２，６００円に対する一定割合の額（例えば、半分の額）を許容額とし、顧客の口座の
残高が、この許容額以上か否かを判断する。そして、判断した結果、許容額を満たしてい
ない場合には、顧客端末装置１０の画面上にその旨が表示され、顧客により注文内容の見
直しが行われる。
【０１８９】
　それから、仲介業者サーバ３０では、残高チェック処理手段３６により良好なチェック
結果が出た注文について、売買取次情報送信手段３７により、注文識別情報（注文コード
等）を生成付与し、顧客による売買指示情報に基づき売買取次情報を作成し（図８参照）
、作成した売買取次情報をネットワーク２を介して証券会社サーバ２０に送信する（ステ
ップＳ８）。
【０１９０】
　証券会社サーバ２０では、売買取次情報を受信すると、売買処理手段２１の売買処理実
行部２１Ａにより、売買取次情報に基づき顧客の注文を執行し、売買処理を実行する（ス
テップＳ９）。また、取引の約定後に、売買処理手段２１の確定金額算出部２１Ｂにより
、確定した売付代金または買付代金から、委託手数料、消費税、仲介手数料を算出し、さ
らに、顧客により決済処理用の口座として複数の口座が選択されている場合には、各口座
について顧客により入力指定された受取金額または引落金額と、それらの各口座について
顧客により設定された優先順位とに従って、各口座の入出金額を確定させる。なお、顧客
が発注証券会社を複数社指定している場合には、証券会社サーバ２０の確定金額算出部２
１Ｂと仲介業者サーバ３０の確定金額算出処理手段４１との間でのデータ通信を行うこと
により、各種の確定金額を算出する。
【０１９１】
　図３には、即時決済取引の場合におけるその後の処理が示され、図４には、普通取引（
いわゆる４日目取引）の場合におけるその後の処理が示されている。
【０１９２】
　図３において、証券会社サーバ２０では、仲介業者口座入出金処理手段２３により、売
買処理手段２１による売買処理を行って確定した売付代金若しくは買付代金、またはこれ
らの金額に応じて算出されたその他の確定金額情報（委託手数料および消費税、並びに仲
介手数料）に基づき、仲介業者口座識別情報をキーとして仲介業者口座データベース２７
を検索して該当する仲介業者の口座のデータを抽出し、変更することにより、仲介業者口
座データベース２７に対して入出金処理を行う（ステップＳ１０）。但し、このステップ
１０の処理は、本実施形態では、説明の便宜上、証券会社Ｘの証券会社サーバ２０では行
われるが、証券会社ＹについてはステップＳ１３の処理が行われるため、証券会社Ｙの証
券会社サーバ２０ではステップ１０の処理は行われないものとする。この際、証券会社Ｘ
の証券会社サーバ２０の仲介業者口座入出金処理手段２３は、売り注文の場合には、売付
代金の入金処理（仲介業者が預かる形になり、図６の例では、１，８００，０００円×（
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２，０００株／３，０００株）＝１，２００，０００円となる。）、顧客が証券会社Ｘに
支払う委託手数料および消費税の出金処理（仲介業者が立て替える形になり、図６の例で
は、（１２，０００円＋６００円）×（２，０００株／３，０００株）＝８，４００円と
なる。）、並びに証券会社Ｘが仲介業者に支払う仲介手数料の入金処理（仲介業者の取り
分を委託手数料および消費税の例えば２割の額とすれば、図６の例では、８，４００円×
０．２＝１，６８０円となる。）を行う。従って、仲介業者は、顧客の受取金額をトータ
ルで、１，２００，０００円－８，４００円＝１，１９１，６００円だけ一時的に預かる
ことになり、この分が後述するステップＳ１４の処理で、仲介業者に開設された顧客の口
座に入金される。
【０１９３】
　一方、証券会社Ｘの証券会社サーバ２０の仲介業者口座入出金処理手段２３は、買い注
文の場合には、買付代金の出金処理（仲介業者が立て替える形になり、図５の例では、１
，５００，０００円となる。）、顧客が証券会社に支払う委託手数料および消費税の出金
処理（仲介業者が立て替える形になり、図５の例では、１０，０００円＋５００円＝１０
，５００円となる。）、並びに証券会社が仲介業者に支払う仲介手数料の入金処理（仲介
業者の取り分を委託手数料および消費税の例えば２割の額とすれば、図５の例では、１０
，５００円×０．２＝２，１００円となる。）を行う。従って、仲介業者は、顧客の支払
金額をトータルで、１，５００，０００円＋１０，５００円＝１，５１０，５００円だけ
一時的に立て替えることになる。このように顧客がＸ証券のＭＲＦの口座から引き落とす
ことを指定した分の２１０，５００円まで含めて１，５１０，５００円の全てを一旦仲介
業者が立て替える処理を行う場合には、後述するステップＳ１１の処理で、顧客口座入出
金補完処理手段２２により、顧客口座データベース２６におけるＸ証券のＭＲＦの口座か
ら２１０，５００円を引き落とす出金処理を行ったときに、この引落金額を仲介業者口座
データベース２７に入金して戻す処理を行う。なお、顧客がＸ証券のＭＲＦの口座から引
き落とすことを指定した分の２１０，５００円を含めずに、顧客が仲介業者（ここでは、
銀行）の２つの支店の普通預金の口座から引き落とすことを指定した分の１，０００，０
００円＋３００，０００円＝１，３００，０００円のみについて一旦仲介業者が立て替え
る処理を行ってもよく、このような処理を行った場合でも、仲介手数料については、２，
１００円の全額分を仲介業者口座データベース２７に入金する。
【０１９４】
　続いて、証券会社サーバ２０では、顧客口座入出金補完処理手段２２により、売買処理
手段２１による売買処理を行って確定した売付代金若しくは買付代金、またはこれらの金
額に応じて算出されたその他の確定金額情報（委託手数料および消費税）に基づき、顧客
口座識別情報をキーとして顧客口座データベース２６を検索して該当する顧客の口座のデ
ータを抽出し、変更することにより、顧客口座データベース２６に対して入出金処理を行
う（ステップＳ１１）。但し、このステップＳ１１の処理は、顧客により、決済処理用の
口座として証券会社に開設された口座（本実施形態では、Ｘ証券およびＹ証券のＭＲＦの
口座）が選択されている場合のみ行われる。従って、決済処理用の口座として、仲介業者
（例えば銀行）の口座のみが選択された場合、あるいは仲介業者（例えば銀行）の口座し
か選択できないようになっている場合には、ステップＳ１１の処理は行われない。この際
、顧客口座入出金補完処理手段２２は、売り注文の場合には、売付代金の入金処理（図７
の例では、証券会社Ｘの証券会社サーバ２０の場合には、１，８００，０００円×（２，
０００株／３，０００株）＝１，２００，０００円となり、証券会社Ｙの証券会社サーバ
２０の場合には、１，８００，０００円×（１，０００株／３，０００株）＝６００，０
００円となる。）、並びに顧客が証券会社に支払う委託手数料および消費税の出金処理（
図７の例では、証券会社Ｘの証券会社サーバ２０の場合には、（１２，０００円＋６００
円）×（２，０００株／３，０００株）＝８，４００円となり、証券会社Ｙの証券会社サ
ーバ２０の場合には、（１２，０００円＋６００円）×（１，０００株／３，０００株）
＝４，２００円となる。）を行う。従って、顧客には、トータルで、証券会社Ｘの証券会
社サーバ２０から、証券会社Ｘに開設された顧客のＭＲＦの口座に対し、１，２００，０
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００円－８，４００円＝１，１９１，６００円の入金があり、証券会社Ｙの証券会社サー
バ２０から、証券会社Ｙに開設された顧客のＭＲＦの口座に対し、６００，０００円－４
，２００円＝５９５，８００円の入金があり、合わせて、１，７８７，４００円の入金が
あることになる。
【０１９５】
　一方、買い注文の場合には、買付代金、並びに顧客が証券会社に支払う委託手数料およ
び消費税の出金処理を行う。図５の例では、証券会社Ｘの証券会社サーバ２０の顧客口座
入出金補完処理手段２２は、証券会社Ｘに開設された顧客のＭＲＦの口座から、２１０，
５００円を引き落とす。
【０１９６】
　その後、売買結果情報送信手段２４により、売買処理手段２１により売買処理を行って
確定した売付代金または買付代金等の売買結果情報（図８参照）を含む取引明細書を、ネ
ットワーク２を介して仲介業者サーバ３０に送信する（ステップＳ１２）。
【０１９７】
　仲介業者サーバ３０では、売買結果情報を含む取引明細書を受信すると、受信した売買
結果情報に基づき証券会社口座入出金処理手段４０により、売買結果情報（図８参照）に
含まれる確定した売付代金若しくは買付代金、またはこれらの金額に応じて算出されたそ
の他の確定金額情報（委託手数料および消費税、並びに仲介手数料）に基づき、証券会社
口座識別情報をキーとして証券会社口座データベース５２を検索して該当する証券会社の
口座のデータを抽出し、変更することにより、証券会社口座データベース５２に対して入
出金処理を行う（ステップＳ１３）。但し、このステップＳ１３の処理は、本実施形態で
は、説明の便宜上、証券会社Ｙについては行うが、証券会社ＸについてはステップＳ１１
の処理が行われているので、ステップＳ１３の処理は行わないものとする。従って、証券
会社口座データベース５２において、証券会社Ｙが仲介業者に開設した口座のデータのみ
が入出金処理で変更されるものとする。この際、仲介業者サーバ３０の証券会社口座入出
金処理手段４０は、売り注文の場合には、顧客が証券会社Ｙから受け取るべき売付代金の
出金処理（証券会社Ｙが一時的に預った形になっている売付代金であり、図６の例では、
１，８００，０００円×（１，０００株／３，０００株）＝６００，０００円となる。）
、顧客が証券会社Ｙに支払うべき委託手数料および消費税の入金処理（図６の例では、（
１２，０００円＋６００円）×（１，０００株／３，０００株）＝４，２００円となる。
）、並びに証券会社Ｙが仲介業者に支払う仲介手数料の出金処理（仲介業者の取り分を委
託手数料および消費税の例えば２割の額とすれば、図６の例では、４，２００円×０．２
＝８４０円となる。）を行う。従って、証券会社Ｙは、顧客の受取金額をトータルで、６
００，０００円－４，２００円＝５９５，８００円だけ一時的に預かっていたことになり
、この分がステップＳ１３の処理で、仲介業者（ここでは、銀行）に開設された証券会社
の口座から引き落とされ、仲介業者の勘定に一旦入り、後述するステップＳ１４の処理で
、仲介業者の勘定から、仲介業者に開設された顧客の口座に入金される。
【０１９８】
　一方、仲介業者サーバ３０の証券会社口座入出金処理手段４０は、買い注文の場合には
、顧客が証券会社Ｙに支払うべき買付代金の入金処理、顧客が証券会社Ｙに支払うべき委
託手数料および消費税の入金処理、並びに証券会社Ｙが仲介業者に支払う仲介手数料の出
金処理を行う。図５の例では、証券会社Ｙは発注証券会社として指定されていないので、
ステップＳ１３の処理は行われない。
【０１９９】
　それから、仲介業者サーバ３０では、顧客口座入出金処理手段３９により、売買結果情
報（図８参照）に含まれる確定した売付代金若しくは買付代金、またはこれらの金額に応
じて算出されたその他の確定金額情報（委託手数料および消費税）に基づき、顧客口座識
別情報をキーとして顧客口座データベース５１を検索して該当する顧客の口座のデータを
抽出し、変更することにより、顧客口座データベース５１に対して入出金処理を行う（ス
テップＳ１４）。この際、仲介業者サーバ３０の顧客口座入出金処理手段３９は、売り注
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文の場合には、売付代金の入金処理（図６の例では、１，８００，０００円となる。）、
および顧客が証券会社に支払う委託手数料および消費税の出金処理（図６の例では、１２
，０００円＋６００円＝１２，６００円となる。）を行う。従って、顧客は、トータルで
、１，８００，０００円－１２，６００円＝１，７８７，４００円を仲介業者（ここでは
、銀行）に開設された自己の口座で受け取り、その内訳は、蒲田支店の普通預金の口座で
１，０００，０００円であり、大森支店の普通預金の口座で７８７，４００円である。
【０２００】
　一方、仲介業者サーバ３０の顧客口座入出金処理手段３９は、買い注文の場合には、買
付代金の出金処理、および顧客が証券会社に支払う委託手数料および消費税の出金処理を
行う。図５の例では、蒲田支店の普通預金の口座から、１，０００，０００円を引き落と
し、大森支店の普通預金の口座から、３００，０００円を引き落とし、仲介業者に開設さ
れた顧客の口座から合計で１，３００，０００円を引き落とす。従って、前述したステッ
プＳ１１の処理で、証券会社Ｘの証券会社サーバ２０の顧客口座入出金補完処理手段２２
により、証券会社Ｘに開設された顧客のＭＲＦの口座から、２１０，５００円を引き落と
したことと合わせ、顧客の口座から合計で１，３００，０００円＋２１０，５００円＝１
，５１０，５００円が引き落とされたことになる。
【０２０１】
　続いて、仲介業者サーバ３０では、今回の取引で得られた仲介手数料を加算し、仲介手
数料データベース５３のデータを更新する（ステップＳ１５）。そして、仲介手数料デー
タベース５３のデータと、証券会社Ｘの証券会社サーバ２０に接続された仲介業者口座デ
ータベース２７のデータとの照合を適宜行い、仲介業者が証券会社Ｘから受け取る仲介手
数料の入金の有無を確認する。
【０２０２】
　その後、仲介業者サーバ３０からネットワーク２を介して顧客端末装置１０に取引明細
書が送られ（ステップＳ１６）、顧客端末装置１０では、顧客による取引明細書の確認作
業が画面上で、あるいは印刷により行われた後（ステップＳ１７）、オンラインでの一連
の売買取引が終了する（ステップＳ１８）。
【０２０３】
　図４において、普通取引（いわゆる４日目取引）の場合には、図２のステップＳ９の売
買処理後に、売買結果情報送信手段２４により、図３のステップＳ１２に相当する取引明
細書（但し、決済処理前なので、決済情報は含まれていない。）の送信処理を行った後（
ステップＳ２１）、仲介業者サーバ３０で、買い注文の場合には、口座ホールド処理手段
３８により、口座ホールド処理を行う（ステップＳ２２）。この際、口座ホールド処理手
段３８は、本実施形態では、売買結果情報に含まれる約定した取引についての売買単価（
図５の例では、指値注文であるため、そのまま指値の３００円となる。）と売買数量（図
５の例では、５，０００株）とを乗じて算出される確定した買付代金（図５の例では、１
，５００，０００円となる。）に、この確定した買付代金に応じた委託手数料および消費
税（図５の例では、１０，０００円＋５００円＝１０，５００円）を加えた金額（図５の
例では、１，５１０，５００円となる。）に対する一定割合の額（例えば、半分の額）を
修正許容額としてこの金額相当分についてホールド処理を行う。
【０２０４】
　その後、仲介業者サーバ３０からネットワーク２を介して顧客端末装置１０に取引明細
書が送られ（ステップＳ２３）、顧客端末装置１０では、顧客による取引明細書の確認作
業が画面上で、あるいは印刷により行われた後（ステップＳ２４）、一旦、顧客端末装置
１０と仲介業者サーバ３０との接続を切ってオンライン処理を終了させる（ステップＳ２
５）。
【０２０５】
　そして、取引成立日（顧客が注文のためのアクセスをした日）から４営業日目（３日後
）になって、証券会社サーバ２０では、仲介業者口座入出金処理手段２３により、図３の
ステップＳ１０に相当する仲介業者口座データベース２７に対する入出金処理を行い（ス
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テップＳ２６）、さらに、顧客口座入出金補完処理手段２２により、図３のステップＳ１
１に相当する顧客口座データベース２６に対する入出金処理を行った後（ステップＳ２７
）、売買結果情報送信手段２４により、売買結果情報を含む決済完了通知をネットワーク
２を介して仲介業者サーバ３０に送信する（ステップＳ２８）。
【０２０６】
　それから、仲介業者サーバ３０では、証券会社口座入出金処理手段４０により、図３の
ステップＳ１３に相当する証券会社口座データベース５２に対する入出金処理を行い（ス
テップＳ２９）、さらに、顧客口座入出金処理手段３９により、図３のステップＳ１４に
相当する顧客口座データベース５１に対する入出金処理を行った後（ステップＳ３０）、
図３のステップＳ１５に相当する仲介手数料の加算処理を行う（ステップＳ３１）。
【０２０７】
　その後、仲介業者サーバ３０からネットワーク２を介して顧客端末装置１０に決済完了
通知が送られ（ステップＳ３２）、顧客端末装置１０では、顧客による決済完了通知の確
認作業が画面上で、あるいは印刷により行われた後（ステップＳ３３）、一連の売買取引
が終了する（ステップＳ３４）。
【０２０８】
　このような本実施形態によれば、次のような効果がある。すなわち、顧客が、顧客端末
装置１０で、売買指示入力画面である買い注文画面１００（図５参照）または売り注文画
面２００（図６、図７参照）を用いて売買注文を行うと、仲介業者サーバ３０の取り次ぎ
を経て、証券会社サーバ２０の売買処理手段２１により、有価証券の売買処理が実行され
るとともに、仲介業者サーバ３０の顧客口座入出金処理手段３９、および証券会社サーバ
２０の仲介業者口座入出金処理手段２３または仲介業者サーバ３０の証券会社口座入出金
処理手段４０により資金決済処理が行われるので、顧客は、証券会社に対する売買注文の
手続と、売買取引に伴う資金移動の手続とを別々に行う必要がなくなるため、これらの手
続を別々に行う場合に比べ、顧客の手間を軽減することができ、従来のシステムに比べて
利便性に優れ、使い勝手のよいオンライン取引システムを実現することができる。
【０２０９】
　また、証券会社サーバ２０は、顧客口座入出金補完処理手段２２を備えているので、仲
介業者サーバ３０の顧客口座入出金処理手段３９により決済処理が行われない分について
、決済処理を補完することができる。このため、顧客が有価証券の売買取引の決済処理用
の口座として使用することができる口座を、仲介業者に開設しているのみならず、証券会
社にも開設している場合には、仲介業者に開設されている顧客の口座と合わせて証券会社
に開設されている顧客の口座をも使用して決済処理を行うことができ、システムの利便性
の向上を図ることができる。
【０２１０】
　さらに、仲介業者サーバ３０は、口座残高データ取得手段３２および残高チェック処理
手段３６を備えているので、仲介業者は、証券取引の仲介を行うにあたり、顧客がその顧
客の行った買い注文に応じた資金を有しているか否かを判断することができるため、仲介
業者あるいは証券会社の取引上のリスク軽減を図ることができる。
【０２１１】
　そして、仲介業者サーバ３０の口座残高データ取得手段３２は、顧客が買付代金の出金
処理を含む決済処理用の口座となり得る複数の口座を開設している場合には、これらの複
数の口座の残高データを取得する構成とされ、仲介業者サーバ３０の残高チェック処理手
段３６は、複数の口座の残高を合計して残高チェックを行う構成とされているので、仲介
業者にとっては、顧客の実質的な資金余裕度をチェックすることができる。一方、顧客に
とっては、仲介業者側で複数の口座に分散した顧客の資金のチェックを行うことができる
ことから、売買取引の決済用の口座として複数の口座を選択することができるので、例え
ば、一つの口座に保有する資金のみでは必要資金が不足するが複数の口座に保有する資金
を合計すれば必要資金が揃うとき、あるいは複数の口座の資金を分散して使用したいとき
等に対応することができて便利であり、また、売買取引を行うにあたり、一つの口座に資
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金を集めるといった作業を行う手間も省くことができる。
【０２１２】
　また、仲介業者サーバ３０の残高チェック処理手段３６は、基準値記憶手段５０に記憶
された値幅制限の基準値を用いて買付代金の変動額の最大値を算出する構成とされている
ので、顧客の口座の残高チェックを行う際に、安全サイドのチェックを行うことができ、
仲介業者あるいは証券会社の取引上のリスクを、より一層軽減することができる。
【０２１３】
　さらに、仲介業者サーバ３０は、口座ホールド処理手段３８を備えているので、既に顧
客の口座にある必要資金またはその一部について目的外の使用（資金流出）を防ぐことが
できるため、この点でも、仲介業者あるいは証券会社の取引上のリスクを、より一層軽減
することができる。
【０２１４】
　そして、仲介業者サーバ３０は、口座残高データ取得手段３２を備え、かつ、仲介業者
サーバ３０の入力画面送信手段３１により送信される買い注文画面１００（図５参照）に
は、口座残高表示部１５４と引落金額入力指定部１５５とが設けられているので、顧客に
対し、買い注文画面１００でその顧客の複数の口座の残高を示し、かつ、これらの各口座
からの引落金額の入力指定を受け付けることができる。このため、顧客は、例えば、一つ
の口座に保有する資金のみでは必要資金が不足するが複数の口座に保有する資金を合計す
れば必要資金が揃うとき、あるいは複数の口座の資金を分散して使用したいとき等の各種
の事情に基づき、引落口座として複数の口座を選択することができるので、売買取引を行
うにあたり、一つの口座に資金を集めるといった顧客の作業の手間を省くことができ、ま
た、売買取引システムとしての利便性の向上を図ることができる。
【０２１５】
　また、仲介業者サーバ３０は、証券残高データ取得手段３３を備え、かつ、仲介業者サ
ーバ３０の入力画面送信手段３１により送信される売り注文画面２００（図６、図７参照
）には、証券残高表示部２４０と受取金額入力指定部２５７とが設けられているので、顧
客に対し、その顧客の保有する有価証券についての残高を示し、かつ、その証券の売付代
金を受け取る口座をその顧客の複数の口座の中から選択することができる。このため、顧
客は、自己の保有する有価証券の残高情報を売り注文画面２００を参照して把握し、その
証券についての売り注文を行うことができるので、顧客が自己の保有する有価証券の残高
を確認する際の手間を軽減することができるうえ、顧客は、売り注文画面２００の画面上
で売付代金の振込先の口座を自在に選択することができ、かつ、各口座で受け取る金額も
自在に指定することができるので、売買取引システムとしての利便性の向上を図ることが
できる。
【０２１６】
　さらに、仲介業者サーバ３０の入力画面送信手段３１により送信される買い注文画面１
００（図５参照）および売り注文画面２００（図６、図７参照）には、優先順位設定部１
５６，２５８が設けられているので、顧客が決済処理用の口座として選択した各口座につ
いて入力指定した金額の合計額と、実際に売買処理を行って確定した入出金の金額とが一
致しないときであっても、極力、顧客の意向に沿った形での入出金処理を行うことができ
る。
【０２１７】
　そして、仲介業者サーバ３０は、時価情報取得手段３４を備え、かつ、仲介業者サーバ
３０の入力画面送信手段３１により送信される買い注文画面１００（図５参照）および売
り注文画面２００（図６、図７参照）には、注文内容入力部１２０，２２０と試算額表示
部１３０，２３０とが設けられているので、顧客は、自ら決済金額を算出する必要がなく
なるため、顧客の手間を軽減することができるうえ、買付代金の引落口座や売付代金の受
取口座として複数の口座を選択し、各口座に対する入出金の金額を各口座毎に個別に入力
指定する際には、買い注文画面１００や売り注文画面２００の画面上に表示された試算額
を参照しながら、各口座への金額の割り振りを決めることができ、顧客にとってのシステ
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ムの使い勝手を向上させることができる。
【０２１８】
　また、証券会社サーバ２０の仲介業者口座入出金処理手段２３や仲介業者サーバ３０の
証券会社口座入出金処理手段４０により行われる決済処理には、証券会社が仲介業者に支
払う仲介手数料の支払処理も含まれるので、証券取引の仲介に伴う一連の決済処理を円滑
に実行することができる。
【０２１９】
　さらに、仲介業者サーバ３０の顧客口座入出金処理手段３９や証券会社サーバ２０の顧
客口座入出金補完処理手段２２により行われる決済処理には、売買注文の委託手数料の支
払処理および売買取引に伴う税金の支払処理が含まれるので、証券取引に伴う一連の決済
処理を円滑に実行することができる。
【０２２０】
　そして、仲介業者サーバ３０には、仲介手数料データベース５３が接続されているので
、証券会社による仲介手数料の支払の有無を確認することができる。
【０２２１】
　なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲内での変形等は本発明に含まれるものである。
【０２２２】
　すなわち、前記実施形態では、有価証券売買取引システム１は、図５～図７に示すよう
に、株式の売買を行うシステムとされていたが、本発明の有価証券売買取引システムによ
る取引対象となる有価証券は、株式に限らず、例えば、公社債等でもよく、さらには、株
式投信信託や公社債投信信託等のような有価証券に基づく各種のファンドや金融商品が含
まれる。
【０２２３】
　また、前記実施形態では、図５に示すように、買い注文を行う場合、買い注文画面１０
０において証券会社を１社だけ指定できるようになっており、別の証券会社に発注したい
ときには、別途、買い注文を行う構成とされていたが、一つの買い注文画面で、複数の証
券会社への発注を同時に行うことができる構成としてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２２４】
　以上のように、本発明の有価証券売買取引システムおよびその方法、並びにプログラム
は、例えば、銀行等の金融機関を仲介業者として有価証券の売買取引をオンラインで行う
場合等に用いるのに適している。
【図面の簡単な説明】
【０２２５】
【図１】本発明の一実施形態の有価証券売買取引システムの全体構成図。
【図２】前記実施形態の有価証券売買取引システムによる有価証券の売買取引の処理の前
半部分の流れを示すフローチャートの図。
【図３】前記実施形態の有価証券売買取引システムによる有価証券の売買取引の処理の後
半部分（即時決済取引の場合）の流れを示すフローチャートの図。
【図４】前記実施形態の有価証券売買取引システムによる有価証券の売買取引の処理の後
半部分（いわゆる４日目取引の場合）の流れを示すフローチャートの図。
【図５】前記実施形態の有価証券売買取引システムによる処理に伴って表示される買い注
文画面の例示図。
【図６】前記実施形態の有価証券売買取引システムによる処理に伴って表示される売り注
文画面（入金口座として仲介業者である銀行の口座を選択した場合）の例示図。
【図７】前記実施形態の有価証券売買取引システムによる処理に伴って表示される売り注
文画面（入金口座として証券会社の口座を選択した場合）の例示図。
【図８】前記実施形態の有価証券売買取引システムによる処理に伴うデータの流れを示す
説明図。
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【符号の説明】
【０２２６】
　１　有価証券売買取引システム
　２　ネットワーク
　１０　顧客端末装置
　２０　証券会社サーバ
　２１　売買処理手段
　２２　顧客口座入出金補完処理手段
　２３　仲介業者口座入出金処理手段
　２４　売買結果情報送信手段
　２５　顧客証券保有情報データベース
　２６，５１　顧客口座データベース
　２７　仲介業者口座データベース
　３０　仲介業者サーバ
　３１　入力画面送信手段
　３２　口座残高データ取得手段
　３３　証券残高データ取得手段
　３４　時価情報取得手段
　３５　売買指示情報受信手段
　３６　残高チェック処理手段
　３７　売買取次情報送信手段
　３８　口座ホールド処理手段
　３９　顧客口座入出金処理手段
　４０　証券会社口座入出金処理手段
　５０　基準値記憶手段
　５２　証券会社口座データベース
　５６　顧客口座識別情報記憶手段
　１００　売買指示入力画面である買い注文画面
　１５４　口座残高表示部
　１５５　引落金額入力指定部
　１５６，２５８　優先順位設定部
　２００　売買指示入力画面である売り注文画面
　２４０　証券残高表示部
　２５７　受取金額入力指定部
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